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ＩＳＯ／ＴＣ２０７と環境監査管理制度の動向
（欧州）

ＩＳＯ（国際標準化機構、本部：ジュネーブ）における環境マネジメントに関する技術委

員会（ＴＣ２０７）では、９６年のＩＳＯ１４００１制定後、環境ラベル、ライフサイクルアセスメン

トなどについての規格策定作業が進められた。２０００年６月にはストックホルムで第８回総

会が開催され、各規格の開発はほぼ一段落し、新たな段階に入ったといえよう。

他方、欧州環境管理監査制度（ＥＭＡＳ）は、９３年に制定されたＥＵの理事会規則

（ＣｏｕｎｃｉｌＲｅｇｕｌａｔｉｏｎ）を拠り所としているが、その６年間以上におよぶ実施経験を踏

まえ、欧州域内に飛躍的に浸透しつつある。ＥＭＡＳは９６年７月末で１４２事業所であったも

のが、２０００年５月末では２，８９１事業所と２０倍以上に拡大し、この１年間で約４００事業所が新

たに登録された。一方で、本制度はＩＳＯ１４０００シリーズなどの制度、規格との整合性の確

保を目的として、現在、改正のあり方が議論されている。

環境関連の管理規格の動向は、欧州域内外の貿易などを通じて、個別の企業活動に大き

く影響するとともに、市場の動向にも影響を与えうる重要な論点である。本レポートでは、

最近の環境管理関連規格および環境ラベルの動向について、ＩＳＯ／ＴＣ２０７および欧州の

ＥＭＡＳを中心に概説する。
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（１）ＩＳＯ１４０００シリーズとは

国際標準化機構（ＩＳＯ）では、環境管理分

野における国際標準化を行うために、９３年２

月、環境マネジメントに関する技術委員会

（ＴＣ２０７）を設置した。ＴＣ２０７は、環境マネ

ジメントシステム、環境監査、環境ラベル、

環境パフォーマンス評価、ライフサイクルア

セスメントといった環境管理分野での国際規

格の作成を目的としており、その一連の国際

規格番号に１４０００～１４１００を用いることとして

いる。そのため、「ＩＳＯ９０００シリーズ」と同

様に、そこで作成される国際規格は「ＩＳＯ

１４０００シリーズ」と総称されている。

図１に示すように、ＴＣ２０７には、６つの分

科会（ＳＣ；Ｓｕｂ－Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ）がおかれて

おり、９６年秋に環境マネジメントシステム規

格ＩＳＯ１４００１，１４００４、環境監査規格ＩＳＯ１４０１

０，１４０１１，１４０１２が制定され、また、その後

の活動で環境ラベル、およびその基礎となる

ライフサイクルアセスメント（ＬＣＡ）関連

の規格が整備されつつある。９９年５～６月に

第７回総会がソウルにて開催され、これまで

制定されてきた規格の見直しや統合が議論さ

れた。一方で新たな規格についても主なもの

の検討を終え、環境管理に関する第一段階の

規格開発はほぼ一巡した。これを受け、本年

の第８回総会では、新たなステップとして、

ＩＳＯ１４００１の改正作業の着手などが決議され

た。

（２）第８回ＴＣ２０７総会の結果とＩＳＯ１４０００

シリーズ規格の進捗状況

２０００年６月１１日から１８日の８日間の日程で、

ＩＳＯ／ＴＣ２０７第８回総会がスウェーデンのス

トックホルムで開催された。環境問題への積

極的な取り組みで名高い北欧、ストックホル

ムにおいて開催されたＴＣ２０７の総会は、前回

１．ＩＳＯ／ＴＣ２０７における環境管理シ

ステム規格制定の状況

のソウル総会の５３ヵ国を上回る、５７ヵ国の参

加国、６００名を超える参加者を得て過去最大

となった。日本からも、ＴＣ２０７国内委員会副

委員長の石谷久東大教授、吉澤正筑波大教授

をはじめとして、官庁および産業界などから

計２５人の産学官のエキスパート、オブザー

バーが参加した。

【これまでの総会実績】

第１回 トロント（カナダ） ２６ヵ国２００人

第２回 ゴールドコースト（オーストラリア）

２８ヵ国３００人

第３回 オスロ（ノルウェー）４４ヵ国５００人

第４回 リオデジャネイロ（ブラジル）

４５ヵ国４３０人

第５回 京都 ４９ヵ国４８２人

第６回 サンフランシスコ（米国）

５１ヵ国５３５人

第７回 ソウル（韓国） ５５ヵ国４９４人

第８回 ストックホルム（スウェーデン）

５７ヵ国６００人

今回の総会においては、既に規格が発行さ

れている環境マネジメントシステム（ＳＣ

１）などについて見直しや規格統合の議論が

進められ、改正作業の開始が決議された。環

境パフォーマンス評価（ＳＣ４）関連では、

環境レポーティングの規格化が議論され、ス

ウェーデンから新作業項目提案を行う意志が

表明された。

なお、ＴＣ２０７全体としての規格の策定状況

は、表１のとおりである。

また、今次総会においては、サンフランシ

スコ総会、ソウル総会に引き続き、各分科会

（ＳＣ）と並行して数多くのワークグループ

が開催されている。これは、９７年の京都総会

で京都ステートメントとして採択された戦略

ポリシーステートメント（規格作成方針の明

確化、ＩＳＯ９０００シリーズなど他の関連規格と

の整合性、関係者とのコミュニケーションの
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図１ ＴＣ２０７（環境管理）の審議体制

ＩＳＯ／ＴＭＢ（技術管理評議会）

ＳＣ１（環境マネジメントシステム）

ＳＣ２（環境監査）

ＳＣ３（環境ラベル）

ＳＣ４（環境パフォーマンス評価）

ＳＣ５（ライフサイクルアセスメント）

ＳＣ６（用語と定義）

ＷＧ１（製品規格）

ＷＧ２（森林）

ＷＧ３（環境適合設計）

システム

監 査

用 語

ＳＣ１（概念と用語）

ＳＣ２（品質システム）

ＳＣ３（支援技術）

（ＴＣ２０７における各ＳＣ：ＳｕｂＣｏｍｍｉｔｔｅｅの概要）
ＳＣ１ 環境マネジメントシステム（ＥＭＳ：ＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌＭａｎａｇｅｍｅｎｔＳｙｓｔｅｍ）

環境に関する組織の方針を定め、それを実行していくためのシステムにかかわる規格。具体的には、
環境方針の設定、責任体制の整備、自己の環境影響把握、環境行動目標の設定、目標達成計画と実行
マニュアルなどの設定からなる。

ＳＣ２ 環境監査（ＥＡ：ＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌＡｕｄｉｔ）
環境監査の一般原則に関する規格のほか、監査を実施するための手順にかかわる基準、環境監査実施
者の資格要件及び環境監査計画に関する規格からなる。

ＳＣ３ 環境ラベル（ＥＬ：ＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌＬａｂｅｌｉｎｇ）
消費者・利用者の選択という市場原理を利用し、類似の商品群から環境に配慮した商品に優先度を与
えることを目的として、そのための基準を定めるもの。

ＳＣ４ 環境パフォーマンス評価（ＥＰＥ：ＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌＰｅｒｆｏｒｍａｎｃｅＥｖａｌｕａｔｉｏｎ）
組織の環境行動、実績を定性的・定量的パラメーターを使って評価する手法に関する規格。

ＳＣ５ ライフサイクルアセスメント（ＬＣＡ：ＬｉｆｅＣｙｃｌｅＡｓｓｅｓｓｍｅｎｔ）
製品の環境負荷を、原料調達段階から廃棄に至る各段階毎に分析し、製品の環境負荷改善を目的とす
る手法のための規格。

ＳＣ６ 用語及び定義（Ｔ＆Ｄ：ＴｅｒｍｓａｎｄＤｅｆｉｎｉｔｉｏｎ）

ＴＣ２０７ ＴＣ１７６／ＴＣ２０７調整グループ ＴＣ１７６

強化、ＩＳＯ１４０００シリーズの的確な運用、環

境規制、国際貿易等との関係配慮など）で示

された関係者に対する信頼性と透明性の確保

に向け実施されたものである。

具体的には、「ＮＧＯコンタクトグループ」、

「途上国コンタクトグループ」、「気候変動タ

スクフォース」、「１４０００サクセスフル環境事

業のためのツールボックスワークショップ」

等が開催され、それぞれ事例紹介など活発な

活動が行われた。
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表１ ＩＳＯ１４０００シリーズ規格の制定状況

分科会名 規格番号 規 格 名 称 進捗状況

ＳＣ１ ＩＳ １４００１
ＩＳ １４００４

環境マネジメントシステム－仕様および利用の手引き
環境マネジメントシステム－原則、システムおよび支援
技法の一般指針

９６．９．１発行
９６．９．１発行

ＳＣ２ ＩＳ １４０１０
ＩＳ １４０１１
ＩＳ １４０１２
ＣＤ１９０１１
ＤＩＳ１４０１５

環境監査の指針－一般指針
環境監査の指針－環境マネジメントシステムの監査手順
環境監査の指針－環境監査員のための資格基準
品質および環境監査の指針
サイトアセスメント

９６．１０．１発行
９６．１０．１発行
９６．１０．１発行
００．４．１５～８．１０投票
００．４．２７～９．２７投票

ＳＣ３ ＩＳ １４０２０
ＩＳ １４０２１

ＩＳ １４０２４
ＴＲ１４０２５

環境ラベルおよび宣言の一般原則
環境ラベルおよび宣言－自己宣言による環境主張

－用語と定義－シンボル、試験検証方法
環境ラベル－第三者認証による原則と実施方法
環境ラベル－タイプⅢ（環境情報表示）

００．９．２８発行
９９．９．１５発行

９９．４．１発行
００．３．１５発行

ＳＣ４ ＩＳ １４０３１
ＴＲ１４０３２

環境パフォーマンス評価
環境パフォーマンス事例集

９９．１１．１５発行
９９．１１．１５発行

ＳＣ５ ＩＳ １４０４０
ＩＳ １４０４１
ＴＲ１４０４９
ＩＳ １４０４２
ＩＳ １４０４３
ＣＤ１４０４８

ＮＰＴＲ１４０４７

ライフサイクルアセスメント－一般原則
ライフサイクルアセスメント－インベントリ分析；一般
ライフサイクルアセスメント－インベントリ分析；特定
ライフサイクルアセスメント－影響評価
ライフサイクルアセスメント－解釈
ライフサイクルアセスメント－インベントリ分析：デー
タフォーマット
ライフサイクルアセスメント－影響評価事例集

９７．６．１５発行
９８．１０．１発行
００．３．１５発行
００．３．１発行
００．３．１発行
００．３．６～６．６コメント

英国から提案、採択

ＳＣ６ ＩＳ １４０５０
ＩＳ １４０５０／ＤＡＭ１

用語と定義
用語と定義（追補）

９８．５．１発行
９９．１２．３０～００．５．３０投票

ＷＧ１ ＩＳＯガイド６４ 製品規格の環境側面 ９７．３．５発行

ＷＧ２ ＴＲ１４０６１ 森林管理 ９８．１２．１５発行

ＷＧ３ ＮＰＴＲ １４０６２ 環境適合設計（ＤＦＥ） 仏・韓から提案、採択

注）規格番号の前の略号は以下のとおり。
ＩＳ；ＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＳｔａｎｄａｒｄ，発行済み国際規格
ＦＤＩＳ；ＦｉｎａｌＤｒａｆｔｏｆＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＳｔａｎｄａｒｄ，２ヶ月間の最終投票（ＹＥＳ／ＮＯのみ）中の国際規格案
ＤＩＳ；ＤｒａｆｔｏｆＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＳｔａｎｄａｒｄ，５ヶ月間の投票（コメント提出可能）中の国際規格案
ＣＤ；ＣｏｍｍｉｔｔｅｅＤｒａｆｔ，分科会としての国際規格案
ＷＤ；ＷｏｒｋｉｎｇｇｒｏｕｐＤｒａｆｔ，作業原案
ＮＰ；Ｎｅｗｗｏｒｋｉｔｅｍｐｒｏｐｏｓａｌｓ，承認された新規作業項目
よって、ＩＳＯ規格の開発は、ＮＰ、ＷＤ、ＣＤ、ＤＩＳ、ＦＤＩＳ、ＩＳの６段階を経て進められる。

（Ｄ）ＴＲ；ＴｅｃｈｎｉｃａｌＲｅｐｏｒｔ，国際規格ではない技術報告書（案）
ＤＡＭ；ＤｒａｆｔＡｍｅｎｄｍｅｎｔ，修正票案または追補案

① 環境マネジメントシステム（ＳＣ１）

環境マネジメントシステムに関する２つの

規格、ＩＳＯ１４００１（環境マネジメントシステ

ム－仕様および利用の手引き）およびＩＳＯ

１４００４（原則、システムおよび支援技法の一

般指針）については、９６年９月１日に発行さ

れている（ＪＩＳ制定は同年１０月２０日）。

近年のＳＣ１においては、同規格とＩＳＯ

９００１との整合性向上のため、９０００シリーズの

改訂プロセスにあわせて１４００１側の改訂につ
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いて検討がなされてきた。２年前のサンフラ

ンシスコ総会の会合では、この改定作業を同

総会から開始しようとの提案が事務局から提

出されたが、米国、フランスなどから反対意

見が出され、９９年のソウル総会でも１４００１の

改訂の是非については結論が先送りにされた。

その後、事務局による各国へのレビュープ

ロセスを継続し、今回のストックホルム総会

において、以下の条件付きで改訂作業に入る

ことを決議したものである（賛成３６、反対０、

保留１）。

・改訂作業はＩＳＯ９０００シリーズとの両立性

と現存テキストの明確化という観点に限定

し、新たな要求事項はないものとする。

・各国からの改訂要求事項は、ソウルで合意

した基準に準拠して検討する。

早速、ＷＧ１において改訂作業にはいり、

３つのタスクグループが設置され、各国コメ

ントの検討に着手した。ＩＳＯ１４００１改訂版の

発行は、早ければ２００３年秋、ＣＤ段階（分科

会原案の作成）の検討が長期化すれば、２００４

年秋と予想される。

他方、既に９９年のソウル総会にて作業開始

の決議が行われた１４００４の改訂については、

９９年１月のワシントンでのＷＧで決定した６

つの優先審議事項（①局面、影響、重要性②

汚染の防御③目的と目標④外部とのコミュニ

ケーション⑤法的要求⑥継続的改良）に沿っ

て、５つのドラフティンググループを設置し、

具体的に改訂作業を行った。また、次回ＷＧ

に向けてさらに２つのドラフティンググルー

プと、全体の整合性を確認を行うグループの

設置を決めた。ＩＳＯ１４００４改訂版の発行は

２００３年秋の計画であったが、１４００１との整合

性確保のため、ＩＳＯ１４００１の改訂と同時期と

なる。

② 環境監査（ＳＣ２）

環境監査に関する３つの国際規格（ＩＳＯ

１４０１０（環境監査の一般指針）、ＩＳＯ１４０１１

（環境マネジメントシステムの監査手順）、

ＩＳＯ１４０１２（環境監査員のための資格基準））

については、環境マネジメントシステム規格

に続いて、９６年１０月１日に発行されている

（ＪＩＳは同年１０月２日制定）。

前回ソウル総会でサイトアセスメントに関

するＣＤ１４０１５．１へのコメントを検討し、

１４０１５．２を策定したが、これは既にＤＩＳ段階

（国際規格原案の作成）に進み、２００１年の発

行を目指すこととなっている。他方、ＳＣ２

における現在の最大の懸案事項であるＩＳＯ

１００１１（品質システム監査）との統合につい

ては、前回ソウル総会で合同ＷＧが統合規格

であるＷＤ１９０１１を策定した。その後、９９年

９月にサンフランシスコ、２０００年３月にはベ

ルリンにて同ＷＧが開催され、ＣＤ．２が作成

されており、２００１年第３四半期には発行の予

定である。なお、ＣＡＳＣＯ（ＩＳＯ適合性評価

委員会；適合性評価に関し、ＩＳＯ・ＩＳＥガイ

ド等の作成を担当）が規格づくりまで行って

いるのは活動範囲の逸脱とする意見もあった。

ＳＣ２は作業が一段落した状況にある。

③ 環境ラベル（ＳＣ３）

ＳＣ３においては、環境ラベルおよび宣言

に関する規格の制定を行ってきた。具体的に

取り扱う規格は、以下の通りである。

ａ．ＩＳＯ１４０２０「環境ラベルおよび宣言の一

般原則」

ＩＳＯ１４０２０は、環境ラベルと宣言にかかわ

る一般原則を規定し、 タイプＩ（第三者認

証機関による環境ラベル）、タイプＩＩ（企業

などが自ら行う環境宣言）およびタイプＩＩＩ

（特定の環境要素についての数量表示）の規

格の基礎となる総則的規格である。ただし、

これらの規格は、トイレットペーパー、洗濯

機など個々の環境ラベル製品グループの要求

事項を規定しようとするものではなく、環境

ラベル制度自体が遵守すべき原則を規定して

いる。
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ｂ．ＩＳＯ１４０２４「環境ラベルおよび宣言－環

境ラベルタイプＩ－一般原則と手続」

ＩＳＯ１４０２４は、タイプＩつまり第三者認証

の環境ラベル実施者に対するガイドラインを

定めるものであり、制度の信頼性、透明性、

アクセスの容易さなどを確保するとともに、

製品グループの選択、クライテリアの設定お

よび認証の手順に関する配慮すべき要件など

を規定している。

タイプＩ、タイプＩＩの環境ラベル規格は既

に発行されており、ＷＧ１とＷＧ２は解散し

た。ＳＣ３の審議はタイプＩＩＩに移行している。

ｃ．ＩＳＯ１４０２５「環境ラベルタイプＩＩＩ－環境

情報表示の一般原則」

タイプＩＩＩの規格は、既に発行されたタイ

プＩ．ＩＩと異なり、技術報告書（ＴＲ）１４０２５

という段階にある。タイプＩＩＩの扱いについ

ては、規格化の審議を進めようとする国と、

ラベルの経験がない現状では規格作成は時機

尚早であり、技術報告書（ＴＲ）を作成して

経験をつむべきとする国（日本含む）との間

で議論があり、結局、技術報告書（ＴＲ）と

して作業を開始することを決議した経緯があ

る。本ＳＣ開催前には、ａ．ＩＳＯ化、ｂ．ＴＲ撤

回、ｃ．さらに３年間のＴＲ据え置き、ｄ．次

回クアラルンプール総会まで棚上げという案

が事務局より示されていた。そして審議の結

果、「タイプＩＩＩラベルに対する認識の水準を

今後１年間で向上させること」を前提に、ｄ．

が採用され、棚上げして１年後審議されるこ

ととなった。

また、タイプＩＩＩを実施している国（カナ

ダ、ノルウェー、スウェーデン、日本）およ

び準備状況にある国（デンマーク、韓国、米

国、ドイツ、英国）からの、それぞれの状況

について報告を行うワークショップが９９年に

続き開催された。制度、実績に着目すれば、

本分野ではスウェーデンと日本が抜きんでて

いるといえよう。

④ 環境パフォーマンス評価（ＳＣ４）

組織の環境行動、実績などの環境パフォー

マンスに対し、定性的・定量的パラメータを

用いて評価を行うための手法に関する規格が

ＩＳＯ１４０３１（環境パフォーマンス評価）であ

る。同規格については、既にＦＤＩＳ投票が行

われ、当初予定通り９９年１１月に規格が発行さ

れた。さらに、９９年５月に承認されたＩＳＯ

１４０３１の実施例を集めたＴＲ１４０３２も同じく９９

年１１月に発行された。これをもって、ＷＧ１

（本文）、ＷＧ２（付属書）、ＷＧ３（ＴＲ

１４０３２）は前回会合で解散した。

今次会合においては、スウェーデン提案に

よる環境報告書の規格化について議論が行わ

れたが、本ＳＣとしてはコンセンサスが得ら

れず、スウェーデンは今後３ヶ月をかけて各

国からの意見を集約し、これをもとにＳＣレ

ベルではなく、ＴＣ２０７本体に規格化の提案を

行うこととした。

環境報告書に関するラウンドテーブルが開

催され、ＮＧＯの環境報告書に関する活動、

企業の環境報告書のほか、ドイツ、インドネ

シア、ジャマイカ、米国、日本から各国の状

況が報告された。

また、前回に引き続き各国の環境パフォー

マンス評価の事例に関する報告のワーク

ショップが開催され、ベルギー、ドイツ、ノ

ルウェー、日本や個別企業などからの発表が

あった。

⑤ ライフサイクルアセスメント（ＳＣ５）

ライフサイクルアセスメントに関する規格

は、既にＩＳＯ１４０４０（ライフサイクルアセスメ

ント－一般原則）、ＩＳＯ１４０４１（ライフサイク

ルアセスメント－インベントリ分析（一般））、

ＩＳＯ１４０４９（ライフサイクルアセスメント－

ＩＳＯ１４０４１の技術解説文書：インベントリ分

析（特定）：評価を除いた製品のライフサイク

ル分析）、ＩＳＯ１４０４２（ライフサイクルアセス

メント－影響評価）、ＩＳＯ１４０４３（ライフサイ
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クルアセスメント－解釈）については前回ま

でに議論が終了し、２０００年３月にはすべて発

行が完了している（ＩＳＯ１４０４９のみＴＲ）。

今次総会で議論されたのは、ＩＳＯ１４０４８

（ライフサイクルアセスメント－インベント

リ分析：データフォーマット）とＩＳＯ１４０４７

（ライフサイクルアセスメント－影響評価事

例集）についてである。ＩＳＯ１４０４８について

は、規格とするかＴＲにとどめるかの議論が

行なわれ、現在の作業を続けながら次回総会

で結論を出すこととした。ＩＳＯ１４０４７につい

ては、２０００年９月までに事例を提出し、２００１

年２月までにＳＣ５内に配布、投票を行なう

予定である。

⑥ ＳＣ６（用語と定義）の動向

ＳＣ６においては、環境管理規格に関する

用語と定義の規格の審議を行っている。追補

のＩＳＯ１４０５０／ＤＡＭ１が投票にかけられてい

たが、これとＩＳＯ１４０５０を統合し、最終的な

ＦＤＩＳとして各国に配布するよう中央事務局

に提出した。

用語、定義およびカテゴリーについては、

アルファベット方式かコンセプト方式かで意

見が分かれ、検討が行われてきたものの決着

しないため、タスクグループを置いて検討の

進め方の討議が行われた。この結果、次回ク

アラルンプールにおいて、ＳＣ６のあり方に

ついて、ａ．各ＳＣの代表が出席しなければな

らない用語ワーキンググループを設置し、

ＳＣ６は解散、ｂ．各ＳＣにタスクを委譲し、

ＳＣ６は解散、ｃ．コンセンサスが得られるま

で議論を継続、ｄ．このまま活動を継続、の

４案について投票で決することとした。なお、

ＳＣ６議長、事務局および米国はａ．案を支持

しており、コンセンサスはえられているもの

と思われる。

⑦ 次回の開催

次回第９回総会の開催についてはマレーシ

アのクアラルンプールにて２００１年６月１０日か

ら行うこととなった。また、２００２年の第１０回

総会については、コロンビア、カータジェナ

で開催されることとなった。

（３）ＩＳＯ１４００１の認証の現況

ＩＳＯ事務局発表の最新時点（９９年１２月現

在）の「ＩＳＯ９０００およびＩＳＯ１４０００認証状況

調査」によれば、ＩＳＯ１４０００シリーズにおけ

る世界の認証件数ランキングで、日本は９７年、

９８年に引き続き世界一の３，０１５件に達し、９８

年より連続２位の英国（１，４９２件）を大きく

引き離している。日本の世界シェアも２割を

超えている。

ＩＳＯ認証件数が次いで多いのはドイツで、

以下スイス、オーストラリア、オランダ、デ

ンマーク、スウェーデン、フランスと欧州の

環境問題に敏感な国々が続いている。

日本はこの一年間の認証件数の伸びも

１，４７３件と、９８年の８２９件を超えて増大し、英

国の５７１件を抑えトップを維持している。英

国に次いで増加したのは、スウェーデンの

５４７件、スペイン４０９件、以下オーストラリア、

米国と続いている。アジアでは中国が１２８件

と倍以上に伸び、タイが１０３件と増加したの

が目立つ程度で、日本、欧米諸国に比べると

その伸びはわずかであり、日本を除くアジア

の世界シェアは９．５％にとどまっている。

世界全体では認証件数は９８年の７２ヵ国、

７，８８７件からさらに１２ヵ国も増加して８４ヵ国、

１４，１０６件と一万件の大台を超えた。この１年

間で約８０％の急速な増加となっており、世界

各国への浸透がうかがわれる。全体のうち５

割以上が依然として欧州諸国となっているが、

北米の比率も若干ながら増大した。

産業別では、電気機器および光学機器分野

がもっとも多いが、全体に占めるシェアは９８

年の３０％から低下し２０％となっている。次い

で化学・化学製品・繊維分野が１０％、機械分

野が６％と続いている。一方で、建設分野が
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図２ ＩＳＯ１４０００シリーズ認証－世界のトップ１０

６７％増加して全体の５％弱を占めるように

なっている。

日本がＩＳＯ１４０００シリーズの認証件数でこ

こ数年間続いて世界一となっているのは、企

業などの環境管理問題への取り組みの熱心さ

を示したものである。一方で欧州も環境管理

に熱心であるが、特にドイツはＥＭＡＳの取

得を先行させており、後述の通りドイツの

ＥＭＡＳ登録件数は２０００年５月段階で既に

２，０６０件に達している。このため、環境管理

の認証についてはドイツの件数が世界一とも

いえるが、日本との差はほとんどなくなって

いる。

（１）ＥＭＡＳとは

ＥＭＡＳ（Ｅｃｏ－ＭａｎａｇｅｍｅｎｔａｎｄＡｕｄｉｔ

Ｓｃｈｅｍｅ：環境管理監査制度）とは、９３年６

月２９日に開催された、ＥＵの閣僚理事会

（ｔｈｅＣｏｕｎｃｉｌｏｆＭｉｎｉｓｔｅｒｓ）で採択された

ＥＵ規則に基づく環境監査制度のことである。

この環境監査制度の根拠法令であるＥＭＡＳ

２．ＥＭＡＳ（Ｅｃｏ－ＭａｎａｇｅｍｅｎｔａｎｄＡｕｄｉｔ

Ｓｃｈｅｍｅ：環境管理監査制度）の動向

規 則 （Ｃｏｕｎｃｉｌ Ｒｅｇｕｌａｔｉｏｎ（ＥＥＣ）Ｎｏ

１８３６／９３ｏｆ２９Ｊｕｎｅ１９９３ａｌｌｏｗｉｎｇｖｏｌ‐

ｕｎｔａｒｙ ｐａｒｔｉｃｉｐａｔｉｏｎ ｂｙ ｃｏｍｐａｎｉｅｓｉｎ

ｔｈｅｉｎｄｕｓｔｒｉａｌｓｅｃｔｏｒｉｎａ Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ

ｅｃｏ－ｍａｎａｇｅｍｅｎｔａｎｄａｕｄｉｔｓｃｈｅｍｅ）は、

ＣＥマーキングなどの根拠となっている、

ＥＵ指令（ＣｏｕｎｃｉｌＤｉｒｅｃｔｉｖｅ）とは異なり、

ＥＵ規則として発布されているため、各加盟

国内において、規則そのものが拘束力を持っ

ており、ＥＵ域内および欧州経済領域

（ＥＥＡ）内において活動を行う企業に対し

て、整合性のとれた共通の環境監査制度を提

供することが可能となっている。ただし、こ

の制度への参加自体は任意であるため、各企

業は、自ら参加するか否かを決めることがで

きる。また、ＥＭＡＳの目的は、この制度に

参加する各事業所が自らの環境パフォーマン

スを評価し、これを改善させるとともに、一

般社会に対して適切な情報を提供することを

通じて、当該事業所の継続的な環境パフォー

マンスの向上を促進することにあるといえる。

ＥＭＡＳ規則自体は、２１の条文と五つの附属

書から構成されているが、ＩＳＯ１４００１などの
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他の管理システム規格とは異なり、附属書も

適合が要求される規定の一部（ｎｏｒｍａｔｉｖｅ

ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ）となっている。

前述のとおり、この制度への参加は、ＥＵ

域内およびＥＥＡにおいて活動を行う企業に

対して、開かれたものとなっているが、現在

までのところ、ＥＭＡＳ規則第１～３条にお

いて、何らかの生産活動を行う事業場を運営

する企業に対してのみ（ただし、ＥＭＡＳ規

則第１４条において製造業以外の、例えば流通

業やサービス業への試行規定がある。）参加

の機会が与えられている。

このＥＭＡＳ制度への参加のためには、各

企業は、具体的には、以下のような活動が求

められる。

ａ．環境に関連するすべての法律への適合は

もとより、環境パフォーマンスの継続的な

向上に対するコミットメントをその内容と

する「環境方針」を採択すること。

ｂ．事業場において、環境初期審査を実施す

ること。

ｃ．上記の「環境方針」および「環境初期審

査」をもとに「環境計画」および「環境マ

ネジメントシステム」を策定すること。

ｄ．環境監査を３年を超えない決められた周

期で実施し、この監査の結果を基に新たな

「環境目的」を設定すること。また、この目的

を果たすために「環境計画」を改訂すること。

ｅ．環境初期審査並びにその後定期的に行わ

れる環境監査の際には、「環境声明書」を

策定し公表すること。なお、一般に公表さ

れる「環境声明書」並びに認定環境検証人

による「環境声明書」の検証は、環境管理

監査制度の根幹をなすものであり、同声明

書には以下の項目を含む必要がある。

・事業所における業務内容

・すべての重大な環境問題の評価

・汚染物質の排出量、廃棄物の排出量、原材

料・エネルギー・水の消費量並びに騒音に

関する報告

・企業の「環境方針」、事業場の「環境計

画」および「環境マネジメントシステム」

の提示

・次回の声明までの期限

・認定環境検証人の氏名

ｆ．ＥＭＡＳ規則の要求事項に基づき認定さ

れた環境検証人から、その事業場がこの規

則のすべての要求事項を満たしていること

の検証を受けるとともに、「環境声明書」の

内容が適正であることの検証を受けること。

ＥＵ加盟国が指定する管轄機関が、上記の

検証を受けた「環境声明書」を受け付けた段

階で、事業所がすべての適切な環境に関する

法律への適合を含むＥＭＡＳ規則の要求事項

に合致することを示す登録（ＥＭＡＳ登録）

が行われる。

なお、ＥＭＡＳ登録が行われた事業場が所

属する企業は、各企業が欧州環境管理監査制

度に参加していることを示す声明およびロゴ

をＥＭＡＳ規則の附属書ＩＶに基づき、ＥＭＡＳ

制度への参加の広報活動やＥＭＡＳ制度への

参加の促進のために用いてもよいが、当該企

業の製品の宣伝のためや製品そのものまたは

製品の包装に使用してはならないこととなっ

ている。

（２）ＥＭＡＳ規則改正動向

現行のＥＭＡＳ規則の第２０条に、ＥＭＡＳ規

則の発効後５年以内に、欧州委員会（Ｅｕｒｏ‐

ｐｅａｎＣｏｍｍｉｓｓｉｏｎ）がそれまでの経験を基

に同規則を見直すことが規定されており、こ

れに基づき９８年１０月末に欧州委員会が採択し

たＥＭＡＳ規則の改正案が提案され、同年１２

月２２日付の欧州共同体官報（ＯｆｆｉｃｉａｌＪｏｕｒ‐

ｎａｌｏｆｔｈｅＥｕｒｏｐｅａｎＣｏｍｍｕｎｉｔｉｅｓ）にそ

の内容が掲載されている。

当該規則案については、欧州委員会の提案

に基づいて閣僚理事会が欧州議会と共同で決

定を下す、共同決定手続と呼ばれる手続きに
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より立法化が進められてきており、これまで

のところ２０００年７月に開催された欧州議会に

おいて、閣僚理事会が欧州議会の意見を採り

入れた改正案（２０００年２月２８日に閣僚理事会

で採択された「共同の立場（ＣｏｍｍｏｎＰｏ‐

ｓｉｔｉｏｎ）」）についての検討（第２読会）が行

われ、同改正案への修正提案が採択されたと

ころである。

今後、欧州議会からの修正提案が閣僚理事

会で採択されれば、同規則の改正が成立する

こととなるが、これが否決された場合には、

閣僚理事会の代表またはその代理およびそれ

と同数の欧州議会の代表からなる調停委員会

が構成され、共同原案の策定を行うこととな

る。調停委員会において共同原案が採択され

るためには、欧州議会側においては、多数決

によって、また閣僚理事会側においては特定

多数決によってこれが承認される必要がある。

その後、閣僚理事会および欧州議会で共同原

案の審議が行われ、両機関がそれを承認すれ

ば、当該共同提案をもって同規則の改正が成

立することとなるが、いずれか一方において

承認されなかった場合には、同改定案は廃案

となる（図３参照）。

なお、現在、欧州議会で検討が行われている

改正案（２０００年２月２８日に閣僚理事会によっ

て採択された「共同の立場」）によれば、こ

のＥＭＡＳに登録されるためには以下のよう

な活動が求められている。

ａ．その活動、製品、およびサービスについ

て、附属書ＶＩに含まれる事項（環境側面）

について、附属書ＶＩＩに従って環境レビュー

を行い、その結果に鑑みて、附属書Ⅰに記

載されたすべての要求事項をカバーする環

境マネジメントシステムを実施しなければ

ならない。しかし、第９条の要求に従って

認知された認定をうけた環境マネジメント

システムを有する組織は、附属書ＶＩに定め

る環境側面の識別と評価のために必要な情

報がこの環境マネジメントシステムにより

提供される場合において、ＥＭＡＳへの移

行の際に環境レビューを行う必要はない。

ｂ．附属書ＩＩ（内部環境監査に関する要求事

項）に定める要求事項に応じた環境監査を

実施する、またはさせる。監査は、組織の

環境パフォーマンスの評価を目的に計画さ

れなければならない。

ｃ．附属書ＩＩＩ（環境声明書）の３．２項に従っ

た環境声明書を策定する。声明書では、環

境目的と環境目標に反するような、組織の

パフォーマンスに特に注意を払わなければ

ならない。

ｄ．附属書ＩＩＩの要求事項を確かに満たして

いることを確認するため、環境検証人から、

適切とあれば環境レビュー、管理システム、

監査手順、および環境声明書がこの規則の

関連要求事項に合致していることの検証を

受けるために検査を受けるとともに、環境

声明書の正当性についての承認を受けなけ

ればならない。

ｅ．有効と認められた環境声明書を、登録を

求める組織が所在する加盟国の管轄機関に

提出し、登録後にこれを公表しなければな

らない。

また、附属書ＩＩＩ（環境声明書）の３．２項に

おいて、同声明書には以下の項目を含む必要

があるとされている。

・組織における業務内容

・環境方針および環境マネジメントシステム

・すべての重大な環境影響を招く環境側面の

詳細および説明

・重大な環境影響に関連する環境目的および

環境目標の記述

・組織の環境目的に対する組織の環境パ

フォーマンスの要約

・環境パフォーマンスに関するその他のファ

クター

・認定環境検証人の氏名、認定番号、承認の

確認の日付
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図３ 共同決定手続きの概要

欧州委員会
提案策定

提案

欧州議会
（第１読会） 提案

意見

閣僚理事会
（第１読会）

議会意見あり 議会意見なし

（委員会提案に議会の修正意見を加え採択） 成立
（特定多数）

不成立 成立
（特定多数）

（委員会提案を無修正で採択）

閣僚理事会
「共通の立場」の採択（特定多数）欧州委員会

共通の立場に対する
意見表明 「共通の立場」を議会に通知

欧州議会（第２読会）
「共通の立場」の通知以降３ヵ月以内

「共通の立場」を承認
または何も決定せず

「共通の立場」に修正提案
（総議員の絶対多数）

「共通の立場」を否決
（総議員の絶対多数）

成立
修正文書送付

廃案

欧州委員会

議会修正提案に対する意見

閣 僚 理 事 会（第２読会）
修正提案受理後３ヶ月以内

議会のすべての修正提案を承認 議会のすべての修正提案
を承認できない場合委員会が議会修正提案を支持 委員会が議会修正提案を不支持

（特定多数） （全会一致）

成立 成立 ６週間以内に調停委員会発足

調停委員会発足後６週間以内
共同原案承認

閣僚理事会側は特定多数決
議会側は多数決

共同原案の承認に失敗

廃案

閣僚理事会
共同原案承認後６週間以内
不承認 承 認

欧州議会
共同原案承認後６週間以内

不承認承 認

廃案 （特定多数） （投票数の
絶対多数）

廃案
成立
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（３）ＥＭＡＳに基づく登録企業などの動向

① 欧州各国におけるＥＭＡＳ登録事業所数

２０００年５月２日現在のＥＭＡＳ登録事業所

数および認定環境検証人数の一覧を表２に示

す。同日現在、欧州でＥＭＡＳ登録された事

業所の総数は２，８９１事業所で、最も登録事業

所の多い国が、ドイツで２，０６０事業所、次に

オーストリアの２２１事業所、スウェーデンの

１５６事業所、デンマークの１３７事業所、英国の

７３事業所がこれに続いている。約８ヵ月前の

９９年８月末のデータと比較してみると、当時

登録されていた事業所は２，５０４事業所であっ

たことから、この間に約１５％増加したことに

なる。

また、認定環境検証人の総数は３０２人で

あった。このうち、最も認定環境検証人の数

が多いのが、ドイツで２３３人、これに続くの

がオーストリアで１７人、英国の１０人、フラン

スの８人である。総認定環境検証人について

９９年９月初めのデータと比較してみると、当

時３０７名であったことから、この８ヵ月で５

名減少したことになる。

９９年８月末までの約１年間のＥＭＡＳ登録

事業所数の伸びは約４１％、同じく認定環境検

証人の伸びは約１０％であったことから、当該

制度の普及の速度はかなり減速してきている

ことがわかる。ただし、この傾向が当該制度

自体の普及によるものか、当該制度の改正を

ひかえ企業が制度への参加を見送っているた

めなのかは定かではなく、２００１年初めには行

れるとみられているＥＭＡＳ規則改正の後の

動向を見守る必要がある。

表２ 欧州各国におけるＥＭＡＳ登録事業所数および認定環境検証人一覧

欧州各国 ＥＭＡＳ登録事業所数
（２０００年５月２日）

認定環境検証人の数
（２０００年５月２日）

ドイツ ２，０６０ ２３３

オーストリア ２２１ １７

スウェーデン １５６ ６

デンマーク １３７ ４

英国 ７３ １０

ノルウェー ５９ ４

スペイン ５５ ４

フランス ３６ ８

フィンランド ２７ ２

オランダ ２５ ４

イタリア ２５ ３

ベルギー ９ ６

アイルランド ６ １

ギリシャ １ ０

ルクセンブルク １ ０

アイスランド ０ ０

リヒテンシュタイン ０ ０

ポルトガル ０ ０

合 計 ２，８９１ ３０２

１３ＪＥＴＲＯ ユーロトレンド ２０００．１２



次に、過去８ヶ月間の欧州各国における登

録事業所数の推移をみると、登録事業所数第

１位のドイツ以下第９位のフィンランドまで

順位に変動はない。また、第１０位以降につい

ても、９９年８月末に１８事業所で１１位であった

イタリアが、今年は２５事業所となりオランダ

とともに１０位になった以外は変化がない。過

去２年間にわたり一定して登録事業所数を増

やしているのが、デンマーク、スペイン、イ

タリアの３ヵ国であり、いずれの国も毎年２５

％以上の伸びを示しているが、特にスペイン

は、９８年７月から９９年８月末までに４１．６％、

また、９９年８月末から２０００年５月にかけて

４８．６％増と大きく伸び続けており、第５位の

ノルウェーに４事業所の差に詰め寄っている。

一方、９８年７月から９９年８月末にかけて１１事

業所から２７事業所へと２倍以上に登録事業所

数を伸ばしたフィンランドにおいては、９９年

８月末から２０００年５月にかけては、まったく

その数をのばしていない（図４参照）。

次に欧州各国における認定環境検証人の推

移をみると、認定環境検証人の最も多いドイ

ツは別格として、第２位のオーストリア以外

は大きく順位が入れ替わっている。このこと

は、９９年８月末から２０００年５月にかけて、

オーストリア、フランス、ノルウェーの３ヵ

国において認定環境検証人の数が減ったこと

による。これらの３ヵ国のうちオーストリア

については、第３位の英国との間に大きな差

があることから順位を落とさなかったが、フ

ランスについては、３位から４位へ、また、ノ

ルウェーについても５位から７位に後退して

いる。認定環境検証人の増減した国の数をみ

てみると、９９年８月末から２０００年５月にかけ

て認定環境検証人の数が増えた国が３ヵ国、

減った国が同じく３ヵ国となっているが、認

定環境検証人の数が増加した国における増加

人数がそれぞれ１人しかないのに対して、減

少した国においてはオーストリアおよびフラ

ンスがそれぞれ３人減、ノルウェーが２人減

となったことにより、欧州全体の認定環境環

境検証人の総数が減少している（図５参照）。

図４ 欧州各国におけるＥＭＡＳ登録事務所の推移
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② 欧州各国における業種別ＥＭＡＳ登録件

数

２０００年５月２日までに欧州委員会に提出さ

れた業種別ＥＭＡＳ登録件数の一覧を表３に

示す。具体的なＥＭＡＳ参加企業の業種であ

るが、石炭や金属鉱石の採鉱から下水処理・

塵処理まで幅広い業種に渡っている。登録件

数の最も多い業種は、化学で３４６件、次に金

属製品の３３５件、次いでリサイクル・廃棄物

処理３０９件、以下、食品２８０件、機械２３０件、

ゴム・プラスチックの２２４件と続いている。

９９年８月末のデータと比較してみると、首位

の化学に変更はないが、９９年に第２位であっ

たリサイクル・廃棄物処理業種が第３位とな

り、第３位であった金属製品が第２位にそれ

ぞれ順位を上げている。しかし、スウェーデ

ンにおいて９９年までリサイクル・廃棄物処理

業種という分野で登録していた事業所が、

２０００年から新たに設けたリサイクルという分

野で登録されており、この数３４件をリサイク

ル・廃棄物処理業種に加えると同業種は第２

位となり、第１位から第４位まで９９年８月末

と同じ順位となる。これらの業種のこの間の

増加率を見てみると、伸び率が最も高かった

のが、金属製品の２５％（６８件）増、次いで機

械の２１％（４０件）増、リサイクル・廃棄物処

理業種（スウェーデンのリサイクル業種を含

む）の２０％（５７件）増の順となっている。９９

年８月末までの過去１年間の伸び率は第１位

がリサイクル・廃棄物処理業種で６１％増、第

２位が金属製品で４２％増であったことから、

ここからも勢いが鈍化していることがわかる。

なお、９９年８月末から２０００年５月までの全体

の伸び率は１７．３％となっている。

また、２０００年の調査では、建設、陸上輸送

およびパイプライン輸送、コンピュータ関連

業務、研究開発、その他の業務、その他の

サービス活動の５業種が新たにＥＭＡＳに参

加していることが判った。

図５ 欧州各国における認定環境検証人の推移
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表
３
欧
州
各
国
に
お
け
る
業
種
別
Ｅ
Ｍ
Ａ
Ｓ
登
録
件
数
の
現
状
（
２０００

年
５
月
２
日
）

国
名

業
種

オーストリア

ベルギー

デンマーク

ドイツ

フィンランド

フランス

ギリシャ

アイスランド

アイルランド

イタリア

リヒテンシュタイン

ルクセンブルク

オランダ

ノルウェー

ポルトガル

スペイン

スウェーデン

英国

合計

１
０
．
石
炭
・
褐
炭
の
採
炭

１
１

１
１
．
原
油
・
天
然
ガ
ス
生
産

３
１
５

１
８

１
３
．
金
属
鉱
石
の
採
鉱

１
１

１
４
．
そ
の
他
の
鉱
業

５
１
７

３
２
５

１
５
．
食
品

２
５

５
２
２
９

１
１

２
７

１
９

２
８
０

１
７
．
繊
維

４
１
２

４
８

１
２

１
１

４
３

１
２

７
９

１
８
．
衣
料

４
１

１
２

１
１

１
２
０

１
９
．
皮
お
よ
び
革
製
品

１
６

７

２
０
．
木
製
品

９
４

５
６

９
２

１
９

９
９

２
１
．
製
紙
・
パ
ル
プ

１
２

８
５
７

１
２

２
４

６
３

２
４

３
１
３
１

２
２
．
印
刷
出
版
・
レ
コ
ー
ド

６
２
０

１
０
０

１
３

１
５

４
１
４
０

２
３
．
コ
ー
ク
ス
・
石
油
精
製
製
品
原
子
燃
料
処
理

１
１
３

１
２

２
２

２
１

２
４
．
化
学

２
１

２
５

２
４
６

４
７

３
８

１
８

２
１
０

１
１

１
８

３
４
６

２
５
．
ゴ
ム
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

１
４

１
１
５

１
６
３

１
５

１
１

５
８

６
４

２
２
４

２
６
．
窯
業
・
土
石

１
５

２
５

６
５

２
３

２
６

５
１
０
５

２
７
．
鉄
鋼
・
非
鉄

１
３

７
６
５

２
１

４
４

５
１

１
０
２

２
８
．
金
属
製
品

３
０

１
１
１

２
６
８

２
１

１
７

３
７

４
３
３
５

２
９
．
機
械

８
６

１
９
４

２
１

２
３

２
１
１

１
２
３
０

３
０
．
事
務
機
器
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

２
１
６

２
１

１
１

１
２
４

３
１
．
電
気
機
器

４
７

１
０
０

１
２

３
１
０

６
１
３
３

３
２
．
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
・
通
信
機
器

１
１

１
４
４

７
３

４
２

７
２

３
３
．
精
密
機
械

２
２

５
３

１
１

５
９

３
４
．
自
動
車
お
よ
び
部
品

７
２

１
５
５

１
２

２
２

３
８

４
１
８
６

３
５
．
他
の
輸
送
機
器

１
６

１
３

２
０

３
６
．
そ
の
他
の
製
造
業

１
２

６
１
０
３

２
５

１
３

１
３
２

３
７
．
リ
サ
イ
ク
ル

２
１

３
４

３
７

４
０
．
電
気
・
ガ
ス
・
水
道

１
７

１
５
３

１
５

１
７

８
１
０
２

４
１
．
水
の
採
集
・
浄
化
・
供
給

３
３

４
５
．
建
設

１
１

５
１
．
卸
売
り
（
車
お
よ
び
オ
ー
ト
バ
イ
を
除
く
）

１
０

９
１
９

６
０
．
地
上
輸
送
お
よ
び
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
輸
送

１
１

７
２
．
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
関
連
業
務

１
１

７
３
．
研
究
開
発

１
１

７
４
．
そ
の
他
の
業
務

３
３

９
３
．
そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
分
野

１
１

Ｘ
．
リ
サ
イ
ク
ル
・
廃
棄
物
処
理

２
３

１
４
０

２
３
４

１
１

２
３

４
３
０
９

合
計

２
５
０

９
１
５
７
２
，３
２
９

３
２

３
９

１
０

７
２
８

０
３

２
９

５
９

０
５
５

１
９
０

８
０
３
，２
６
８

事
業
所
数

２
２
１

９
１
３
７
２
，０
６
０

２
７

３
６

１
０

６
２
５

０
１

２
５

５
９

０
５
５

１
５
６

７
３
２
，８
９
１

９
９
年
８
月
末
の
事
業
所
数

１
８
５

９
１
０
８
１
，７
８
５

２
７

３
２

１
０

６
１
８

０
１

２
２

５
６

０
３
７

１
４
６

７
１
２
，５
０
４
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③ 日系企業のＥＭＡＳ登録件数

２０００年５月２日現在の日系企業の登録状況

をみると、企業名から判断するかぎりでは、

９９年８月末と大きく変化はないが、ＥＭＡＳ

登録事業所数の最も多いドイツ国内で４件増

え、１３件となった。表４に具体的な、企業名、

所在地、業種を示す。

④ ＩＳＯ１４００１認証との比較

前述のとおりＥＭＡＳは欧州地域における

環境監査制度であるのに対して、国際的には、

国際標準化機構（ＩＳＯ：ＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＯｒ‐

ｇａｎｉｚａｔｉｏｎｆｏｒＳｔａｎｄａｒｄｉｚａｔｉｏｎ）の策定

した国際規格である、ＩＳＯ１４００１（環境マネ

ジメントシステム－仕様および利用の手引

き）に基づく認証制度が広く世界中で運用さ

れてきている。

９９年１２月に、ＩＳＯ事務局が行った調査によ

ると、ＩＳＯ１４００１に基づく認証総数１４，１０６件

のうち、４６％にあたる６，４３９件が欧州各国で

発行されており、国別にみると、ＥＭＡＳ登

録で５位の英国がトップで１，４９２件、ついで

ドイツが９６２件、これにスウェーデンの８５１件

が続いている（表５参照）。

表４ ＥＭＡＳ登録日系企業一覧

企 業 名 所 在 地 業 種

ドイツ（１３社）

１ ＣａｎｏｎＧｉｅｓｓｅｎＧｍｇＨ Ｇｕｉｓｓｅｎ 事務機器

２ ＫｏｎｉｃａＢｕｓｉｎｅｓｓＭａｃｈｉｎｅｓＥｕｒｏｐｅＧｍｂＨ Ｌｕｎｅｂｕｒｇ 事務機器

３ ＭａｔｓｕｓｈｉｔａＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎＤｅｕｔｓｃｈｌａｎｄＧｍｂＨ Ｎｅｕｍｕｎｓｔｅｒ テレビ・ラジオ・録音機器

４ ＭａｔｓｕｓｈｉｔａＢｕｓｉｎｅｓｓＭａｃｈｉｎｅ（Ｅｕｒｏｐｅ）ＧｍｂＨ Ｎｅｕｍｕｎｓｔｅｒ 事務機器・コンピュータ

５ ＭａｔｓｕｓｈｉｔａＥｌｅｃｔｒｏｎｉｋＣｏｍｐｏｎｅｎｔｓ（Ｅｕｒｏｐｅ）ＧｍｂＨ Ｌｕｎｅｂｕｒｇ 電球およびその他の電機部品

６ ＭｉｔｓｕｂｉｓｈｉＳｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒＥｕｒｏｐｅＧｍｂＨ Ａｌｓｄｏｒｆ 電気機器

７ ＳＡＮＹＯＩｎｄｕｓｔｒｉｅｓＤｅｕｔｓｃｌａｎｄＧｍｂＨ Ｎｏｒｄｌｉｎｇｅｎ テレビ・ラジオ・録音機器

８ Ｓｏｎｙ－ＷｅｇａＰｒｏｄｕｋｔｉｏｎｓＧｍｂＨ Ｆｅｉｌｂａｃｈ 機械・テレビ通信機

９ ＴｏｓｈｉｂａＥｕｒｏｐｅＧｍｂＨ Ｒｅｇｅｎｓｂｕｒｇ 事務機器・コンピュータ

１０ ＨｏｙａＬｅｎｓＤｅｕｔｓｃｈｌａｎｄＧｍｂＨ Ｍｕｅｌｌｈｅｉｍ 光学機器

１１ ＨｏｙａＬｅｎｓＤｅｕｔｓｃｈｌａｎｄＧｍｂＨ Ｍｏｎｃｈｅｎｇｌａｄｂａｃｈ 光学機器

１２ ＨｏｙａＬｅｎｓＤｅｕｔｃｈｌａｎｄＧｍｂＨ Ｈａｍｂｕｒｇ 光学機器

１３ ＦｕｊｉｔｓｕＳｉｅｍｅｎｓＣｏｍｐｕｔｅｒｓＧｍｂＨＥｎｔｅｒｐｒｉｓｅ Ｐａｄｅｒｂｏｍ リサイクル・廃棄物処理

スペイン（１社）

１４ ＳＨＡＲＰＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃａＥｓｐａｎａ，ＳＡ Ｂａｒｃｅｌｏｎａ テレビ・ラジオ・録音機器

フランス（１社）

１５ ＣＡＮＯＮＢｒｅｔａｇｎｅＳＡ ＬｉｆｆｒｅＣｅｄｅｘ 事務機器・コンピュータ

アイルランド（１社）

１６ ＹａｍａｎｏｕｃｈｉＩｒｅｌａｎｄＣｏＬｔｄ Ｄｕｂｌｉｎ 製薬・医療化学

オランダ（１社）

１７ ＯｍｒｏｎＭａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇｏｆｔｈｅＮｅｔｈｅｒｌａｎｄｓＢＶ Ｈｅｒｔｏｇｅｎｂｏｓｃｈ 機械・電気機器・リサイクル
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同様に、ＥＭＡＳ登録の行われた業種と

ＩＳＯ１４００１に基づく認証の行われた業種とを

比べてみると、ＥＭＡＳ登録では、登録件数

の多い順に、化学、リサイクル・廃棄物処理、

金属製品となっているのに対して、ＩＳＯ

１４００１認証においては電気・光学機器、化学、

機械、建築となっている。このことは、

ＥＭＡＳ登録件数の最も多いドイツ（全体の

約７１％）において、業種別では化学分野で最

も多くの登録が行われており、一方、ＩＳＯ

１４００１認証件数の最も多い日本（全体の約２１

％）において、電気・光学機器分野における

認証が最も多いことによる。

（４）ＥＭＡＳ規則の改正

① 改正の目的

（２）でも述べたとおり、ＥＭＡＳ規則は、

９３年７月１３日の発効以来５年が経過したこと

から、第１９条に基づき設置された委員会にお

いて、第２０条の規定に基づき改正の議論が行

われ、９８年１２月２２日付の欧州共同体官報でそ

の１次改正案が欧州委員会から公表されてい

る。これによると、今回の改正の目的は、以

下の５項目に集約できるといえる。

・地方自治体を含むすべての経済活動を行う

組織をその対象とすべくＥＭＡＳの適用範

囲を拡大すること

・環境マネジメントの分野における国際規格

（ＩＳＯ１４００１）をＥＭＡＳ規則によって要求

される環境マネジメントシステムとして統

合すること

・ＥＭＡＳに参加する組織がその参加をより

効率的に広報することを可能にするため、

目立ちやすく容易に判別できるＥＭＡＳロ

ゴを採択すること

・ＥＭＡＳの実施に関して従業員を参加させ

ること

・ＥＭＡＳ登録を行った組織とその利害関係

者および一般との間における環境パフォー

マンスの伝達にかかわる透明性をより一層

高めるために、環境声明書の役割をより強

化すること

② ＥＭＡＳ規則の主な改正点

２０００年２月にＥＵの閣僚理事会において採

択された、ＥＭＡＳ規則改正案「共同の立

場」における主な改正点の概要は次のとおり

である（現行のＥＭＡＳ規則とＥＭＡＳ改正案

「共同の立場」との対比表（参考）を参照）。

ａ．ＥＭＡＳ登録対象業種の拡大（第３条）

市場の動きをＥＭＡＳスキームに対して最

大限に利用するとともに、ＥＭＡＳ規則が重

大な環境影響をより多く包含するため、同規

表５ 欧州各国におけるＥＭＡＳ登録（２０００年５月）
およびＩＳＯ１４００１認証（９９年１２月）の比較

国 名 ＥＭＡＳ
登録件数

ＩＳＯ１４００１
認証件数

ドイツ ２，３２９ ９６２

オーストリア ２５０ １５６

スウェーデン １９０ ８５１

デンマーク １５７ ４３０

英国 ８０ １，４９２

ノルウェー ５９ １３３

スペイン ５５ ５７３

フランス ３９ ４６２

フィンランド ３２ ４７０

オランダ ２９ ４０３

イタリア ２８ ２４３

ベルギー ９ ７４

アイルランド ７ １１５

ポルトガル ０ ２８

ルクセンブルク ３ ６

ギリシャ １ ２０

アイスランド ０ ２

リヒテンシュタイン ０ １９

合計 ３，２６８ ６，４３９

参考）日本 － ３，０１５

米国 － ６３６

スイス － ５４３

韓国 － ３０９

中国／香港 － ２２２／５１
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則による登録対象を直接または間接的に環境

に影響を与えるすべての組織に開放すること

としている。これは、現行ＥＭＡＳ規則の第

１４条の規定に基づくパイロットスキームとし

て、製造業以外の業種への適用が広範にわた

り行われ、かつ、肯定的にこれが受け入れら

れるとともに、製造業以外の業種も環境に対

して大きな影響を与える業種が少なくなく、

また、これらの業種にも環境マネジメントシ

ステムが適応可能であるなどの理由による。

具体的には、改正案の第３条において

ＥＭＡＳに参加しうる対象が、何らかの生産

活動を行う「事業所」から基本的には、環境

パフォーマンスの向上を決定したすべての

「組織（ｏｒｇａｎｉｓａｔｉｏｎｓ）」へと広げられて

いる。また、この「組織」の定義については、

「法人か否か、公的か私的かを問わず、独立

の機能および管理体制を持つ、企業、会社、

事業所、公官庁もしくは協会、またはその一

部もしくはその結合体」と規定しており、実

質的に独立の機能および管理体制を持つもの

であればどんな組織でもその対象とすること

となっている。ただし、参加の単位について

は、第１４条の規定の手続きにより採択された

理事会のガイダンスを考慮し、検証人がこれ

を決定するが、複数の国にまたがることはで

きないこととなっている。

また、今回の改正案では、ＥＭＡＳ登録に

ついて現行の事業所単位の登録から、組織へ

の登録と変更されているため、組織全体が登

録を受けたとの誤解を一般に与えないように、

どの部分について登録が行われたかについて

環境声明書中で明確にすることとしている。

ｂ．ＥＭＡＳ要求事項へのＩＳＯ１４０００の取り込

み（附属書Ｉ）

ＥＭＡＳスキームへの参加を検討している

者に対して、ＩＳＯ１４００１の認証からＥＭＡＳ登

録への移行に当たっては、環境マネジメント

システムに関する重複はなく、これに関して

新たな作業を行う必要がないとの明確なメッ

セージを伝えるため、ＥＭＡＳの環境マネジ

メントシステム要求のなかにＩＳＯ１４００１の要

求事項を含むこととした。具体的には、

ＥＭＡＳ登録を行う組織が実施する環境マネ

ジメントシステムについては、改正案の附属

書Ｉにおいて「環境マネジメントシステムは、

環境マネジメントシステムに関する欧州規格

ＥＮ／ＩＳＯ１４００１：１９９６の４章に基づき実施し

ていなければならない」と記述されている

（なお、ＣＥＮ（欧州標準化機関）との間で同欧

州規格の使用にかかる契約が締結されれば、

表６ ＥＭＡＳとＩＳＯ１４００１との比較

ＩＳＯ１４００１ ＥＭＡＳ

適用範囲 組織（ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ） 組織（ｏｒｇａｎｉｓｚａｔｉｏｎ）

継続的改善 暗示的 明示的

環境初期審査 規定なし 規定有り

環境に関する情報の公表 環境方針だけ
環境声明書
（環境方針、環境影響、環
境パフォーマンス）

環境声明書の検証 規定なし 要求

監査の頻度 規定なし 規定あり

ロゴ なし あり

出所）ＥｕｒｏｐｅａｎＰａｒｔｎｅｒｓｆｏｒｔｈｅＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔＲｅｐｏｒｔ（１９９６．２），ＥＭＡＳｎｅｗｓｂｙＵＫ
ＤＯＥ（Ｎｏ．２）を加工して利用。
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同規格の当該部分（第４章）がそのまま記述

されることを注として併せて記述してある）。

また、現行のＥＭＡＳ規則と９６年に制定さ

れた、ＩＳＯ１４００１－１９９６との間の主要な相違

点の１つである、ＥＭＡＳ規則に規定する環

境レビューについては、環境管理監査制度に

関する欧州規格または国際規格に基づく認証

を取得している「組織」は、これを行う必要

はないことが、改正案第３条１項に規定され

ている。この対象となる具体的な規格や審査

を行う認証機関に対する認定の欧州委員会の

認知については、第１９条に基づく委員会に代

わるものとして、ＥＭＡＳ規則改正案の第１４

条に基づき設置される委員会での検討を経て

これが行われることとなっている。

ＥＭＡＳ改正規則案とＩＳＯ１４００１の主な相違

点を表６に示しておく。

ｃ．認定環境検証人の監督の強化（附属書Ｖ）

現行のＥＭＡＳ規則においては、認定環境

検証人が認定条件を満足しているかを確認す

るとともに、同環境検証人による検証業務が

適切に行われるかについての確認を、少なく

とも３６ヵ月に１回行うための規定を認定機関

が整備することとしているが、今回の改正案

ではこれを少なくとも２４ヵ月に１回行うこと

を求めている。

ｄ．直接および間接環境側面の区別（附属書ＶＩ）

今回の改正案においては、直接環境側面と

間接環境側面とが明確に区別されることと

なっている。すなわち、間接環境側面につい

ては、当該組織が管理できないかまたは組織

の手の届かないところで起こるものと定義さ

れており、これには、ライフサイクルアセス

メントのような、製品に付随する問題や資本

投資、保険業務に関する問題が含まれている。

改正案の附属書ＶＩの６．３項には、環境側面に

ついて、「環境側面の場合、組織はそこから

被る影響の度合い、およびそうした影響を縮

小するためにとるべき手段について考慮しな

ければならない」と規定されている。

ｅ．従業員の参画（第１条）

ＥＭＡＳの実施およびその課程において従

業員を参画させることはＥＭＡＳの哲学であ

るが、今回の改正において初めて、ＥＭＡＳ

規則のなかで具体的にＥＭＡＳに参加する組

織がその従業員をＥＭＡＳに参画させるため

の要求事項が新たに追加されている。

ｆ．ロゴの使用制限の緩和（第８条および附

属書ＩＩＩ）

組織のＥＭＡＳへの参加を奨励するととも

に、ＥＭＡＳに参加する組織に対してＥＭＡＳ

に参加していることを対外的により容易に知

らせる手段として、わかりやすいロゴを採用

した。

今回のＥＭＡＳ規則改正案においても現行

の規則と同様に、製品そのものや包装、その

他の製品、活動およびサービスとの比較を

行った宣伝文句と関連してこれを用いてはな

らないこととなっているものの、組織は、環

境マネジメントシステムによってもたらされ

た情報について、環境検証人から、情報の内

容が正確であり、誤解を招くおそれがないな

どの承認を受けた場合、当該ロゴが使用でき

るほか、承認を受けた環境声明書やＥＭＡＳ

登録を行った組織のレターヘッドやこれらの

組織によるＥＭＡＳへの参加の宣伝材料の中

でもロゴを用いることができることとなって

いる。

ｇ．中小企業の参加の促進（第１１条）

今回のＥＭＡＳ規則改正案の中では、加盟

国から中小企業に対してＥＭＡＳへの参加の

支援が義務づけられることとなった。

具体的には、加盟国に対して、ＥＭＡＳに

関連する情報や既存の支援基金などへのアク

セスを可能にするとともに、技術援助施策を
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策定しまたは促進することを通じて、

ＥＭＡＳへの参加を促進するとともに、特に

中小企業の参加をより確かなものとするため

のニーズを考慮しなければならないと規定さ

れている。

また、欧州委員会に対しても、欧州共同体

のその他の機関や国家レベルの権力機関とと

もに、調達政策の基準を設定する際に

ＥＭＡＳ登録について考慮することができる

かについて検討することとなっている。

ｈ．欧州におけるＥＭＡＳ規則運用上の一貫

性の確保（第４条および第５条）

各加盟国における認定機関が、環境検証人

の認定の際に実際に適用する基準、条件およ

び手順と、附属書Ｖに規定されている要求事

項との間の不一致をさけるため、認定機関間

のフォーラムの設置やＥＭＡＳに参加する組

織の登録の一時停止や登録の抹消を含む

ＥＭＡＳ登録手続きの一貫性を確保するため

の会議を１年に１回開催することについて新

たに規定する。

③ ＥＭＡＳ規則改正に伴う経過措置

現行のＥＭＡＳ規則から改正ＥＭＡＳ規則へ

の移行にかかわる、認定環境検証人、登録事

業所などの取扱いについては、ＥＭＡＳ規則

改正案の第１７条において次のように規定され

ている。

現行のＥＭＡＳ規則にもとづき認定を受け

た環境検証人については、改正ＥＭＡＳ規則

のもとでも引き続きその業務を行うことがで

きるが、現行のＥＭＡＳ規則のもとでＥＭＡＳ

登録を行った事業所については、次回の検証

の際から新ＥＭＡＳ規則の要求事項が適用さ

れる。ただし、当該改正規則発効後、６ヵ月

以内にこれを実施することとなっている事業

所については、次回の検証を最高６ヵ月まで

延長することができることとなっている。

また、各国における環境検証人の認定シス

テムおよび管轄機関については、改正規則発

効後もその業務を引き続き行うことにつき、

当該改正規則の発効後１２ヵ月以内に完全に実

施できる状態にあることを確実にしなければ

ならないこととなっている。

④ ＥＭＡＳ規則改正案の逐条別規定内容

ＥＭＡＳ規則改正案の逐条別規定内容は次

のとおりである。

第１条：環境管理監査制度とその目的

マネジメントおよび組織の環境パフォー

マンスの評価および向上を目的とする、組

織による任意の参加を可能とするスキーム

（以下、ＥＭＡＳという）の設立を規定。

ＥＭＡＳ登録の単位は、組織とすることを

規定するとともに、ＥＭＡＳ登録の対象分

野を鉱工業から環境に影響を与えるすべて

の活動を対象とすることを規定。

また、ＥＭＡＳの目的については、以下

の４項目を通じた組織の環境パフォーマン

スの継続的な向上であることと規定。

１）環境マネジメントシステムの設立およ

び実施

２）この環境マネジメントシステムのパ

フォーマンスの体系的、客観的かつ定期

的な評価

３）一般および利害関係者への環境パ

フォーマンスの情報の提供

４）従業員の参画

第２条：定義

ＥＭＡＳで用いられる用語の定義について

規定。主な用語とその定義は、以下のとおり。

環境方針（ＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌＰｏｌｉｃｙ）：環

境に関するすべての法規の要求事項の遵守

を含めた組織の環境活動の目的と原則の全

般、および環境パフォーマンスの継続的向

上の公約を意味する。環境方針は、「環境

目的」と「環境目標」を設置し、再検討す
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るための枠組みを提供するものである。

環境パフォーマンス（Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ

Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ）：組織の「環境側面」の

管理の成果を意味する。

環 境 レ ビ ュ ー （Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ Ｒｅ‐

ｖｉｅｗ）：組織の活動に関連した環境問題、

環境への影響、および環境パフォーマンス

の最初の包括的な分析を意味する。

環境側面（ＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌＡｓｐｅｃｔ）：

環境と相互に作用する可能性のある組織の

活動、製品、またはサービスの要素を意味

する（附属書ＶＩ）。重大な環境側面とは、

環境に重大な影響を及ぼす、または及ぼす

恐れのある環境側面のことである。

環境計画（ＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌＰｒｏｇｒａｍ）：

「環境目的」と「環境目標」に到達するた

めに取る、または検討する手段（責任と方

法）、および「環境目的」と「環境目標」

に到達すべき最終期限に関する詳細な記述

を意味する。

環境目的（ＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌＯｂｊｅｃｔ）：「環

境方針」から生じる全体的な環境ゴールを

意味し、組織が自ら達成するために設置す

るもので、可能であれば定量的に示される

もの。

環境目標（Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌｔａｒｇｅｔ）：組織

またはその一部に適用される、パフォーマ

ンスに係る詳細な要求事項のことであり、

可能であれば定量的に示される。これは

「環境目的」から生じるもので、「環境目

的」を達成するために設置し満足させる必

要がある。

環境マネジメントシステム（Ｅｎｖｉｒｏｎ‐

ｍｅｎｔａｌＭａｎａｇｅｍｅｎｔＳｙｓｔｅｍ）：「環

境方針」を策定、実施、達成、見直し、お

よび維持するための「組織」の構造、計画

立案活動、責任、実践、手続き、プロセス、

およびリソースを含む総合マネジメントシ

ステムの部分を意味する。

第３条：ＥＭＡＳへの参加

ＥＭＡＳへの登録手続きおよびその更新手

続きについて規定。

第４条：認定システム

検証人や検証人の監督に関する要求事項に

ついて規定。環境検証人に関するすべての

問題について、加盟国間で同等に扱われる

ことを保証するための実際的な手法として、

認定機関間のフォーラムの設置を規定。

第５条：管轄機関

ＥＭＡＳ登録にかかわる管轄機関の役割お

よび加盟国間でのＥＭＡＳ登録の一貫性を

確保するための枠組みの中での管轄機関の

役割について規定。

この目的を果たすための実際的な手法とし

て年に１回管轄機関間の会議を開催するこ

とを規定。

第６条：組織の登録

登録の申し込みに対する管轄機関の対処方

法並びにＥＭＡＳ登録の拒否、一時停止、

登録抹消について規定。

第７条：登録組織および環境検証人のリスト

加盟国から欧州委員会に対する組織の登録

および環境検証人の認定状況に関する報告

の周期等について規定。

第８条：ロゴ

一般大衆およびその他の利害関係者に対し

てＥＭＡＳへの参加を知らせるために

ＥＭＡＳ登録組織によって用いられるロゴ

について規定。

第９条：欧州規格および国際規格との関係

ＥＭＡＳが環境分野における欧州または国

際規格の最新の開発状況を包含するととも

に、これらの標準化機関による今後の規格
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開発にも対処できるように規定。加えて組

織がこの条項に基づき登録申請を行う際の

条件について規定。

第１０条：欧州共同体の中のその他の環境規制

法との関係

ＥＭＡＳ規則自体が、他の欧州共同体の法

律等における権利を毀損しないこと、他の

環境規制法の実施の際におけるＥＭＡＳ登

録の活用について規定。

第１１条：特に中小企業を対象とした組織の参

画の促進

加盟国によって各企業に対してＥＭＡＳへ

の参加が適切に奨励されるよう、特に中小

企業に対して行われる支援等について規定。

第１２条：情報

一般へのＥＭＡＳに関する奨励の重要性を

強調するとともに、これらに関する加盟国

と欧州委員会の役割について規定。

第１３条：違反

ＥＭＡＳ規則の規定の違反に対する加盟国

の手続きについて規定。

第１４条：委員会

欧州委員会のＥＭＡＳ規則の管理に対する

責任について規定。

第１５条：修正

ＥＭＡＳ規則の次回改正時期について規定

するとともに、次回改正の際には今回の改

正ＥＭＡＳ規則の運用により得られた知見

を考慮することを規定。

第１６条：経費および料金

ＥＭＡＳ規則の適用にかかわる経費と料金

について規定。

第１７条：Ｎｏ１８３６／９３（ＥＥＣ）規則の撤回

９３年に採択されたＥＭＡＳ規則から改正

ＥＭＡＳ規則への移行措置について規定。

第１８条：施行

この規則の効力の発生時期について規定。

附属書Ｉ

Ａ：ＥＮ／ＩＳＯ１４００１をＥＭＡＳの環境マネジメ

ントシステムの要求事項として使用する

ことを規定。

Ｂ：ＥＭＡＳ実施組織がＥＭＡＳ登録を行う際

に、充足すべき付加的な要求事項につい

て規定。

附属書ＩＩ：内部環境監査に関する要求事項

内部監査にかかわる一般要求事項、監査計

画の立案、実施について規定。

附属書ＩＩＩ：環境声明書

ＥＭＡＳへの参加組織が公表すべき情報の

目標とすることができるよう環境声明書に

盛り込む情報についての最低要求事項、情

報の公表等について規定。

附属書ＩＶ：ロゴ

ロゴの特性について規定。

附属書Ｖ：環境検証人の認定、監督および役

割

新たな分野への拡大を考慮するとともに環

境検証人の活動の信用を高めるため、環境

検証人の認定にかかわる要求事項、認定範

囲および環境検証人の監督について規定。

附属書ＶＩ：環境側面

ＥＭＡＳ登録の対象が特に鉱工業分野から

他の分野へ拡大されるのに伴い、組織を支

援するため環境側面の明確化および評価に

関する情報を提供。
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附属書ＶＩＩ：環境レビュー

環境レビューの実施にかかわる条件、環境

レビューがカバーすべきエリア等について

規定。

附属書ＶＩＩＩ：登録情報（最小限の要求事項）

メンバー国間での比較を目的に整合性のと

れた情報を収集するため、ＥＭＡＳ登録の

際に組織から提供されるべき情報を標準化。

（橋本正洋、角野慎治、モランド）
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５．４．２Ａｔｔｈｅｔｉｍｅｏｆｔｈｅｆｉｒｓｔｖｅｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ，ｔｈｅ

ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔｖｅｒｉｆｉｅｒｓｈａｌｌ，ｉｎｐａｒｔｉｃｕｌａｒ，ｃｈｅｃｋ
ｔｈａｔｔｈｅｆｏｌｌｏｗｉｎｇｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｓａｒｅｍｅｔｂｙｔｈｅ
ｏｒｇａｎｉｓａｔｉｏｎ
５．４．３Ｌｅｇａｌｃｏｍｐｌｉａｎｃｅ
５．４．４Ｏｒｇａｎｉｓａｔｉｏｎｓｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ

５．５Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓｆｏｒｔｈｅｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌｖｅｒｉｆｉｅｒｔｏ
ｐｅｒｆｏｒｍｈｉｓ／ｈｅｒａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ
５．５．１，５．５．２，５．５．３，（…）
５．５．４Ｔｈｅｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌｖｅｒｉｆｉｅｒｓｈａｌｌｐｒｅ‐

ｐａｒｅａｒｅｐｏｒｔｆｏｒｔｈｅｏｒｇａｎｉｓａｔｉｏｎ’ｓｍａｎａｇｅ‐
ｍｅｎｔ

５．６Ｖｅｒｉｆｉｃａｔｉｏｎｆｒｅｑｕｅｎｃｙ

ＡｎｎｅｘＶＩＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌａｓｐｅｃｔｓ
６．１Ｇｅｎｅｒａｌ
６．２Ｄｉｒｅｃｔｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌａｓｐｅｃｔｓ
６．３Ｉｎｄｉｒｅｃｔｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌａｓｐｅｃｔｓ
６．４Ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｃｅ

ＡｎｎｅｘＶＩＩＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌｒｅｖｉｅｗ
７．１Ｇｅｎｅｒａｌ
７．２Ｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｓ

ＡｎｎｅｘＶＩＩＩＲｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ，Ｍｉｎｉ‐
ｍｕｍｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｓ
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欧州通貨統合参加否決とその影響
（デンマーク）

デンマークでは、２０００年９月２８日に、欧州通貨統合参加にかかわる国民投票が実施され

たが、結果は否決となった。本レポートは、否決となった背景、否決による国内政治・経

済やほかのＥＵ諸国への影響などについて、国民投票後１ヵ月程度の状況を踏まえてまと

めたものである。

コペンハーゲン事務所

デンマークの国会には現在１０政党が代表を

１．デンマークの政党と通貨統合参加

の賛否

送っている。９８年３月の総選挙の結果、各政

党の議席数は次の通りとなっている。

また、これら政党の右派・左派の内訳をみ

ると次のようになっている。

記号 政 党 名 議 席 数

Ａ＊ 社会民主党（Ｓｏｃｉａｌｄｅｍｏｋｒａｔｉｅｔ） ６３

Ｂ＊ 社会自由党（ＲａｄｉｋａｌｅＶｅｎｓｔｒｅ） ７

Ｃ 保守党（ＤｅｔＫｏｎｓｅｒｖａｔｉｖｅＦｏｌｋｅｐａｒｔｉ） １６

Ｄ 中道民主党（Ｃｅｎｔｒｕｍ－Ｄｅｍｏｋｒａｔｅｒｎｅ） ８

Ｆ 社会人民党（ＳｏｃｉａｌｉｓｔｉｓｋＦｏｌｋｅｐａｒｔｉ） １３

Ｏ デンマーク国民党（ＤａｎｓｋＦｏｌｋｅｐａｒｔｉ） １３

Ｑ キリスト教人民党（ＫｒｉｓｔｅｌｉｇｔＦｏｌｋｅｐａｒｔｉ） ４

Ｖ 自由党（Ｖｅｎｓｔｒｅ） ４２

ＦＲＩ 自由２０００党（Ｆｒｉｈｅｄ２０００） ４

Ｏ／ 赤色同盟（Ｅｎｈｅｄｓｌｉｓｔｅｎ） ５

＊与党

Ｏ／ Ｆ Ａ Ｂ Ｄ Ｑ Ｖ Ｃ ＦＲＩ Ｏ

左派 右派

２
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ＥＵ関連の国民投票の際には、デンマーク

国会には全く出馬などをしていないが欧州議

会には議席を持つＥＵ反対団体である６月運

動（ＪｕｎｉＢｅｖａｇｅｌｓｅｎ、Ｊ）とＥＵ反対人民

運動（ＦｏｌｋｅｂｅｖａｇｅｌｓｅｎｍｏｄＥＵ、Ｎ）が

ＥＵ反対キャンペーンを行う。これらの反対

団体を含め、今回の通貨統合参加に関する国

民投票では、賛成派・反対派は次の通りに分

けられた。

このように賛否両陣営に分かれて、国民投

票実施時期が発表された２０００年３月９日から

投票当日である９月２８日まで、各政党により

白熱したキャンペーンが行われた。

今回の通貨統合参加に関する国民投票は、

７２年のＥＵ加盟にかかわる国民投票を含め、

６度目のＥＵ関連の国民投票となった。これ

はデンマーク憲法の２０条に、「国家主権の一

部を国際機関などへ移譲する場合は、デン

マーク国会で６分の５を超える賛成で可決さ

れるか、国会を通常の過半数で可決した後、

国民投票で承認を得なければならない」と定

められているからである。伝統的に少数連立

政権であることにも起因して、毎回、ＥＵの

統合において国家主権の移譲が起こる場合は、

国会で６分の５を超える賛成を得ることがで

きないため、国民投票が行われる。

今回も２０００年５月２日にニルス・ヘルヴェ

・ペダーセン外相（社会自由党）により、通

貨統合への参加に関する法律（法律番号Ｌ

２．国民投票が行われた背景

２８８）が提出され、９月６日に賛成８８名、反

対２６名で通常の多数決で可決され、国民投票

の結果を待つかたちとなった。

メディアによる賛成・反対キャンペーンの

詳細な報道、賛否両陣営の接戦状況は、国民

の間に非常に高い関心をもたせることとなっ

た。投票率は、ＥＵに関する国民投票の中で

は、初回７２年のＥＵ加盟にかかわる国民投票

（投票率９０．１％）に次ぐ８７．６％を記録した。

結果は、賛成４６．８％、反対５３．２％（内務省

発表）となり、直前の意識調査で賛成・反対

が拮抗していたにもかかわらず、予想外の大

差で反対派の勝利となった。

デ ン マ ー ク 国 営 放 送 （Ｄａｎｍａｒｋｓ

Ｒａｄｉｏ）、 ベ ア リ ン ス ケ ・ チ ズ ヌ 紙

（ＢｅｒｌｉｎｇｓｋｅＴｉｄｅｎｄｅ）が、ギャロップ社

（Ｇａｌｌｕｐ）と共同で行った出口調査に基づ

く結果によれば、男女別では事前の意識調査

結果が示した通り、女性の反対が男性に比べ

多いことがわかった（表１参照）。

年齢別にみると年金受給者を中心した高齢

者層での反対が意識調査では大きかったが、

実際の投票では高齢者層（６０歳以上）では、

賛成・反対が均衡していたのに対し、若年層

（１８～３４歳）・中年層（３５～５９歳）で反対が

賛成を上回る結果となった（表２参照）。

また政党別でみれば、どの政党も半数以上

の支持者から、政党の方針通りの投票を行う

ことに成功したものの、通貨統合参加賛成派

政党の支持者で反対に投票した割合が、反対

派政党支持者で賛成に投票した割合を上回る

かたちとなった（表３参照）。

地理的にみると、ほとんどの場所で反対派

優位となり、デンマーク国内で１６存在するア

ムト（日本の県にあたる地方行政府）で賛成

多数となったのは２ヵ所のみとなった。

３．国民投票の結果

賛成派 反対派

Ａ，Ｂ，Ｄ，
Ｖ，Ｃ

Ｏ／，Ｆ，Ｑ，
ＦＲＩ，Ｏ
Ｊ，Ｎ
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今回のキャンペーンの内容は、賛成派が主

に通貨統合参加による経済的な利益を中心と

したのに対し、反対派はＥＵ統合問題全体に

関し疑問を投げかけるかたちのものであった。

キャンペーンの内容を賛成・反対の各陣営ご

とにみると以下のとおりであった。

（１）賛成派

①デンマークは通貨統合に参加することに

よって、自国の経済への政治的影響力を

ＥＵ内の経済政策に反映させることで増す

ことができる。

②参加による経済的利益により、より高度な

社会福祉・保障を保証することができる。

③投機家から、デンマーク経済を守ることが

できる。

④通貨統合参加は、デンマークの企業に非常

に有利である。参加により、企業は為替手

数料・為替リスクヘッジなどのコストを軽

減できると同時に、ユーロ圏の企業と同じ

条件で競争することができる。これはデン

マークの雇用はもちろん、経済全体に好影

響を与え、国民一人一人の利益となる。

⑤通貨統合参加により、金利が低下し、企業、

およびローンを持つ個人に利益となる。

⑥国民一人一人は、ユーロ諸国へ旅行の際に

両替の必要がなくなると共に、商品価格の

比較が非常に簡単になる。

⑦通貨統合参加は、ＥＵ内における重要な決

定において、賛成であろうが反対であろう

が、影響力を得ることを意味する。欧州に

おける経済政策の決定に参加し、責任を負

うべきである。

⑧通貨統合参加否決は、デンマークのＥＵ内

での影響力を低下させ、そのためにデン

マークはＥＵ内での二流国との位置付けを

受ける。

⑨通貨統合参加は、現在デンマークが参加し

４．キャンペーンの内容
ているＥＵの為替相場メカニズム２

（ＥＲＭ２）の延長であり、通貨統合参加

により統合の利点をすべて享受できる。

⑩通貨統合参加否決は、デンマークがＥＵ内

で非常に活発に活動を行っている、ＥＵの

東方拡大の進行を遅らせる。

（２）反対派

①通貨統合参加により、デンマークの社会福

祉制度を見直さなければならなくなる。現

在の社会福祉制度は、個人が税金を支払う

ことにより個人の負担できる範囲での負担

を行い、すべての国民が同レベルの福祉を

享受することができるという連帯精神に基

づくものである。しかし、通貨統合への参

加はほかのユーロ諸国で用いられている各

個人の収入に応じた福祉しか受けることが

できない保険システムの導入を意味するも

ので、これは福祉レベルの低下また社会に

おける不平等を招く。またデンマークの年

金制度も、存続が危ぶまれるであろう。

②不参加により、デンマーク経済・通貨政策

の自己決定権が増す。

③クローネの廃止は、デンマークの自由と国

家主権の喪失を意味する。

④ユーロ導入後から継続的に続いている対ド

ルのユーロ安は、市場が通貨統合に信頼を

置いていないことを示すものである。

⑤通貨統合は安定した統合ではなく、統合が

失敗する可能性も非常に大きいため、参加

の前に統合の進展を見守る必要がある。

⑥通貨統合は民主的なシステムでない。

⑦通貨統合は急速な政治的統合を導き、これ

は「欧州合衆国」の誕生を意味する。

⑧デンマークの不参加により、自国の状況に

あったかたちで統合に参加できるＥＵに転

換する第一歩となる。

⑨デンマークの不参加により、近い将来ＥＵ

に加盟する中・東欧諸国に、ＥＵと通貨統

合への参加、もしくはＥＵのみへの参加と
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いう選択を可能にすれば、加盟希望国の加

盟時期が早まるであろう。

国民投票が行われた後に、否決となった要

因の分析が行われている。週刊誌マンデー・

モーン（Ｍａｎｄａｇ Ｍｏｒｇｅｎ）は、今回の

キャンペーンと国民の投票傾向に関して、民

間調査機関であるＡＣニールセンＡＩＭ（ＡＣ

ＮｉｅｌｓｅｎＡＩＭ Ａ／Ｓ）とオルボー大学政治学

部ヨーン・ゴール・アナセン教授と共同で、

国民投票が行われる直前の９月２２～２５日に

６８９人に対して電話調査を行った。

この調査の結果について、まず一番に注目

される点は、人々が今回の通貨統合参加に関

する国民投票を、ＥＵ全体の進展に対して判

断する国民投票として考えていることである。

調査に参加した人々の５０％がＥＵのこれから

の進展に対して判断したのに対し、３９％のみ

が通貨統合のみを考えて判断している。賛成

派についてみると、ＥＵ全体と答えたのは５０

％、通貨統合のみと答えたのは４７％と、通貨

統合のみから判断した人の割合が全体に比べ

ると大きい。一方、反対派では、ＥＵ全体と

答えたのは５８％、通貨統合のみと答えたのは

３８％と、反対派側ではＥＵ全体のこれからの

進展に対して判断していることになる（表４

参照）。

また、前回９８年のアムステルダム条約批准

にかかわる国民投票から、意見を変えた投票

者に関して、何が原因で意見を変えたかにつ

いても調査している。今回のキャンペーンで

は、２０００年２月のＥＵのオーストリアへの外

交制裁、継続するユーロ安、反対派の通貨統

合は国民年金のシステムを崩壊させるという

キャンペーンに対し首相が行った国民年金存

続保証、通貨統合参加否決の際のクローネ通

貨危機などの説明が、国民の賛成・反対意見

の変更に影響を与えたと報道されていた。

特に、オーストリアへの外交制裁に関して

５．通貨統合参加否決となった要因

は、反対派を増加させたとの報道を多く行っ

ていた。地元経済紙ビュアセン（Ｂｏｒｓｅｎ）

が対オーストリアの外交制裁直後に行った調

査でも、１０％がこの制裁により意見を変えた

とされていたが、国民投票直前のこの調査に

よれば、この制裁が原因で意見を変えたのは、

３．３％と非常に低い数字を示している。これ

をＥＵ賛成派で、オーストリア制裁に反対す

る自由党・保守党党員でみても、７％程度で

しかない。これに対しアナセン教授は、「国

民は制裁について覚えているものの、投票へ

の影響は長く続かない」とコメントしている。

意見変更の要因として挙げられるのは、継

続するユーロ安（５．８％）、否決後のクローネ

危機（７．８％）であるが、この要因が国民の

意識を大きく変化させたとは考えがたい。

ほかに注目する点としては、今回のキャン

ペーンの内容に対して、信頼が非常に低いこ

ともあげられる。上記４であげたキャンペー

ン内容において、信頼をおいた者の割合が、

信頼を置かなかった者の割合を超えた項目は

全くみられなかった。最も信頼が置かれた項

目は、デンマークが通貨統合に参加しない場

合のクローネ危機に関するものであるが、こ

の項目にしても、調査に参加した３８％が信頼

を置いた一方で、４８％が信頼を置いていない。

このような状況に関して、オーフス大学ヘ

ンリック・コア・ニールセン博士（選挙研究

家）とアナセン教授は、以下のように分析す

る。

今回のキャンペーンの内容を項目別に分析

すると、各個人自身の利益に結びつくもの

（Ａ）、国家主義的なもの（Ｂ）、ＥＵの将来

とＥＵにおけるデンマークの立場に関するも

の（Ｃ）に分類することが可能であり、今回

のキャンペーンでは、賛成派は（Ａ）、（Ｂ）

に、反対派は（Ｂ）、（Ｃ）に重点を置いたも

のとなった（表５参照）。（Ａ）の各個人の利

益に結びつくものに関しては、利益に直接関

係する人々の票を賛成派も反対派も集めるこ

３０ ＪＥＴＲＯ ユーロトレンド ２０００．１２

２



とが可能であった。それとは別に、現代の選

挙においては、国民一人一人の感情的な部分

にアピールすることが重要なカギとなってい

る。今回のキャンペーンでは、賛成派・反対

派ともに、この感情的なアピールが国家主義

的なものとなっていた。しかし前出の調査結

果（表４）から分かるように、国民はＥＵ全

体の進行から賛成・反対を決定している。国

民はデンマークのＥＵに対するビジョンやデ

ンマークのＥＵ内でのイニシアチブについて

のアピールを望んでいた。しかし賛成派から

は（Ｃ）に関するアピールがほとんど行われ

なったため、国民へのアピールが十分行えず、

賛成派の今回のキャンペーンは失敗に終わっ

たといえる。また、反対派も（Ｃ）に関する

キャンペーンが（Ｂ）に関するキャンペーン

の影に隠れてしまったため、国民投票で否決

の結果を得ることはできたものの、キャン

ペーンに対する国民の信頼は低く、キャン

ペーンは実際のところ失敗であったと考える。

ほかに行われた意識調査では、デンマーク人

は国家主権・文化の喪失を恐れているわけで

はなく、デンマーク人が非常に誇りを持って

いる分権化の進んだ民主主義の喪失を恐れて

いるという結果もでている。よって今回の国

家主義的な観点からデンマークを守るという

キャンペーンでは、ＥＵの統合進化によって、

多くの決定がＥＵレベルで行われると国民は

考え、分権化の進んだ民主主義の喪失の観点

から、反対票を投じる結果となったのではな

いかとの分析がなされている。

（１）政治面

国会の８０％を占める政党が賛成を推薦して

いたにもかかわらず、通貨統合参加否決によ

る政治面への影響は、非常に小さい。

６．デンマーク国内への参加否決の影

響

① 国会内での勢力関係

マンデー・モーン誌が新聞各紙の政党支持

率にかかわる意識調査を独自に分析した１０月

調査の結果は、与党であり通貨統合参加を推

薦した社会民主党（Ａ）が１．５ポイント減、

社会自由党（Ｂ）が０．２ポイント減である。

他方、極右で通貨統合参加反対のデンマーク

国民党（Ｏ）が０．３ポイント増、ほかのＥＵ

反対政党（Ｆ、Ｑ）も０．３ポイント増となっ

ている。ただしマンデー・モーン誌の分析に

よれば、この減少・増加は国民投票の結果で

はなく、国内の外国人問題の再燃によるもの

であると結論付けている。同時に、反対派全

体の勢力は、９９年１２月の３１．９％から減少を続

けており、１０月調査における反対派全体での

０．５ポイント増は、ほとんどデンマークの国

会の勢力図に影響を与えるものではないとし

ている。この国会勢力への非常に小さな影響

は、デンマークでは通常のパターンである。

デンマーク国民は一般的にＥＵ問題を単独の

ものと考えており、支持政党を選ぶ際には国

内の政治課題に比重をおいて選択するからで

ある（表６参照）。

このような状況から、国民投票前には、国

民投票後６ヵ月以内に行われると噂されてい

た総選挙も、任期満了となる２００２年３月まで

は行われないと地元各紙は推測している。

② ＥＵ政策

ＥＵ政策に関してもほとんど影響がみられ

ない。国民投票直後は、反対政党が２０００年１２

月のニース会議でのデンマークの交渉担当者

変更、社会・労働市場分野での多数決制導入

への拒否権発動を要求していた。しかし与党

は、賛成政党・反対政党を一同に集め会議を

行ったのみで終わった。この結果、ニース会

議に関しては交渉担当者を変更せず、交渉が

行われている。また２００１年から政府はＥＵ白

書の作成に取りかかる予定であるが、内容は

将来のＥＵの統合・協力がどのようであるべ
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きかで、デンマークのＥＵ政策に関する討論

の土台となるものである。自由党が特に望ん

でいるＥＵ権限分野カタログ（さまざまな政

策分野を、ＥＵが権限を持つべき分野と各国

政府が権限を持つべき分野を区別したもの）

も扱われる。ＥＵ内でこの分野が話し合われ

るのは、２００４年以降と予定されており、その

時点までにデンマークでは討論をじっくり行

い、準備を完了し、この分野でのイニシアチ

ブを取るのが狙いである。

現在懸念されていることは、この白書が発

表されるまで、ＥＵ政策に関する討論が全く

行われなくなる可能性があることである。

マーストリヒト条約を否決した９２年にもＥＵ

白書が作られたが、その時はすべての政治家

がその白書が発表された９２年１０月まではＥＵ

に関する討論を避け、ＥＵに関する討論が全

く行われない空白の期間（４ヵ月）が生じた

からである。

③ 間接民主制に関する問題

今回の国民投票で明らかになったのは、国

民の間ではＥＵに対する不信感が非常に強く、

通貨統合参加が否決となった一方で、国会議

員の８０％は通貨統合参加に賛成しており、国

会議員の行うＥＵ政策が国民の望むものと

なっていない現状である。

コペンハーゲン大学政治学部ラース・ビレ

助教授は、「今回の国民投票の結果は、民主

主義の観点から見ると、非常に難しい課題で

ある。まず、「６月運動」と「ＥＵ反対人民

運動」は、デンマーク国会に議員を送ってお

らず、キャンペーンを行ったのみで、否決後

のデンマーク国内のＥＵ政策には参加できな

いし、行わない。また反対政党も国会の中で

は非常に少数派で、ＥＵ政策を反対派の政党

で作成することは不可能だからである」と結

果判明直後のテレビインタビューで発言した。

この問題に関して与党社会自由党ローネ・

デュブケア欧州議会議員が中心となって、通

常、政党として国会選挙に出馬するために必

要な署名収集１）なしで、次期総選挙に出馬で

きるよう運動しているが、ほとんどの政党が、

ほかの政党同様に署名活動を行うべきとの見

解を示している。またＥＵ反対２団体に関し

ての調査によれば、同２団体のほとんどの会

員は既存の政党の党員であること、運営資金

のほとんどはＥＵからの援助金でまかなわれ

ていること、多くの地域で活動はＥＵに関す

る国民投票前のみ行われていることから、国

会総選挙に出馬しても全く成功はしないであ

ろうという結果が出ている。

政府は国民と議員との間にあるＥＵに対す

る意識の違いについて、国民との対話を深め

て違いをなくしていくとの発言を何度も首相

中心に行っているが、この対話が上述のＥＵ

白書の発表後に行われるのか、それとも近い

将来行われるのかは明確になっていない。

④ 国民投票

通貨統合参加に関する国民投票を再度行う

かに関しては、この先５年間程度は行われな

いと、首相・外相などがインタビューで回答

している。また大蔵省、中央銀行、ユニバン

クなどにインタビューしたが、そろって「５

年以内の国民投票は政治的自殺行為であるた

め、考えられない」との回答を受けた。また

通貨統合参加の国民投票の次に実施されると

予測されていた軍事協力に関しても、国民投

票実施は未定である。外相は地元紙に、「軍事

協力はもちろんほかの留保条項の国民投票は、

無期限に延期された」とコメントしている。

１）デンマークの選挙法によれば、政党が国会選挙に出馬する際には、前回の総選挙での総投票数（グリーンラン
ド・フェロー諸島は除く）を議席数１７５で割った数の署名が必要とされている。通常は１万９，０００～２万の署名
が必要となる。
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（２）経済面

参加否決の経済面への影響は、現在までの

ところ非常に小さい。国民投票実施前には、

市場に大きなショックを与えた９２年のマース

トリヒト条約批准否決時よりも小さなものの、

市場にショックを与えると多くの経済アナリ

ストが分析していた。そのようなショックを

防ぐため、蔵相、経済相、中央銀行総裁は参

加否決直後から、「デンマークはこれからも

ＥＵの為替相場メカニズム２（ＥＲＭ２）に

よる固定為替相場制を維持する。市場の状況

によっては、中央銀行は市場介入や利上げに

よるクローネ防衛、政府は経済引き締め策な

どでＥＲＭ２維持する」と発表、市場に対し、

デンマークの為替相場メカニズム維持をア

ピールした。投票翌日の９月２９日午前９時に

は既に、中銀が「公定歩合は据え置き、レポ

金利のみ０．５％引き上げる」と発表した。２９

日の金融市場は非常に安定し、一時クローネ

高になる場面もあり、ドイツ・デンマーク国

債の金利差も前日と変わらないレベルで取り

引きされた。

それ以降も金融市場での大きな動きはあま

りなく、欧州中銀（ＥＣＢ）が行った１０月５

日の公定歩合・レポ金利の引き上げ時に、デ

ンマーク中銀は公定歩合を０．２５ポイント引き

上げたものの、レポ金利を据え置いたため、

国民投票後の金利引き上げによって広がった

金利差は、通常レベルへ戻り始めたことを示

した。

１１月２日には、中銀が１０月期の外貨準備高

を発表した。２０００年初めから低下し続けてい

た外貨準備高は、通貨統合参加否決にもかか

わらず、９月末より１８７億クローネ増の１，２６８

億クローネとなった。内訳は１６８億クローネ

が、クローネ高となったため、為替相場メカ

ニズム２で定められた中心値から＋／－２．２５

％内に調整するために、クローネを売り外貨

を購入したもの、１９億クローネは、国外の投

資家がデンマーク国債を購入したことに伴う

ものである。デンマーク大手銀行ユースクバ

ンク（ＪｙｓｋＢａｎｋ）のエコノミストである

クラウス・カイサー氏は、「外貨準備高の増

加は、国民投票後もデンマークが為替相場メ

カニズム２に参加することに、市場が信頼を

置いていることを示している。９月末時点の

外貨準備高では、為替相場メカニズム２の維

持が難しいとされていたが、１０月末の増加に

より維持は問題ないであろう」と地元ユラン

ス・ポステン紙（Ｊｙｌｌａｎｄｓ－Ｐｏｓｔｅｎ）にコ

メントしている。また住宅金融銀行の経済研

究所であるニュークレジット・マーケット

（ＮｙｋｒｅｄｉｔＭａｒｋｅｔ）のジョン・マドソン

・チーフエコノミストは、「非常に近い将来

中央銀行は、レポ金利を引き下げるであろう。

デンマークとドイツの長期国債の金利差は、

国民投票以後正常化し０．３５ポイント程度に落

ち着いているが、これから年末にかけては、

短期国債（２年・５年物）の金利差も、現在

の０．４２ポイント程度から、長期国債の金利差

と同じレベルの０．３５ポイントへと向かい正常

化するであろう」と地元経済紙ビュアセン

（Ｂｏｒｓｅｎ）にコメントしている。

デンマーク経済全体への影響も今のところ

あまりみられない。政府や大手銀行は国民投

票前に２０００～２００２年の経済見通しを行ったが、

これは国民投票で通貨統合参加が実現するこ

とを前提としていた。現在まで通貨統合参加

否決という結果を踏まえた経済見通しは、発

表されていない。しかし、デンマーク第２位

の銀行であるユニバンク（Ｕｎｉｂａｎｋ）の経

済アナリストであるアナ・ブカート女史とエ

ス・アスムセン氏にインタビューしたところ、

「もし国民投票の結果のみを我々の使う経済

モデルに当てはめれば、マイナスの影響があ

る。しかし２０００年第２四半期の民間企業の機

械投資が活発であったこと、予想を上回る

ユーロ安により輸出が活発であったこともあ

り、経済見通しの上方修正を行わなければな

らない」とのコメントを受けた。同様の見通
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しをデンマーク最大のダンスケ・バンク

（ＤａｎｓｋｅＢａｎｋ）も行っている。

ユーロに対しても、デンマークの国民投票

の否決は大きな影響を与えなかった。国民投

票翌日の９月２９日も、ロンドン市場は前日と

同じレベルの１ユーロ＝０．８８３ドルで取り引

きを終えた。その後ユーロ安は継続している

が、地元紙ビュアセン紙は、米国経済に比べ

ユーロ諸国の経済が弱いこと、原油価格の上

昇などが原因となっていると分析している。

また、ユーロ諸国での構造改革が進み、ユー

ロ諸国の企業の競争力が増さなければ投資家

のユーロへの信頼は回復しないであろうと予

測している。

通貨統合参加否決の影響が非常に小さかっ

た要因として、まず国民投票直前の意識調査

で反対派が優勢であり、市場がこれを織り込

み済みであったことがあげられる。それに加

え、現在、デンマーク経済のファンダメンタ

ルズが非常に良い状態にあることもある。現

在、経常収支は黒字、失業率は過去２５年間で

最低、輸出も好調な伸びをみせ、行き過ぎた

個人・公共消費もみられない。しかし、多く

の経済アナリストの分析によれば、この状況

もユーロ安が続くという前提に基づいており、

ユーロ高となれば状況は一転する可能性が高

い。ダンスケ・バンクのバーチル・フロム・

チーフアナリストによれば、「米国経済が悪

化すれば、ユーロ高が到来し、それによりデ

ンマーク産品の国際競争力は失われる。また、

米国での経済減速がほかの輸出市場にも影響

し、デンマークの輸出は急速に減速するであ

ろう。また為替相場メカニズム２のために、

上昇するユーロに伴い、デンマーク・クロー

ネも上昇する必要があり、そのために金利の

上昇も見込まれる」と推測している。問題と

なるのは、ユーロ高がいつ起こるかであるが、

多くの銀行の見通しによれば２００１年後半には

１ユーロ＝１ドルになるとしている。

また投資の面では、長期的には打撃を受け

るとみられている。デンマーク統計局

（ＤａｎｍａｒｋｓＳｔａｔｉｓｔｉｋ）が行った調査によ

れば、通貨統合参加が否決されたため、デン

マーク企業の将来に対する見方が多少楽観的

でなくなったものの、あまり大きな問題とは

みていないとの結果が出ている。しかし、

ビュアセン紙が行ったインタビュー調査によ

れば、既に多くの企業が、生産ラインの国外

への移転や近い将来に予定されていた投資を

見送るなどを予定している。またダンスケ・

バンクとユニ・バンクは、将来、外国企業が

ユーロ諸国の代わりにデンマークを投資先と

して選ぶには、現在よりも多くの面で強力な

利点が必要となるため、将来の外国企業の投

資誘致が難しくなることを指摘している。ま

たデンマーク企業の株式も、通貨統合に参加

した場合はユーロ株式のポートフォリオの一

部となり、世界の多くの投資家がデンマーク

の株式を購入することになったが、否決と

なったためこれまで通りデンマークに特別に

興味を持つ投資家のみが株式の購入を行うこ

ととなる。

（１）ＥＵ内でのデンマークの影響力

今回の通貨統合参加の否決決定は、デン

マークのＥＵ内での影響力低下につながると

する声が多い。デンマーク外交研究所

（Ｄａｎｓｋ Ｕｄｅｎｒｉｇｓｐｏｌｉｔｉｓｋ Ｉｎｓｔｉｔｕｔ，

ＤＵＰＩ）のリュッケ・フリース上級研究員は、

「今回の不参加決定により、ＥＵ内に通貨統

合参加国であるＡメンバーと参加しないＢメ

ンバーという２グループが誕生するであろう。

デンマークはＢメンバーと格付けされ、ＥＵ

の核であるフランス・ドイツ中心のＡメン

バーは統合スピードアップを図り、デンマー

クやほかのＢメンバーの影響力は低下するで

あろう」と分析する。また、ビュアセン紙の

ライフ・フェレスン編集長にインタビューし

たところ、「ＥＵの中には、既にスピードの

７．ＥＵ内での影響
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異なる統合が存在している。通貨統合・司法

協力・軍事協力のいずれにも参加していない

デンマークとスウェーデン、通貨統合・司法

協力には参加していないが軍事協力には参加

している英国、司法・軍事協力には参加して

ないが通貨統合に参加しているフィンランド、

またすべての分野の統合に参加し、より一層

の進化を望むＥＣ設立時からのメンバーなど

に分けられる。この流れは強くなり、すべて

分野の統合を行わない国々の影響力は低下し

ていくであろう」と答えた（図１参照）。

他方、コペンハーゲン大学政治学部マーチ

ン・マークセン研究員は、「ユーロ圏外にデ

ンマークがあろうとも、これからもＥＵの中

で影響力を持ち続けることができる。方法と

しては、ＥＵの中でもトップレベルの国内シ

ステムを築くことでデンマークモデルが目標

とされるような状態を作ること、カリスマ性

を持った政治家をＥＵに送り影響力を持つこ

と、ＥＵ議長国の立場などを利用してＥＵへ

の提案をタイミング良く行うこと、ＥＵの中

で何か問題が起きた場合に調停役としてデン

マークが信頼を得られるようにすることなど

があげられる。デンマーク外交研究所は、

ＥＵのＡメンバー・Ｂメンバーを通貨統合参

加の有無で決定しているが、真実のＡメン

バーはどれだけＥＵ内でイニシアチブを取る

かが問題であり、これは各国の努力にかかっ

ていると考える」とコメントしている。また

１０月終わりにデンマークを訪問したフランス

のピエール・モスコヴシ欧州問題担当相も、

「通貨統合参加を否決したために、自国を

ＥＵの二流国と考えないで欲しい。望めばい

くらでもＥＵの一流国として、ＥＵに参加が

できる可能性はある」と訪問中にメディアに

語っている。

（２）ＥＵの東方拡大への影響

デンマークは、ＥＵの東方拡大に賛成し、

これを推し進めてきたＥＵ諸国の一国である。

デンマークの通貨統合参加否決が現在加盟交

渉を行っている中・東欧諸国のＥＵ加盟にど

のように影響を与えるかに関しては、意見が

分かれている。

スウェーデンの大手銀行であるＳＥＢのク

ラス・エックルンド・チーフエコノミストは、

「デンマークとスウェーデンはＥＵの東方拡

大を現在最優先している。その両国が通貨統

合に参加していないために、１２月にニースで

行われる首脳会議において影響力を振るうこ

とができず、東方拡大が遅れる可能性が高

い」としている。ビュアセン紙フェレスン編

集長は、「デンマーク、スウェーデンが通貨

統合未参加のために、打撃を受けるのはバル

ト３国であろう。バルト３国のＥＵ加盟は従

来北欧諸国のみが後押しをするものであり、

そのうちの２ヵ国が通貨統合未参加となり、

そのために加盟交渉の進展に遅れが出る可能

性が高い。しかし、ほかの中・東欧諸国の加

盟交渉には大きな影響はない見込みである。

なぜならそれらの諸国は、ドイツ・フランス

などの支援を受けることが可能だからであ

る」と分析する。

他方、ダンスケ・バンクは、「デンマーク

の通貨統合不参加の決定は、スピードの異な

るＥＵ統合を支持する国々（主に通貨統合参

加国）の影響力を強めることとなり、ＥＵの

統合はこの先、各国の状況に合わせた統合ス

ピードで行われていくであろう。現在ＥＵ加

盟交渉を行っている国々は、ＥＵ加盟の条件

としてすべてのＥＵの統合に参加することを

義務付けられているため、ＥＵ加盟に向けた

政治・経済基準達成はもちろん、通貨統合参

加に向けた経済基準達成に向けた取り組みを

行っている。しかし、スピードの異なる統合

により、加盟交渉国は通貨統合参加を見合わ

せる選択をすることができる可能性もあり、

それによりＥＵ加盟時期が早まる可能性があ

る。ただし、現在２００３年からの加盟を目標と

している国々があるが、ＥＵ内の準備の遅れ
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のため２００５～２００６年に加盟が実現するであろ

う」と分析している。

（１）スウェーデン

スウェーデンのヨーラン・パーション首相

は、「デンマークの結果は、スウェーデンにお

けるユーロ討議にこれから数週間影響を与え

るだろう。しかし、スウェーデンの通貨統合

参加は、スウェーデン自身の問題であるので、

実際の影響は少ないであろう」との発表をデ

ンマーク国民投票の結果発表直後に行った。

しかし、ダンスケ・バンクの行った分析によ

れば、デンマークの不参加決定はスウェーデ

ンの通貨統合参加に大きく影響を与えるとし

ている。スウェーデン国民の間のＥＵに対す

る不信感は、基本的にデンマークよりも高い。

９０年代のリセッション時に、スウェーデン政

府はＥＵ加盟が必要と判断し、加盟への経済

基準を満たすために、スウェーデン人の誇り

としていた社会福祉モデルを大きく転換させ

ることとなった。これにより、スウェーデン

国民はＥＵに沿った政策転換は、社会システ

ムのレベル低下をもたらすという考えをもっ

ている。そのような状況で、近隣国で、文化

も似ているデンマークでの否決は、スウェー

デン人にＥＵの方針はスカンジナヴィア文化

に沿わないものという心理的影響を与えるた

め、スウェーデン政府は国民を通貨統合参加

がスウェーデンにとって有益なものと説得す

ることが非常に難しくなったといえる。

スウェーデン憲法は「スウェーデンにおけ

る通貨発行は中央銀行のみが行える」と定め

ており、そのため通貨統合参加には国民投票

の前に憲法改正が必要となる。スウェーデン

の憲法改正は、国会で２回採択されなければ

ならない。また、その２回の採択は、１回が

総選挙前の国会、２回目が総選挙後の国会で

行わなければならない。次回の総選挙は２００２

年に予定されており、憲法改正をそれに間に

８．他国への影響

合わせるには、１度目の採択を２００１年中に行

わなければならない。その後総選挙後に、２

度目の採択を行い、２００３年には通貨統合に参

加する下準備が完了する。それ以降でス

ウェーデン国民の間に、通貨統合参加への気

運が高まった時点で国民投票が行われるであ

ろうが、デンマークの国民投票の結果が影響

をもたらすために、スウェーデンの国民投票

は２００４年以降とダンスケ・バンクは分析する。

憲法改正が行われない場合は、２００７年以前に

は国民投票は行われない。銀行の中には、

２００５年まで国民投票が行われないという分析

をしているところもある。

ビュアセン紙のフェレスン編集長にインタ

ビューしたが、「確かにスウェーデンにおけ

る通貨統合参加に向けてのキャンペーンは難

しくなっただろうが、スウェーデンは参加を

果たすであろう。これはスウェーデン国民と

デンマーク国民との間に違いがあるためであ

る。デンマーク人が小国であるデンマークは

ＥＵ内で影響力を発揮できないと考えるのに

対し、スウェーデン人は同じ小国であっても

影響力を与えることができるという自信を

持っているからである。」と語った。

（２）英 国

英国のブレア首相も、「デンマークの決定

はデンマークの決定であり、英国の決定とは

関係がない」と発言しているが、夏以降、英

国で行われた意識調査では、通貨統合参加反

対派の優勢が進んでいる。ブレア首相は「通

貨統合参加が英国の利益となれば、国民投票

を行う」と発表している。他方、ダンスケ・

バンクの分析によれば通貨統合参加の賛成派

が優勢となるまでは行われないとしている。

またデンマークの結果は、通貨統合参加に反

対する保守党のキャンペーンにも用いられる

ため、国民投票が近く実施されることはない

とみられる。
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（３）ノルウェー

最近ノルウェーではＥＵ加盟に関する国民

投票を再度実施するかについての討論が活発

になってきている。ダンスケ・バンクの分析

では、これから５年の間に国民投票が再び行

われると見込んでいる。しかし、デンマーク

の結果は、ＥＵ加盟反対派を有利にするもの

であり、それによりノルウェーのＥＵ加盟は

難しくなると結論付けている。

一方で、デンマーク外交研究所のクリス

チャン－マリウス・ストゥリュケン研究員は、

「ＥＵのより深まる統合に反対のノルウェー

にとって、通貨統合に参加せず自国のペース

でＥＵとの共通政策を行っていくＢメンバー

の誕生により、ノルウェーのＢメンバーとし

ての加盟の可能性もありえる」とし、デン

マークの通貨統合参加否決や統合スピードの

異なるＥＵの誕生により、ノルウェーの加盟

の可能性が高くなったという意見もある。

以上、デンマークの通貨統合参加否決後

１ヵ月の状況をまとめてみたが、現在までの

ところ、その影響がどの程度なのかを明確に

分析することは難しい。しかし、デンマーク

は長期的には政治的・経済的にも影響を受け

ていくとみられており、これからデンマーク

政府がどのような対応を取っていくかが非常

に注目される。

（猪木祥司）

９．終わりに

表２ 国民投票：年齢層別の差
（単位：％）

合計

１８～３４歳

３５～５９歳

６０歳以上

年
齢
層

１００８０６０４０２００

賛成
反対

４６．８

４９

４８

５０

５３．２

５１

５２

５０

表１ 国民投票：男女別の差
（単位：％）

合計

男性

女性

性

別

１００７５５０２５０

賛成
反対

４６．８

４６

５２

５３．２

５４

４８

（出所）表２、３、４ともギャラップ社調査（デンマーク国営放送、ベアリンスケ・チズヌ紙）
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表３ 国民投票：支持政党による差
（単位：％）

合計

社会民主党

自由党

保守党

社会人民党

デンマーク国民党

政
党

賛成
反対

１００８０６０４０２００

４６．８

５

１２

７４

７３

６０

５３．２

９５

８８

２６

２７

４０

表４ 通貨統合参加にかかわる国民投票で重視する点
（単位：％）

全体

参加賛成派

参加反対派

１００８０６０４０２００

ＥＵ全体
通貨統合
わからない

５０

５０

５８

３９

３８

４７

１１

４

３
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表５ キャンペーン内容の種類別分類

Ａ：各個人自身の利益に結びつくもの
Ｂ：国家主義的なもの
Ｃ：ＥＵの将来とＥＵにおけるデンマークの立場に関するもの

内 容 Ａ Ｂ Ｃ

賛 成 派

１ デンマークは通貨統合に参加することによって、自国の経済への政治的影響力を
ＥＵ内の経済政策に反映させることで増すことができる。

●

２ 参加による経済的利益により、より高度な社会福祉・保障を保証することができ
る。

● ●

３ 投機家から、デンマーク経済を守ることができる。 ●

４ 通貨統合参加は、デンマークの企業に非常に有利である。参加により、企業は為
替手数料・為替リスクヘッジなどのコストを軽減できると同時に、ユーロ圏の企
業と同じ条件で競争することができる。これはデンマークの雇用はもちろん、経
済全体に好影響を与え、国民一人一人の利益となる。

５ 通貨統合参加により、金利が低下し、企業およびローンを持つ個人に利益となる。 ●

６ 国民一人一人は、ユーロ諸国へ旅行の際に両替の必要がなくなると共に、商品価
格の比較が非常に簡単になる。

●

７ 通貨統合参加は、ＥＵ内における重要な決定において、賛成であろうが反対であ
ろうが、影響力を得ることを意味する。欧州における経済政策の決定に参加し、
責任を負うべきである。

●

８ 通貨統合参加否決は、デンマークのＥＵ内での影響力を低下させ、そのためにデ
ンマークはＥＵ内での二流国との位置付けを受ける。

●

９ 通貨統合参加は、現在デンマークが参加しているＥＵの為替相場メカニズム（ＥＲＭ
２）の延長であり、通貨統合参加により統合の利点をすべて享受できる

● ●

１０ 通貨統合参加否決は、デンマークがＥＵ内で非常に活発に活動を行っている、ＥＵ
の東方拡大の進行を遅らせる。

●

反 対 派

１ 通貨統合参加により、デンマークの社会福祉制度を見直さなければならなくなる。
現在の社会福祉制度は、個人が税金を支払うことにより個人の負担できる範囲で
の負担を行い、すべての国民が同レベルの福祉を享受することができるという連
帯精神に基づくものである。しかし、通貨統合への参加はほかのユーロ諸国で用
いられている各個人の収入に応じた福祉しか受けることができない保険システム
の導入を意味するもので、これは福祉レベルの低下また社会における不平等を招
く。またデンマークの年金制度も、存続が危ぶまれるであろう。

● ●

２ 不参加により、経済・通貨政策への自己決定権が増す。 ●

３ クローネの廃止は、デンマークの自由と国家主権の喪失を意味する。 ●

４ ユーロ導入後から継続的に続いている対ドルのユーロ安は、市場が通貨統合に信
頼を置いていないことを示すものである。

●

５ 通貨統合は安定した統合ではなく、統合が失敗する可能性も非常に大きいため、
参加の前に統合の進展を見守る必要がある。

●

６ 通貨統合は民主的なシステムでない。 ●

７ 通貨統合は急速な政治的統合を導き、これは「欧州合衆国」の誕生を意味する。 ●

８ デンマークの不参加により、自国の状況にあったかたちで統合に参加できるＥＵ
に転換する第一歩となる。

●

９ デンマークの不参加により、近い将来ＥＵに加盟する中・東欧諸国に、ＥＵと通貨
統合への参加、もしくはＥＵのみへの参加という選択を可能にすれば、加盟希望
国の加盟時期が早まるであろう。

●

（出所）表６ともマンデー・モーン誌
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表６ デンマークの政党と議席数

記号 政党名 支持率
（２０００年８月）

支持率
（２０００年９月）

支持率
（２０００年１０月）

増減
（１０月と９月）

議席数試算１
（２０００年１０月）

議席数２
（９８年）

Ａ＊ 社会民主党（Ｓｏｃｉａｌｄｅｍｏｋｒａｔｉｅｔ） ２７．６ ２８．０ ２６．５ △１．５ ４７ ６３

Ｂ＊ 社会自由党（ＲａｄｉｋａｌｅＶｅｎｓｔｒｅ） ４．１ ４．４ ４．２ △０．２ ８ ７

Ｃ 保守党（ＤｅｔＫｏｎｓｅｒｖａｔｉｖｅＦｏｌｋｅｐａｒｔｉ） ８．８ ９．４ ９．６ ＋０．２ １７ １６

Ｄ 中道民主党（Ｃｅｎｔｒｕｍ－Ｄｅｍｏｋｒａｔｅｒｎｅ） ３．１ ２．７ ２．９ ＋０．２ ５ ８

Ｆ 社会人民党（ＳｏｃｉａｌｉｓｔｉｓｋＦｏｌｋｅｐａｒｔｉ） １０．５ １０．０ １０．３ ＋０．３ １８ １３

Ｏ デンマーク国民党（ＤａｎｓｋＦｏｌｋｅｐａｒｔｉ） ９．２ １１．０ １１．３ ＋０．３ ２０ １３

Ｑ キリスト教人民党（ＫｒｉｓｔｅｌｉｇｔＦｏｌｋｅｐａｒｔｉ） ２．２ ２．１ ２．４ ＋０．３ ４ ４

Ｖ 自由党（Ｖｅｎｓｔｒｅ） ３０．６ ２８．０ ２８．８ ＋０．８ ５１ ４２

ＦＲＩ 自由２０００党（Ｆｒｉｈｅｄ２０００） １．２ １．１ ０．８ △０．３ － ４

／Ｏ 赤色同盟（Ｅｎｈｅｄｓｌｉｓｔｅｎ） ２．６ ３．１ ３．０ △０．１ ５ ５

（注）①＊：与党
②１：２０００年１０月の意識調査での支持率を基に算出した議席数
③２：９８年３月の総選挙での議席数
④支持率は毎月地元各紙で行われている意識調査の結果を基に、週刊誌マンデー・モーン（ＭａｎｄａｇＭｏｒ‐
ｇｅｎ）独自の比重を用いて算出したもの。

図１ ビュアセン紙フェレスン編集長「異なる統合スピードを持つＥＵ」

１．すべての統合に加盟する国々

（１９５７年に加盟した、ドイツ・フランス・ベネルクス・イタリア）

２．安全保障にのみ参加しない国々（フィンランド）

３．通貨統合のみに参加しない国々

４．通貨統合のみに参加する国

５．安全保障協力のみに参加する国（英国）

６．司法協力のみに参加する国

７．この３分野に全く参加しない国（デンマーク・スウェーデン）

７

経済・通貨

４

安全保障

５

６

司法

２

１

３
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構造改革に向けた政府の取り組みと反響
（ドイツ）

ドイツではここ数年来、他の先進諸国と比較して高い賃金水準や社会保障費が、企業に

とって重荷となってきた。このため、周辺諸国へ本社や生産拠点を移転した、あるいは移

転を検討している、という企業も多い。１９６０年代には完全雇用を誇った雇用状況も悪化し、

ここ数年は失業率１０％台、失業者数４００万人前後で推移してきた。また、連邦政府の財政

は統一後の東部ドイツ（旧東ドイツ）復興費用などにより、厳しい状況が続く。国内では

こうした状況下で、「構造改革」の必要性が叫ばれていた。

シュレーダー政権下で「構造改革」は徐々に進展を見せている。税制改革法案は２０００年

７月、連邦参議院を通過、成立した。法人税率は２００１年に一律２５％に引き下げられ、所得

税率も２００４年まで段階的に引き下げられる。また、企業のキャピタルゲイン課税は２００２年

から廃止される。これによって企業間の株式持ち合いの解消が進み、国内産業の再編につ

ながると予想される。アイヒェル蔵相は２００６年の財政均衡を目指し、緊縮財政を進めている。

本レポートでは、シュレーダー政権が構造改革にどのように対処してきたかを、税制改

革法案成立にいたるまで、時系列的に検証する。同時に、９８年秋までの１６年間、与党を務

めたキリスト教民主・社会同盟（ＣＤＵ／ＣＳＵ）の見解を、経済界や労組の動向などとと

もに解説する。

デュッセルドルフ事務所

戦後、「奇跡の経済」を演出したとされる

ドイツの社会的市場経済モデルは、労働者の

経営参加など、労使の協調をその柱としてい

た。しかし９０年代に入って、その制度疲労と

もいうべきものが目立つようになった。つま

り、重い税や社会保障などの負担などに加え

て、病欠などにより労働時間は世界でも最短

１．シュレーダー政権発足前まで

（１９９３～１９９８．９）

となり、その結果労働コストは世界一高いと

言われるようになった。また、労働市場の硬

直性や、統一に伴う公共部門の比重の増大な

ども顕著となり、これらを敬遠して生産拠点

を近隣諸国に移転したり、あるいはそれを検

討する企業も目立ってきた。

９３年ころから、こうした動きがドイツの産

業立地拠点としての魅力を失わせているとの

認識が政府や経済界を中心に高まり、ドイツ

産業界の空洞化を防ぎ、技術開発を促進する

３
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政策についての議論が高まってきた。

コール政権（キリスト教民主同盟：

ＣＤＵ）は９３年７月、「立地安定法」を成立さ

せ、法人税率を減免した（留保利益：５０％→

４５％、配当利益：３６％→３０％）。また同年９

月には「ドイツ産業立地保全に関する報告

書」を閣議決定した。この報告書は、財政赤

字削減と公的部門のスリム化、雇用の創出、

社会保障費の抑制、規制緩和や民営化などを

主な骨子としている。

しかし、その後の動きは順調とは言い難

かった。９６年１月に決定された、総合景気対

策である「雇用と投資のためのアクションプ

ログラム」を受けて同年９月に成立した「雇

用と成長のためのプログラム法」は、病欠手

当の削減、解雇制限法の緩和、年金受給開始

年齢の引き上げ、健康保険制度改革、社会保

険料の支払い対象者の拡大などの社会保障制

度改革が盛り込まれていたが、１０月の病欠手

当削減法施行の際には大規模な抗議行動が起

きたため、実施は棚上げされたかたちとなっ

た。また、９７年に作成された所得・法人減税

法案は、６月に連邦議会を通過したものの、

当時野党であった社会民主党（ＳＰＤ）が過

半数を占めた連邦参議院で否決され廃案と

なった。政府・与党側は９８年にも再審議を試

みたが、同年９月に総選挙を控えていたこと

もあってＳＰＤにより再び拒否された。この

ようにコール政権末期は、いわゆる構造改革

が停滞した。

さらに、東部ドイツへの資金移転や、高齢

化の進展などによる社会保障費の増加は財政

を悪化させ、連邦政府の決意とは裏腹に財政

赤字は膨らむ一方となった。９９年予算での赤

字額は８２０億マルク、累積赤字は１兆５，０００億

マルクにもおよんだ。８２年の３，５００億マルク、

ドイツが統一した９０年の７，０００億マルクと比

較しても、その増加ぶりは著しい。

「改革」を訴えたシュレーダー氏率いる

ＳＰＤは９８年９月、総選挙でＣＤＵに勝利した。

ＳＰＤは緑の党と連立を組み、同年１０月、

シュレーダー連立政権が発足した。「改革」

を実行するシュレーダー首相の手腕によせた

国民の期待は大きかった。

（１）税制改革～１９９９・２０００・２００２年減税法案～

連立を構成する社会民主党と緑の党は９８年

１１月、３段階で税制改革を実施する「１９９９・

２０００・２００２年減税法案」を閣議決定した。

２００１年までの減税規模は１５０億マルクにのぼ

る。

所得税について、９８年１万３，０００マルク

だった課税最低限は２０００年に１万３，５００マル

ク、２００２年に１万４，０００マルクへと引き上げ

られる。所得税率は２００２年まで段階的に引き

下げられる（最低税率：１９９８年２５．９％→２００２

年１９．９％、最高税率：１９９８年５３％→２００２年

４８．５％）。法人税について、留保利益に対す

る課税率は９９年に４５％から４０％に引き下げら

れる。一方、配当利益への課税は３０％のまま

据え置かれる。第１、２子に支給される児童

手当は、９８年の２２０マルクから９９年には２５０マ

ルク、２００２年からは２６０マルクに引き上げら

れる（月／１人当たり）。

同減税案については、所得・法人減税とも

に引き下げが小幅なものに留まった一方、各

種優遇措置が廃止されることなどから、経済

界を中心に強い反対意見がでた。特に、各種

助成措置が撤廃される中小企業から異論が続

出した。

（２）政策～左派寄りが目立つ～

シュレーダー政権の政策については当初、

当時ＳＰＤ党首で蔵相のラフォンテーヌ氏が

ＳＰＤ左派の重鎮であったことから、労働者よ

２．シュレーダー政権初期

（１９９８．１０～１９９９．２）
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りのものが目立った。中小企業助成について

は前政権より５，０００万マルク多い２２億マルク

を計上した。また雇用対策として、若年層の

教育費２０億マルクや長期失業者対策として企

業に払う２２億５，０００万マルクを含む４２４億マル

クを計上するなど、左派色をにじませた内容

となった。さらに、９８年１２月の連邦議会で可

決された病欠時賃金の全額支給の復活や、解

雇制限緩和の撤廃などもその好例といえよう。

９９年３月、ラフォンテーヌ蔵相は突如辞任

を表明、ＳＰＤの党首も辞任した。シュレー

ダー首相との政争に破れたのが原因といわれ

る。後任としてアイヒェル蔵相（ＳＰＤ）が

起用された。同相はその現実的な経済政策も

さることながら、財政均衡論者としても知ら

れる。同相は、財政出動を繰り返したコール

時代の政策を厳しく批判、「今や連邦政府支

出の約４分の１は、国債の償還に充てられて

いる」とその危機的状況を訴えた。

（１）「将来計画２０００（Ｚｕｋｕｎｆｔｐｒｏｇｒａｍｍ

２０００）」～財政均衡と企業の負担軽減～

政府は９９年６月、「将来計画２０００」を閣議

決定した。同計画は財政均衡を目指す蔵相の

姿勢を如実に示している。同計画では、法人

税減税や社会保険料負担の軽減などを通じて

企業負担の軽減しドイツ企業の国際競争力を

強化すると同時に、財政赤字の削減を図る。

また、環境税を強化して歳入面を強化し、同

税収を年金掛け金に充当することで企業負担

を軽減する。環境税は同時に資源の有効利用

を促進することから、新たな技術開発と雇用

を促進する。連邦政府は同計画によって、企

業競争力強化、財政均衡、雇用拡大という

「一石三鳥」の効果が期待できるとした。同

計画は９９年８月、草案として具体化された

（５．（１）参照）。

３．ラフォンテーヌ辞任、緊縮財政目指

すアイヒェル蔵相（１９９９．３～１９９９．７）

（２）「ドイツ現代化政策」～２１世紀初頭ま

での方向性を示す～

政府は９９年７月、「ドイツ現代化政策」を

発表した。これは、経済成長、雇用の確保や

新規雇用の増加を最終目標とし、２１世紀初頭

までの数年間に、財政改革、税制改革を軌道

に乗せると同時に、所得控除や法人税制の見

直し、９９年４月に導入された環境税の改正、

年金、失業保険、健康保険の見直しも視野に

いれた「５０年に及ぶドイツ連邦共和国史上最

大の改革（シュレーダー首相）」とされる。

歳出削減の具体的目標としては、２０００年予

算の歳出を３００億マルク削減することを挙げ

た。この場合、２０００年の新規借入れ額が５００

億マルク減額されることとなり、２００２年には

４００億マルク、２００３年には３００億マルクにまで

削減され、遅くても２００６年には新規借入れを

ゼロにする。一方、歳出削減方法については

「将来計画２０００」を再確認した内容となって

いる。例えば、年金の支払額の増額率を向こ

う２年間、インフレ率のみに準拠することと

している。他方、国民生活に密接に関係する

社会保障費や、欧州統合やグローバリゼー

ション化が一層進展する次世代に不可欠な教

育、技術開発費などについては増額するなど、

柔軟に対応するとしている。

（１）緊縮財政法案、閣議決定

政府は９９年８月、緊縮財政法案を閣議決定

した。同案は６月に発表された「未来計画

２０００」、７月に発表された「ドイツ現代化政

策」に基づくものである。年金給付額や失業

手当ての引き上げ幅を抑制し歳出を抑えると

同時に、環境税の強化を盛り込んだ。

主な内容は、①環境税の２００３年までの段階

的引き上げ、②年金給付額の引き上げをイン

フレ率のみに準拠（同案は２０００年のインフレ

率を０．７％、２００１年を１．６％と予測）、③低所

４．緊縮財政法案の成立

（１９９９．８～１９９９．１２）
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得者層への住宅補助削減、④失業救済金

（Ａｒｂｅｉｔｓｌｏｓｅｎｈｉｌｆｅ）の制限強化などで、

２０００年の歳出を３００億マルク削減するとして

いる。

財政支出は大幅に制限する。年金の増加率

は従来の方針通り、２０００年、２００１年はインフ

レ率のみに連動させることを正式に盛り込ん

だ。ただし、２００２年以降については、所得の

伸び率に一致させるとしている。また、２０００

年１月から年金の掛金が１９．５％から１９．１％に

減額される分は、環境税で補充する。

労働市場関連では、若年層の雇用促進ため、

２０００年に２０億マルクを投入する一方、２０００年

は雇用状況の好転が予想されることから、同

年の失業手当総額は９９年の２８０億マルクを大

幅に下回る２２２億マルクになるとしている。

失業手当の２００１年と２００２年の増加率は年金と

同様、インフレ率のみに連動させる。

また、州と折半していた住宅補助金は２０００

年１月から削減されるほか、東部ドイツ経済

の構造改革のための財政補助も制限される。

ただし、財政補助は２００１年以降に再開される。

一方で、財政措置を拡充する分野もある。

第１子、第２子への児童手当は２０００年に、

２５０マルクから２７０マルクに引き上げられる

（月・１人当たり）。また、１６歳以下の児童

の児童扶養控除額も２０００年から、３，０２４マル

クとなる。身体障害者については年令制限を

設けない。研究・教育分野では、研究機関へ

の援助額を増やすと同時に、教育分野での情

報教育を促し情報技術の発展を図る。また今

後成長が期待されるバイオ分野での企業の育

成にも力を入れるとしている。

① 各界の反応

野党ＣＤＵ・ＣＳＵは緊縮財政法案について、

福祉の切り捨てであるとして激しく批判した。

州政府も「州に負担を強いるだけ」として反

発した。識者・専門家の間では、ティートマ

イヤー前連銀総裁（ＣＤＵ党員）が支持を表

明した一方、ドイツ銀行主席エコノミストの

ヴァルター氏は「（財政均衡という）緊急課

題には対応しているが、将来のビジョンが見

えていない」とするなど、評価が分かれた。

また、金属労組ＩＧメタルのツヴィッケル委

員長は「シュレーダー政権は、財政健全化の

ために選ばれたわけではない。雇用を守るこ

とこそが最大の使命」と主張するなど、労働

組合は同法案を批判した。国民の間でも、社

会保障費の削減を含む同法案への反発は強

かった。９９年に行われた一連の州議会選挙で、

ＳＰＤは全敗といっても過言ではない敗北を

繰り返した。特に東部のチューリンゲン州で

の得票率は、州選挙における同党の戦後最低

記録を更新、旧東独共産党の後身である民主

社会党（ＰＤＳ）の後塵を拝して第３党に後

退した。

② 緊縮財政がドイツにもたらすもの

緊縮財政によって、財政赤字削減そのもの

への効果のほかに別の効果が期待される。そ

れは、国民、経済界の国家への依存度を低く

することである。９９年のドイツの公共部門の

支出はＧＤＰの４９％に及ぶ。９９年１２月に連邦

政府が承認した「財政安定化計画」では、同

水準を４５．５％以下に引き下げるとしている

（５．（３）参照）。政府は具体的数字を示す

ことで、政府依存に慣れそれを当然のことと

理解している国民各層に警鐘をあたえている。

「信頼できる政治家」を問うアンケートでは

常に上位に顔を出すザクセン州のビーデン

コップ州首相は国民の政府依存について、

「豊かな時代しか知らない世代が大半を占め

る今の（特に西部）ドイツでは、能力以上の

出費を重ね、誰もが倹約を嫌っている」と痛

烈に批判している。ベルリン自由大学のバー

リング教授も「責められるべきは、補助金の

削減を嫌う国民か、それとも今日の停滞を招

いた政治家か。いずれにせよ、ドイツの最重

要問題であるこのテーマは、統一以来、解決
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の糸口さえみられない」と事態の深刻さを現

している。

（２）政府、緊縮財政法案を２分割して処理

９９年秋に行われた一連の州選挙でＳＰＤは

敗北を喫し、各州の代表者から構成される連

邦参議院で、与党が過半数を割り込む事態に

なった。このため政府は、連立政権に対する

信任を高めるという意味からも、緊縮財政法

案の減税額３００億マルクを２分割し、うち１４０

億マルク分を緊縮財政法案に盛り込んで早期

に成立させ、残りの１６０マルクを通常予算で

対応する方針をとった。

緊縮財政法で対応する１４０億マルクには、

「年金インフレ率抑制法」（１００億マルク）や

「住宅費補助法」（２５億マルク）、「失業救済

金廃止法」（１０億マルク）などが含まれた。

また、２０００年１月からの貯蓄型生命保険への

課税や、児童手当の増額なども含まれた。審

議の結果、住宅費補助法と、失業救済金廃止

法は連邦参議院での同意が得られず成立しな

かった。この結果、緊縮財政法での削減規模

は当初の１４０億マルクから約１００億マルクと

なった。

一方、通常予算で対応した分については、

２０００年度予算案（暦年）が９９年１１月、連邦議

会を通過したことで歳出削減が決定した。こ

の結果、緊縮財政法案での削減分と併わせ、

当初案３００億マルクのうち、２６０億マルクの歳

出削減が承認された。

（３）財政安定化計画～財政赤字削減への道

筋示す～

連邦政府は９９年１２月、財政安定化計画を承

認した。主な内容は、２００３年に財政赤字の対

ＧＤＰ比を０．５％に、政府累積債務の対ＧＤＰ

比を５８％にさげるというものである（９８年は

それぞれ１．７％、６０．７％）。また、同計画では

公共部門の対ＧＤＰ比を今後、４５．５％以下に

引き下げることを目指す（９９年は４９％）。な

お、政府は同計画の中で、実質ＧＤＰ成長率

を２０００年は２．５％、それ以降は２％と想定し

ている。

（１）「税制改革２０００」発表

連邦政府は９９年１２月、「税制改革２０００

（Ｓｔｅｕｅｒｒｅｆｏｒｍ２０００）」と称する税制改革

案を発表した。アイヒェル蔵相は同案につい

て「５０年のドイツ連邦共和国史上最大の税制

改革である」と評価した。また同相は「財政

赤字削減と税制改革をリンクして考えてい

る」とし、「財政健全化とともに経済成長と

雇用を促進し、サプライサイドに立って内需

を活性化させる税制が必要」としている。

２００５年までに信頼される税制のフレームを作

ることも肝要であるとした。

同計画では、「１９９９・２０００・２００２年減税法」

（３．（１）参照）のうち２００２年実施分を１年

前倒し２００１年から実施するとしている。２０００

～２００５年の減税総額は４２０億マルクとなる。

減税額を主体別にみると、家計が２２０億マル

ク、中小企業が１１０億マルク、大企業が９０億

マルクとなる。

法人減税については留保利益、配当利益と

もに２００１年から２５％へ引き下げられる。これ

による減税効果は８０億マルクと試算されてい

る。また所得税の引き下げについても、２００５

年１月には最高税率を４５％、最低税率を１５％

に引き下げる旨を発表した。

同改正案では、現在所得税が適用されてい

る合名会社（ＯＨＧ）や合資会社（ＫＧ）な

どの人的会社や個人企業に対する、いわば救

済措置も用意している。それは①納付する所

得税額のうち、営業収益税の一部または全部

が控除できる、②出資者全員の選択という条

件つきながら、事実上、資本会社と同様に法

人税を納付することができる、のいずれかを

選択できるというものである。人的会社は所

５．企業立地を高める税制改革成立

（１９９９．１２～２０００．７）
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得税で納税するため、同計画の法人税減税に

より資本会社（株式会社や有限会社）との納

税額に差が付くことに対応したものである。

同計画では、ＳＰＤ内左派が強く要望して

いた相続税の強化などは見送られた。なお、

同計画は歳出削減についても言及し、２０００年

に３００億マルク、２００３年には５００億マルクを削

減し、２００６年には財政均衡を実現させるとし

ている。また、同案では貯蓄型生命保険への

課税を強化する。

（２）税制改革法案可決、２００１年施行

政府は２０００年２月、「税制改革２０００」を反

映（一部修正）させた税制改革法案を閣議決

定した。同法案は５月、一部修正のうえ連邦

議会で可決された。一方、各州の代表者から

構成される連邦参議院では、野党ＣＤＵ・

ＣＳＵが多数派を占めるため、同法案の成立

が危ぶまれた。シュレーダー政権は、州レベ

ルでＳＰＤが野党と連立を組む州（ベルリン、

ブレーメン、ブランデンブルク、ラインラン

トファルツ、メクレンブルク・フォアポルメ

ルン）と協議、所得税の最高税率を４３％から

４２％に下げるなど法案自体の修正に加え、こ

れらの州に対する個別財政支援などを提案し

た。これが奏効しこれらの州すべてが賛成に

回ったことで、同法案は同年７月、連邦参議

院を通過した。同法は２００１年１月から施行さ

れ、２００６年までの減税総額は６００億マルクに

のぼる。

所得税は、最高・最低税率ともに３段階

（２００１年、２００３年、２００５年）で引き下げられ

る。最高税率は５１％から４２％、最低税率は

２２．９％から１５％となる。また、課税最低限は

２０００年、１万３，４９９マルクから２００５年には１

万５，０１１マルクに引き上げられる。一方、最

高税率が適用される年収は２０００年の１１万

４，６９６マルクから２００５年１０万２，０００マルクに引

き下げられる（表参照）。

法人税については、地方税などを合せた実

効税率は、現在の約５３％から３８％程度にまで

軽減され、ＥＵ諸国の中でも平均的な数値と

なる。内部留保（４０％）と配当利益（３０％）

への異なる課税率は２００１年から一本化され、

２５％となる。また、法人税の二重課税を避け

るためにこれまで取られてきた「インピュ

テーション方式」（投資家が受け取る配当に

課せられる所得税から、企業がすでに支払っ

た法人税を控除するというもの）を廃止し、

代わりに「所得半額課税方式」（投資家は、

受け取る配当の半額だけが課税対象となる）

が採用される。

人的会社に対しては現在、法人税ではなく

所得税が課税されるが、今回の改正により

２００１年からは、州税である営業税を、所得税

に算入して相殺できるようになる。

同時に、課税ベースの拡大も盛り込まれて

いる。具体例としては、動産の定率償却法の

場合の上限償却率の引き下げ（３０％から２０％

へ）、営業資産とされている建物の償却率の

表 所得税減税の推移

（単位：マルク）

２０００年 ２００１年 ２００３年 ２００５年

最低税率（％） ２２．９ １９．９ １７．０ １５．０

課税最低限 １３，５００ １４，０９４ １４，５２６ １５，０１２

最高税率（％） ５１．０ ４８．５ ４７．０ ４２．０

最高税率適用所得 １１４，６９６ １０７，５６８ １０２，２７６ １０２，０００

（出所）ＦＡＺ紙資料よりジェトロ作成
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引き下げ（４％、つまり償却期間２５年から、

３％、同３３年へ）、個人所有株式のキャピタ

ルゲインの非課税扱いの制限、などがあげら

れる。

なお政府は、今回の改革による減収分につ

いては、これによってもたらされる経済成長

により穴埋めできるとの見方を示している。

（３）産業再編を促すキャピタルゲインの非

課税化

成立した税制改革法では、２００２年から企業

が持ち株を売却した場合の利益は非課税とな

る。これは法人税減税以上に、ライン型資本

主義を標榜してきた国内経済に大きな影響を

与えるとされる。

ドイツでは伝統的に、ドイツ銀行やアリア

ンツ（保険）などの巨大金融機関が、主要企

業の最大株主であることが多い。この結果、

金融機関の影響力は、場合によっては決定的

といえるほど大きい。他方、金融機関は株式

を売却した場合に課せられる税率が６０％弱と

高いため、やむなく株を保有し続けてきた側

面もある。

キャピタルゲイン課税の撤廃により、これ

らの大手金融機関は、持ち株を売却をするこ

とで巨額の資金を得られる。国内産業には、

①放出された株式をどの企業が購入するか、

②金融機関の売却資金の使途、の２点におい

て大きな影響を与えることとなる。金融機関

は売却資金を効果的に運用できるようになる

との見方も、少なからず存在する。

これによってドイツ型経営そのものが近い

将来に劇的な変化を遂げる可能性がある。金

融機関だけでなく大企業も、他業種企業の持

ち株売却で経営資源を基幹分野に集中し、効

率的な経営を進めることになろう。外国人株

主の増加がドイツの株式市場を活性化させる

ことを期待する声もある。

（４）各界の評価

税制改革法に対する各界の評価は、おしな

べて高い。とりわけ、キャピタルゲインの非

課税化などで最も恩恵を受けるとされる金融

界で、その傾向が顕著にみられる。ただし、

かねてから法人税減税を主張してきた経済界

の中には①減税の実施時期が２０００年ではなく

２００１年からとなったこと、②地方税などを含

めた法人税の実効税率が、当初言われていた

３５％ではなく、３８～３９％となったことから

「十分でない」とする向きもある。また、ド

イツ商工会議所連合会（ＤＩＨＴ）のシュ

ティール会長のように、所得減税のさらなる

引き下げを求める声もある。労働組合も、減

税による景気回復で雇用の促進が期待される

ため、同法を支持する声が多い。ただし、中

小企業からは、大企業と比較して恩恵が少な

いことを理由に批判的な意見が目立つ。

経済研究所の論評では、雇用増による失業

者数の減少と、対独投資の活性化につながる

と評価する声がある一方で、人的会社の冷遇

と、小幅に留まった所得税減税に不満を見せ

る声もあり、評価は分かれている。６大経済

研究所の一つであるｉｆｏ経済研究所（ミュン

ヘン）は、同法が留保利益と配当利益への税

率を統一したことは好ましいとしながらも、

①人的会社との税負担の拡大が（資本会社に

よるこれらの会社の吸収、合併などを促し）

企業集中を加速させることにもなりかねない

こと、②政府はドイツの現代化にばかり気を

取られ、その過程で起こるはずのいわば副作

用について軽視しているフシがあること、に

対して疑念を向けている。また、盛んに言わ

れている「経営形態の変化が、経済成長と雇

用増をもたらす」という仮説については、両

者に因果関係はなく、雇用問題は、硬直化し

た労働市場と業種別の賃上げ交渉にこそある

と警告している。
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ＣＤＵの裏口座疑惑など一連のスキャンダ

ルや極右の台頭で、政界での「構造改革」に

ついての論戦は表向きにはしばし休戦といっ

た印象を受ける。ただし、「構造改革」はド

イツ社会に深く根差している問題であること

から、今後も再び活発な議論が展開されるこ

ととなろう。

国内最大手行のドイツ銀行と、同第３位の

ドレスナー銀行との合併（のちに撤廃）など

にみられるようにドイツ企業は再編を急いで

６．おわりに
いる。これは、２年目を迎えた欧州単一通貨

ユーロへの対策や、激化する世界規模での競

争に打ち勝つための戦略であることは言うま

でもないことだが、税制改革など国内の「構

造改革」も少なからず影響している。

ドイツはＥＵ全体のＧＤＰの３割を占める

ことから、ドイツ経済が欧州経済全体に及ぼ

す影響は大きい。このため、「構造改革」の

行方は単にドイツだけの問題ではなく、その

成り行きは欧州の将来を左右するものといえ

る。

（谷 雅之）
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北欧のハイテク紙素材の利用が活発に
（フィンランド）

欧州では、環境政策の強化が進められているため、企業は今後、事業活動を展開するに

あたり、資源の再利用、地球環境の保全について一層、着目する必要がある。こうしたな

か、ジェトロ・ブリュッセルセンターはプラスチック素材の代替品としての紙素材の利用

が進む食品包装材市場に注目し、欧州の先進地域であるフィンランドを視察した。本レ

ポートでは、欧州における紙素材の新たな利用と環境保全に対する取り組みについて、

フィンランドの製紙関連企業数社の事例などを紹介する。

ブリュッセル・センター

９９年秋、ノルウェー国内に新型の紙パック

を用いた朝食用シリアル食品（加工穀物食）

が登場した。これは従来のプラスチック・

フィルム製インナーバッグを使用せず、外箱

のみで直接、内容物（シリアル）を保管でき

る紙パックである。通常、朝食用シリアル食

品は、湿気などによる味や風味の変化が問題

となり、紙製の外箱のみでは市場に流通させ

ることが困難であった。しかし、同食品を販

売するレガル・モッレ（ＲｅｇａｌＭｏｌｌｅ）は、

防湿および酸素遮断効果の高いコーティング

紙を外箱材に採用することで、製造から消費

まで比較的長期間にわたり保管されることが

多いシリアル食品の包装を簡略化することに

成功した。

また、スウェーデンの大手食肉加工メー

カー、サルドゥス（Ｓａｒｄｕｓ）は、真空パッ

１．食品包装におけるハイテク紙素材
ク・ソーセージの表蓋の材質を従来のプラス

チックやアルミから、耐熱性の高いコーティ

ング紙に代替し、新パッケージとして登場さ

せた。同社は、ソーセージなど保存用食肉を

プラスチック・フィルムで包み、これを約９０

度の熱で表蓋に圧着させて包装している。今

回登場したコーティング紙は、既存の包装

シール機で使用でき、かつ表面印刷が鮮明で

あることから、同社の環境政策を強くアピー

ルするものとして採用されるに至った。

これらのコーティング紙を供給しているの

は、世界第２位の総合製紙企業、ストラエン

ソ（ＳｔｏｒａＥｎｓｏ）である（スウェーデンの

ストラとフィンランドのエンソの合併により

誕生）。同社は、化成パルプを用いた硬質紙

の上にポリエチレンやポリプロピレンなどの

コーティングを片面（または両面）に施した

多段層板紙（マルチレイヤ－・ボード）を開

発し、内容物の保護効果のほか、板紙を成形

４

：

４９ＪＥＴＲＯ ユーロトレンド ２０００．１２



し内容物を包装する際の作業性、さらに消費

者にとっての利便性を追求した食品包装用板

紙を製造している。

ストラエンソの包装板紙事業部門（パッ

ケージング・ボード）のぺトラ・クランスト

ン・ニッカネン製品担当マネージャーによる

と、同社の包装板紙は、ミルクやヨーグルト

など乳製品、食用油など油脂性のものから、

果実ジュース、スープ、スパイス、ワインな

どアルコール、ミネラル・ウォーターなど風

味が変化しやすいもの、さらにはドライフー

ド（シリアル、乾燥果実など）、冷凍食品な

ど湿気や水分に弱いものまで、食品の持つ特

性に合わせてさまざまな特殊コーティングを

行っているという。また包装形態としては、

紙コップ、食品トレイ、液体パック、食品

ケース（紙箱）などが主であり、最近の例で

は、電子レンジおよびオーブンで加熱調理で

きる冷凍食品トレイなどがあるという。

このコーティング紙の新たな利用は、北欧

など一部地域の動きではあるが、その他地域

での利用例としては、英国大手スーパーのセ

インズベリー（Ｓａｉｎｓｂｕｒｙ）がドーナツ用

として、またマークス＆スペンサー

（Ｍａｒｋｓ＆Ｓｐｅｎｃｅｒ）が冷凍キッシュパイ

用として、インナーバッグを省略したストラ

エンソ製紙箱を採用している。

欧州の食品包装業界では、下図のとおり板

紙やプラスチック・フィルムなどの包装材

メーカー（下図の○Ａ）と最終消費者（図○Ｅ）

との間に、包装材をカップやトレイ、箱など

２．欧州の食品包装業界事情

に成形し印刷、着色を行うメーカー（図○Ｂ）、

食品包装を行う業者（図○Ｃ）、流通を取扱う

小売業者（図○Ｄ）が介在する。今回フィンラ

ンドで訪問した企業は、○Ａに属するストラエ

ンソ・パッケージング・ボード、およびに○Ｂ

属するオケランド＆ラウジング（Ａｋｅｒｌｕｎｄ

＆Ｒａｕｓｉｎｇ）である。

（１）ストラエンソ・パッケージング・ボード

ストラエンソ・パッケージング・ボードは、

ストラエンソ・グループの包装板紙事業部門

として、北欧３ヵ国をはじめ欧州各地に１０を

超える工場を展開している。同部門の９９年の

製品販売量は３１９万６，０００トン、年間売上高２３

億４，１５０万ユーロで、グループ全体の売上高

の２２％を占めている。また同部門が抱える従

業員数は９９年で約１万人である。このうち

フィンランド南東地方のイマトラ市にあるイ

マトラ工場は、同部門最大の生産基地であり、

研究開発（Ｒ＆Ｄ）施設を併設している。

ストラエンソでは、包装用コーティング紙

表１ 包装板紙に求められる技術特性

技術特性 求められる特性

内容物の保護効果 耐冷性、耐熱性、防湿性、耐油脂性、遮光性、酸素遮断性、密閉性など

包装の際の作業性 加工効率性、輸送効率性、包装材料保管性、表面印刷容易性など

消費者の利便性 外蓋剥離性、扱い易さなど

○Ａ ○Ｂ ○Ｃ ○Ｄ ○Ｅ
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図１ 食品包装業界の構造

出所：Ａ＆Ｒ
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に求められる技術特性のうち、表面印刷性能

を重視しており、イマトラ市のＲ＆Ｄ施設内

に２０００年始めからデジタル印刷機を導入し、

板紙の表面印刷性能の向上を図っている。イ

マトラ工場リサーチセンターのリスト・ベサ

ント所長によれば、デジタル印刷は、パッ

ケージごとにデザインや表示内容、言語を変

えることができ、これに紙製パッケージとい

う付加価値をつけることで、新たな市場開拓

が見込まれるという。

（２）オケランド＆ラウジング

オケランド＆ラウジングは、フィンランド

の製紙および製紙産業用機械大手のアルスト

ロム・グループ（Ａｈｌｓｔｒｏｍ Ｇｒｏｕｐ）の包

装材部門である。本社はスウェーデンのマル

メ市に位置し、主な生産施設をフィンランド

のカウチュア工場をはじめ、北欧、ドイツ、

イタリア、ポーランドおよびロシアに展開し

ている。同社は、タバコ箱、コーヒー、アイ

スクリームやチョコレートなど菓子類、およ

びその他食品パッケージなどを、プラスチッ

ク、アルミ、その他コーティング板紙など各

種材料を用いて製造し販売している。同社の

年間売上高は３億３，２００万ユーロでグループ

全体の売上高の１５％を占めている。また同社

従業員数は９９年で約３，０００人である。

米コンサルティング会社のプロマー

（ＰＲＯＭＡＲ）が行った「欧州における包

装材市場の需要の２００５年までの中期予測」に

よると、依然としてプラスチックが大きな伸

びを示し、紙・板紙の伸びを上回っている。

一般に最終消費者の食品包装（パッケージ）

に対するニーズは、製品のアピール性（表面

印刷の品質）、利便性（扱い易さ、時間の節

約、単純性）、新鮮（清潔）感、安全性、信

頼性のほか、ごみとして捨てる部分が少ない

こと、環境保全のイメージが感じられるもの、

となっている。

一方、包装材加工・印刷メーカー、包装業

者、小売業者などにとっては、各工程での費

用面の効率性、製品ブランド別の個別包装、

流通時の利便性などが必要となってくる。

プラスチック・フィルムなどは、一般に表

面印刷性能に優れ、清潔感、使い勝手の良さ

などから消費者に好まれる包装材である。

近年、紙素材も表面印刷性能が向上し、紙

本来のリサイクル性に加え、プラスチックと

違った自然な印象を与える印刷が、消費者に

環境保全のイメージを与えている。しかし、

紙素材はコスト的には割高であり、廉価な内

３．依然として主流を占めるプラス

チック包装

表２ 欧州における包装材マーケット

（単位：１００万ユーロ、％）

包装材質 ９０年 ９１年 ９３年 ９５年 ９５～２００５年
各年の予測成長率

紙・板紙 ２４，３８２ ２５，４５２ ２６，９１４ ２８，６８４ １．３

プラスチック ２０，１３３ ２５，４５８ ２４，２９７ ２９，２２７ ２．２

金属（アルミなど） １１，６５６ １１，８２２ １２，１３９ １２，６３６ １．６

ガラス ６，０８５ ６，１９４ ６，２４７ ６，３０３ １．５

木材 １，７４２ １，７５６ １，８０２ １，８０５ ０．６

その他 １，１５７ １，２１０ １，２９２ １，３７６ ３．５

合 計 ６５，１１５ ６７，４５７ ７２，６９２ ８０，０３１ １．７

出所：ＰＲＯＭＡＲ１９９９
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容物に対する包装材には適していない。

オケランド＆ラウジング・カウチュア工場

のタパニ・クヤマキ社長によれば、現在の市

場の動向としては、プラスチック・フィルム、

またはプラスチックに薄紙をコーティングし

環境に優しいイメージの包装材などが依然と

して主流を占めているという。

ストラエンソは、再生可能な紙素材をプラ

スチックやアルミニウムなど既存の包装材料

の代替品として提案していくと同時に、グ

ループ内においても森林資源というバイオマ

ス（生物体）の循環的活用といった視点から

環境対策を進めている。具体的には、①一定

量のパルプ原料から得られる紙製品の量を増

加させる方策、②原材料、化学物質、エネル

ギーのリサイクル工程を取り入れ、再生資源

として活用する方策、③工場からの廃ガスや

騒音を抑制する方策、④有害化学物質の使用

回避、⑤木材燃料および天然ガスを用いた熱

エネルギーの使用などを優先課題としている。

このうち再生資源の活用にあたっては、ス

トラエンソは、製紙会社やプラスチック・

フィルム会社、紡績会社などが製品を巻くた

めに用いる紙管メーカーとして、コレンソ

（Ｃｏｒｅｎｓｏ）を９２年に設立している。コレン

ソは、回収した古紙および紙容器類から木材

４．環境に対する取り組み

繊維を回収し、年間４０万トン強の紙管および

ボードを生産する。一方、各種コーティング

紙の表面からプラスチックを抽出し再生エネ

ルギーとして自社で活用するほか、金属を回

収し再利用している。特にアルミニウムにつ

いては年間１，６００トンを回収している。

またイマトラ工場では、上記の環境対策に

基づき、現在、新規パルプ製造ラインを建設

中であり、２００１年春の稼動を予定している。

同工場のマッティ・サルステ環境問題・調

査担当副社長は、「新規ラインの稼動ととも

に旧式のパルプ製造ラインを閉鎖することか

ら、同工場は２００５年までに工場から排出され

る廃ガスおよび廃水の量を９５年数値からそれ

ぞれ７割、１割削減することが可能となる」

と語っている。

オケランド＆ラウジングは、事業活動が環

境に与える悪影響を排除するといった視点か

ら、①技術開発を通じた自社製品の強度向上、

および軽量化によって原材料、エネルギーな

どの消費の抑制を図る方策、②原料屑など固

体廃棄物のリサイクルおよび焼却、溶剤など

の排水抑制について重点的に取り組んでいる。

特にカウチュア工場では、２０００年に入り、溶

剤の焼却システムに対して新たに投資を行っ

ている。

（水野大輔）

ストラエンソは９８年末、スウェーデンのス

トラとフィンランドのエンソの合併（同年６

月２日合併決定、同年１１月２５日欧州委員会承

認）により誕生した総合製紙企業である。同

社は、売り上げの９割超を輸出および海外事

業に依存する多国籍企業であり、ヘルシンキ

本社（フィンランド）およびスウェーデン本

社（ストックホルム／９９年時点）のほかドイ

〈参考１〉ストラエンソの概要
ツ、オーストリア、シンガポールなどに地域

統括支社を設置している。同社生産施設は、

欧州（ロシア、中・東欧を含む）地域に展開

されているほか、欧州外では北米２ヵ所（雑

誌用紙、新聞用紙）、中米１ヵ所（包装板

紙）およびアジア２ヵ所（高級紙：中国、包

装板紙：タイ）となっている。また同社販売

支店は、欧州、ロシア、中・東欧地域に３１ヵ

所、北米４ヵ所、南米３ヵ所、中東アフリカ

２ヵ所、アジア・オセアニア（日本大阪支社
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表３ ストラエンソの欧州／世界における
事業部門別ランキング

部 門
ランキング

欧州 世界

ＭａｇａｚｉｎｅＰａｐｅｒ ２ １

Ｎｅｗｓｐｒｉｎｔ １ ３

ＦｉｎｅＰａｐｅｒ ２ ２

ＰａｃｋａｇｉｎｇＢｏａｒｄｓ
（ｃｏｎｓｕｍｅｒｐａｃｋａｇｉｎｇ） １ ２

ＳａｗｎＴｉｍｂｅｒＰｒｏｄｕｃｔｓ １ ３

出所：ストラエンソホームページ

表５ ストラエンソ合併（９８年末）後の主な事業再編

９８年１２月 ＨｏｌｚｉｎｄｕｓｔｒｉｅＳｃｈｗｅｉｇｈｏｆｅｒＡＧ（木材／オーストリア）買収、ＨＳオーストリア、チェ
コ製材工場を同社木材事業部門（ＳｔｏｒａＥｎｓｏＴｉｍｂｅｒ）に統合

９９年初 同社Ｔｅｒｖａｋｏｓｋｉ工場（高級紙／フィンランド）、Ｄａｌｕｍ工場（高級紙／デンマーク）の
売却

９９年９月 ＰｏｈｊｏｌａｎＶｏｉｍａＯｙ、ＴｅｏｌｌｉｓｕｕｄｅｎＳ〓ｈｋ〓ｎｍｙｙｎｔｉＯｙ（製紙関連業界の発電の外販／
フィンランド）株式売却、同社発電事業の再編

９９年 Ｔｒａｎｓｆｅｎｎｉｃａ（海運／フィンランド）株式の売却

２０００年１月 Ｓｔｏｃｋｈｏｌｍ本社ビル売却

２０００年４月 同社Ｍ〓ｌｎｄａｌ工場（板紙）の閉鎖

２０００年５月 同社工場敷地外の発電施設の大部分をＦｏｒｔｕｍ（エネルギー／フィンランド）に売却

２０００年８月 ＣｏｎｓｏｌｉｄａｔｅｄＰａｐｅｒｓ，Ｉｎｃ．（製紙／米国）買収

２０００年９月 ＴｅｔｒａＰａｋＦｏｒｓｈａｇａ工場（包装板紙／スウェーデン）買収

今後 ＰｏｈｊｏｌａｎＶｏｉｍａＯｙ株式放出
同社Ｇｒｕｖｏｎ工場（製紙／スウェーデン）売却

を含む）１０ヵ所である。９９年のグループ全体

の売上高は１０６億３，６００万ユーロで、また同年

の平均従業員数は４万人を超える。

同社は、①印刷用紙（雑誌・新聞紙）事業、

②特殊加工紙、③包装板紙の３つのビジネス

を今後の中核と定めており、これら製紙ビジ

ネスは９９年全体の売り上げの８割超を占めて

いる。また実際の業務展開は、事業部単位毎

に水平な経営体制を構築しており、９９年から

は一部管理職を対象に新たにストック・オプ

ション制度を導入したほか、従業員および管

理職双方に対する賞与をより業績連結型に変

えるなど、人材活用に注力している。９９年８

月２０日発表の事業戦略方針に基づき、同社は

コア事業への経営資源集中を進めている。一

連の事業売却による資本回収額は２２億ユーロ

程度である。

表４ ストラエンソのコア・ビジネス

ビジネス 主要な事業展開地域 ※欧州には中・東欧を含む

印刷用紙（雑誌・新聞紙） 欧州、北米（カナダＰｏｒｔＨａｗｋｅｓｂｕｒｙ工場）

特殊加工紙 欧州、アジア（中国ＳｕｚｈｏｕＰａｐｙｒｕｓ工場、タイＡｄｖａｎｃｅＡｇｒｏ工場）

包装板紙 欧州、ロシア
：
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表６ ストラエンソの各種板紙コーティング

コーティング バリアー特性 リサイクル方法

ＥＶＯＨ ＥｔｈｙｌＶｉｎｙｌＡｌｃｏｈｏｌ
エチルビニルアルコール

防湿性
耐油脂性
遮光性
酸素遮断性

プラスチック・コーティング部
分を分離し、エネルギー源また
は資源再利用が可能。紙部分は
再生紙原料に利用。

ＰＡ Ｐｏｌｙａｍｉｄｅ
ポリアミド

ＰＥ－ＬＤ ＬｏｗＤｅｎｓｉｔｙＰｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ
低密度ポリエチレン

防湿性
ＰＥ－ＨＤ ＨｉｇｈＤｅｎｓｉｔｙＰｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ

高密度ポリエチレン

ＰＰ Ｐｏｌｙｐｒｏｐｙｌｅｎｅ
ポリプロピレン

防湿性
耐熱性

表面剥離性
ＰＥＴ Ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｔｅｒｅｐｈｔａｌａｔｅ

ポリエチレンテレフタレート 耐熱性

フッ化炭化水素
の含浸 耐油脂性 普通紙（非コーティング紙）と

同等のリサイクルが可能

アルストロム・グループは、フィンランド

の製紙および製紙産業機械メーカーであり、

オケランド＆ラウジングは同グループ傘下の

包装材メーカーとして、プラスチックやアル

ミ、紙を用いた食品包装（フレキシブル・

パッケージング）の加工および印刷を行って

いる。

アルストロム・グループは製紙、製紙産業

用機械、製紙産業用ポンプおよび包装材の４

つの事業部門から構成される同族企業であり、

主 力 の 製 紙 部 門 （Ａｈｌｓｔｒｏｍ Ｐａｐｅｒ

〈参考２〉アルストロムの概要
Ｇｒｏｕｐ）はフィンランド製紙業界では中堅

メーカーに位置している。また製紙部門を含

むグループ全体の９９年売上高は２１億６，４００万

ユーロであり、また同年の平均従業員数は約

１万１，０００人となっている。

９０年代に入り、同グループは、特殊紙ビジ

ネスを今後の中核事業と位置付け、事業再編

を行っている。スウェーデンの包装材メー

カーであったオケランド＆ラウジングは、グ

ループ主力の製紙部門を補強するものとして、

米国の紙フィルター事業やフランスの特殊紙

事業などとともに買収され、今日に至ってい

る。

表７ アルストロム・グループの主要事業部門

企業グループ名 事 業 内 容

ＡｈｌｓｔｒｏｍＰａｐｅｒＧｒｏｕｐ 特殊紙（ラベル用紙、包装用紙、シール、自動車用フィルターなど）およ
びグラス・ファイバー、不織布の製造

〓ｋｅｒｌｕｎｄ＆ＲａｕｓｉｎｇＧｒｏｕｐ 食品用パッケージングの加工・印刷

ＡｈｌｓｔｒｏｍＭａｃｈｉｎｅｒｙＧｒｏｕｐ 紙パルプ産業用機械およびシステムの設計、製造

ＡｈｌｓｔｒｏｍＰｕｍｐｓ 紙パルプ産業用ポンプおよび攪拌機械などの設計、製造

５４ ＪＥＴＲＯ ユーロトレンド ２０００．１２

４



〈参考３〉その他資料

表８ 欧州および世界の大手紙パルプ・メーカーランキング（９９年）

（単位：１００万ドル）

欧 州 世 界

企 業 名 売上高 企 業 名 売上高

１ ＳｔｏｒａＥｎｓｏ（スウェーデン・フィンランド）
＋ＣｏｎｓｏｌｉｄａｔｅｄＰａｐｅｒｓ（米国） １３，２００ ＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＰａｐｅｒ（米国）＋ＣｈａｍｐｉｏｎＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ（米国） ３０，３９５

２ ＵＰＭ－Ｋｙｍｍｅｎｅ（フィンランド） ８，７９０ Ｇｅｏｒｇｉａ－Ｐａｃｉｆｉｃ（米国）
＋ＦｏｒｔＪａｍｅｓ（米国） ２４，８０２

３ ＳＣＡ（スウェーデン）
＋ＭｅｔｓａＴｉｓｓｕｅ（フィンランド） ７，５３３ ＳｔｏｒａＥｎｓｏ（スウェーデン・フィンランド）

＋ＣｏｎｓｏｌｉｄａｔｅｄＰａｐｅｒｓ（米国） １３，２００

４ Ｍｅｔｓａｌｉｉｔｔｏ（フィンランド）
＋ＭｏｄｏＰａｐｅｒ（スウェーデン） ６，７９０ Ｋｉｍｂｅｒｌｙ－Ｃｌａｒｋ（米国） １３，００５

５ ＡｒｊｏＷｉｇｇｉｎｓＡｐｐｌｅｔｏｎ（英国） ５，４４５ Ｗｅｙｅｒｈａｅｕｓｅｒ（米国） １２，２６０

６ ＮｏｒｓｋｅＳｋｏｇ（ノルウェー）
＋ＦｌｅｔｃｈｅｒＣｈａｌｌｅｎｇｅＰａｐｅｒ（ニュージーランド） ４，１６５ ＵＰＭ－Ｋｙｍｍｅｎｅ（フィンランド） ８，７９０

７ ＪｅｆｆｅｒｓｏｎＳｍｕｒｆｉｔＧｒｏｕｐ（アイルランド） ３，９２５ Ｓｍｕｆｉｔ－ＳｔｏｎｅＣｏｎｔａｉｎｅｒ（米国）
＋Ｓｔ．Ｌａｕｒｅｎｔ（カナダ） ８，０６５

８ ＡｓｓｉＤｏｍａｎ（スウェーデン） ２，９６５ ＮｉｐｐｏｎＰａｐｅｒ（日本） ７，９６０

９ Ａｈｌｓｔｒｏｍ（フィンランド） ２，３００ ＳＣＡ（スウェーデン）
＋Ｍｅｔｓａ（フィンランド） ７，５３３

１０ Ｈａｉｎｄｌ（ドイツ） １，７６０ ＯｊｉＰａｐｅｒ（日本） ７，４１５

［出所］フィンランド森林産業連盟（ＦｉｎｎｉｓｈＦｏｒｅｓｔＩｎｄｕｓｔｒｉｅｓＦｅｄｅｒａｔｉｏｎ）

：
：

：

：

５５ＪＥＴＲＯ ユーロトレンド ２０００．１２



表９ 特殊紙（食品容器など）を扱うフィンランド・メーカーの一覧

企 業 名 企業概要
主要製品 コンタクト・パーソン

ＷｅｂＡｄｄｒｅｓｓ 所在地

ＳｔｏｒａＥｎｓｏ
Ｐａｃｋａｇｉｎｇ
Ｂｏａｒｄｓ

世界第２位生産量を誇る、
フィンランド製紙業界
トップ・メーカーの包装
板紙部門

特殊パルプ材（ＣＴＭＰ）
や各種コーティング技術を
用いた紙および板紙。特に
食品包装板紙は内容物の保
護特性や包装作業性のほか
消費者利便性に強みを有す
る。

Ｍｒ．ＭａｔｔｉＳａｌｓｔｅ
ＶｉｃｅＰｒｅｓｉｄｅｎｔ，Ｅｎｖｉ‐
ｒｏｎｍｅｎｔａｌ Ａｆｆａｉｒｓａｎｄ
Ｒｅｓｅａｒｃｈ

ＦＩＮ－５５８００，ＩＭＡＴＲＡ，
Ｆｉｎｌａｎｄ
Ｔｅｌ＋３５８－２０４６１２１／
Ｆａｘ＋３５８－２０４６２２０００ｗｗｗ．ｓｔｏｒａｅｎｓｏ．ｃｏｍ

ＵＰＭ－Ｋｙｍｍｅｎｅ，
ＷａｌｋｉＷｉｓａ

フィンランド製紙第２位
メーカー ＵＰＭ －Ｋｙ‐
ｍｍｅｎｅ（世界３位生産
量）の子会社、食品包装
紙メーカー

抗菌・耐圧（針圧）特性の
有る食品包装パック（乳製
品、冷凍食品など）、耐重
特性の有る輸送用包装紙、
絶縁紙、耐水紙など。

Ｍｒ．Ｔｏｌｏｎｅｎ

ＰＯＢｏｘ３３，ＦＩＮ－３７６０１，
Ｖａｌｋｅａｋｏｓｋｉ，Ｆｉｎｌａｎｄ
Ｔｅｌ＋３５８（０）２０４１６１１１／
Ｆａｘ＋３５８（０）２０４１６３０９０

ｗｗｗ．ｗａｌｋｉｗｉｓａ．ｃｏｍ

Ａ＆ＲＣａｒｔｏｎ 製紙部門売上高で欧州
トップ１０に入るフィンラ
ンド製紙および製紙産業
機械メーカーＡｈｌｓｔｒｏｍ
の子会社

食品パック部門では、包装
時利便性や抗菌・耐冷・耐
水など各種特性を研究し、
各食品グループ別（乾食・
冷食・生鮮食・油脂・菓子
など）に製品を提供。

Ｍｒ．ＴａｐａｎｉＫｕｊａｍａｋｉ
ＭａｎａｇｉｎｇＤｉｒｅｃｔｏｒ

ＦＩＮ－２７５０１Ｋａｕｔｔｕａ，
Ｆｉｎｌａｎｄ
Ｔｅｌ＋３５８２８３９２１／
Ｆａｘ＋３５８２８３９２２０２０

ｗｗｗ．ａｈｌｓｔｒｏｍ．ｃｏｍ／
ａｋｅｒｌｕｎｄ－ｒａｕｓｉｎｇ

Ｍｅｔｓａ－Ｓｅｒｌａ フィンランド製紙第３位
メーカーＭｅｔｓａｌｉｉｔｔｏの
子会社、包装紙メーカー

一般消費者向け包装紙、輸
送用包装紙、衛生紙など。

Ｒｅｖｏｎｔｕｌｅｎｔｉｅ６，
ＦＩＮ－０２１００Ｅｓｐｏｏ，
Ｐ．Ｏ．Ｂｏｘ２０，ＦＩＮ－０２０２０，
Ｆｉｎｌａｎｄ
Ｔｅｌ＋３５８－１０４６－１１／
Ｆａｘ＋３５８－１０４６－９４３５３

ｗｗｗ．ｍｅｔｓａｌｉｉｔｔｏ．ｆｉ

Ｓｔｒｏｍｓｄａｌ 独立系の特殊紙メーカー 特殊コーティング技術を用
いた各種紙製品（食品パッ
ク、書類ホルダー、ＣＤケー
スなど）。

Ｍｒ．ＬａｕｒｉＶａｌｔｉａｌａ
Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｅｎｇｉｎｅｅｒ
ＦＩＮ－７３５０１Ｊｕａｎｋｏｓｋｉ，
Ｆｉｎｌａｎｄ
Ｔｅｌ＋３５８－１７－６８８－６４１／
Ｆａｘ＋３５８－１７－６８８－６４６０

ｗｗｗ．ｓｔｒｏｍｓｄａｌ．ｃｏｍ

：

。

：

５６ ＪＥＴＲＯ ユーロトレンド ２０００．１２
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表１０ 特殊紙（その他）を扱うスウェーデン・メーカー

企 業 名 企 業 概 要
住 所

ＷｅｂＡｄｄｒｅｓｓ

ＦｉｇｅｒｈｏｌｍｓＢｒｕＫ
ＡＢ

紙素材を用いた変圧器用容器のほ
か、各種紙製品を製造。ＡＢＢの
子会社。

Ｆａｂｒｉｋｓｖａｇｅｎ２３，
５７２７５Ｆｉｇｅｈｏｌｍ，Ｓｗｅｄｅｎ
Ｔｅｌ：０４９１－３１８００／Ｆａｘ：０４９１－３１６４５

ｗｗｗ．ｆｉｇｅｈｏｌｍｓｂｒｕｋ．ｓｅ

ＭＩＮＩＴＵＢＥ 通常プラスチック製であるＣＤ包
装を紙製の硬い箱で製造し、さら
にＣＤを１時間当たり３，０００枚自
動包装する能力がある機械を開発。
従来のプラスチック容器における
郵便発送時１５％の損傷率を回避可
能。

Ｂｏｘ１００，
８３０４７Ｔｒａｎｇｓｖｉｋｅｎ，Ｓｗｅｄｅｎ
Ｔｅｌ：０６４０－２１９００／Ｆａｘ：０６４０－４０１８７

ｗｗｗ．ｍｉｎｉｔｕｂｅ．ｓｅ

表１１ その他団体の情報

企 業 名 企 業 概 要
住 所

ＷｅｂＡｄｄｒｅｓｓ

ＦｉｎｎｉｓｈＦｏｒｅｓｔ
Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ Ｆｅｄｅｒ‐
ａｔｉｏｎ
（ＦＦＩＦ）
フィンランド森林産
業連盟

フィンランド森林産業（製紙など）
に関する統計資料などが入手可能。

Ｓｎｅｌｌｍａｎｉｎｋａｔｕ１３，ＰＯＢｏｘ３３６，
ＦＩＮ－００１７１ＨＥＬＳＩＮＫＩ，Ｆｉｎｌａｎｄ
Ｔｅｌ＋３５８（０）９１３２６１／Ｆａｘ＋３５８（０）９１３２
４４４５

ｗｗｗ．ｆｏｒｅｓｔｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ．ｆｉ

５７ＪＥＴＲＯ ユーロトレンド ２０００．１２



通信機器メーカーが躍進する電機産業
（欧州）

欧州の電機メーカーが改革を進めている。各社は世界的な競争激化に対応するため、通

信を主とするコア事業に投資を集中、積極的に企業買収を進めている。この動きをいち早

く進めたノキアやエリクソンは９９年、欧州で売り上げベスト５の電機メーカーに躍進した。

仏アルカテルも通信機器メーカーへの脱皮をはかる。一方，独シーメンスは総合電機メー

カーのかたちを守りながらも、不採算事業の統合や分社化などの経営再編を進めている。

同社から分社化した半導体メーカー、インフィニオンは売り上げが急増している。蘭フィ

リップスも９０年代を通して経営の建て直しを進めた。同社は家電などの成熟商品を多く抱

えており、家電と携帯電話の連携という新しい道を模索する。

欧州各国で、次世代携帯電話規格であるＵＭＴＳ向けの周波数帯割り当てが行われてい

る。競売形式をとった国では落札価格が高騰するケースもでており，通信メーカーにとっ

て大きな負担となる。このため，次世代と現行の中間の技術であるＧＰＲＳ方式がにわか

に注目を浴びている。本レポートでは、欧州電機メーカー各社の最新動向と欧州における

次世代携帯電話の動向について報告する。

欧州の電機産業は大きく変化している。大

手メーカーは経営資源をコア事業に集中し、

企業買収によってコア事業をさらに強化しグ

ローバル化をはかる一方、それ以外の部門は

分離独立化や子会社化、売却などを進めてい

る。その結果、９０年代半ばまで総合電機メー

カーや重電メーカーが占めていた売り上げラ

ンキングの上位には、現在では、シーメンス

（Ｓｉｅｍｅｎｓ）を除き通信機器などを中心と

したメーカーが名を連ねている。ＡＢＢやア

ルストム（Ａｌｓｔｈｏｍ）、ＧＥＣなどの重電機

１．総合電機メーカーに変革の波
器メーカーはランキングからほぼ姿を消し、

代わって上位５社に入っているのが携帯電話

で成長中のスウェーデンのエリクソン

（Ｅｒｉｃｓｓｏｎ）とフィンランドのノキア

（Ｎｏｋｉａ）である（表１参照）。

デュッセルドルフ・センター

表１ 欧州電機メーカーの売り上げランキング

９５ 年 ９９ 年

１ シーメンス シーメンス

２ フィリップス フィリップス

３ ＡＢＢ エリクソン

４ アルカテル・アルストム アルカテル

５ ＧＥＣ ノキア

（出所）データクエスト、ヴィルトシャフツボッヒェ

５８ ＪＥＴＲＯ ユーロトレンド ２０００．１２
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フィリップス（Ｐｈｉｌｉｐｓ）やアルカテル

（Ａｌｃａｔｅｌ）の売り上げの伸びが１ケタ台で

あるのに対して、エリクソンの９９年の売り上

げは自国通貨建てで前年比１７％増、ユーロ建

てでは２５％増であった。ノキアは売り上げを

４８％、営業利益を５７％も伸ばしている。エリ

クソンはアルカテルを抜いて、欧州３位の電

機メーカーとなった（表２参照）。

（１）ネットワーク事業に注力するノキア

ノキアは今、最も注目を集めている企業で

ある。ゴム長靴のメーカーが事業転換でエレ

２．ノキア、エリクソン、アルカテル

クトロニクスメーカーとなり、さらに９０年代

後半からは携帯電話に特化、ほかの部門を

次々と売却した。その後もモトローラ

（Ｍｏｔｏｒｏｌａ）、エリクソンを追い落とし、９８

年には世界一の携帯電話メーカーとなった。

９６年には５０％以上の世界シェアを有していた

モトローラは９９年には約１７％に、欧州での

シェアは約１４％に落ちた（表３、表４参照）。

ノキアは９９年には１９８億ユーロの売り上げ、

３９億ユーロの利益をあげた。２０００年第１四半

期にも売り上げを前年同期比６９％増の６５億

ユーロに拡大させ、利益は７６％増の１３億ユー

ロとなった。

現在ノキアが力を入れているのは、ネット

ワーク事業である。これは次世代携帯電話を

インターネット端末にして、世界のどこから

でも自由に高速アクセスができるようにする

事業で、各社が主導権を争っている。ノキア

の次世代携帯電話はフィンランド、中国、日

本などで試験中で、インターネット技術は米

企業の買収によって入手している。ｘＤＳ

Ｌ（注１）基本技術はダイヤモンド・レーン社

（ＤｉａｍｏｎｄＬａｎｅ）、ルーター技術はイプシ

ロン社（Ｉｐｓｉｌｏｎ）、ネットワーク安全技術は

表２ 欧州電機メーカーの売上高

（単位：１００万ユーロ）

９８年 ９９年

１ シーメンス ６０，１７２ ６８，６００

２ フィリップス ３０，４５５ ３１，４５９

３ エリクソン １９，５２３ ２４，４００

４ アルカテル ２１，２５９ ２３，０２３

５ ノキア １３，３２６ １９，７７２

（出所）表１に同じ。

表３ 携帯電話の世界シェア

（単位：１００万台、％）

９８ 年 ９９ 年

販売台数 シェア 販売台数 シェア

ノキア ３８．６ ２２．５ ７６．３ ２６．９

モトローラ ３３．４ １９．５ ４７．８ １６．９

エリクソン ２５．９ １５．１ ２９．８ １０．５

サムスン ４．７ ２．７ １７．７ ６．２

パナソニック １４．５ ８．４ １５．６ ５．５

シーメンス ５．０ ２．９ １３．０ ４．６

アルカテル ７．２ ４．２ １１．６ ４．１

三菱電機 ４．８ ２．８ ９．７ ３．４

（出所）表１に同じ。

５９ＪＥＴＲＯ ユーロトレンド ２０００．１２



アーケミー社（Ａｌｃｈｅｍｙ）など、いずれも

会社ごと技術を買い取っている。フュージョ

ン・ワン（ｆｕｓｉｏｎＯｎｅ）など米国のベン

チャー企業への投資にも積極的である。

移動型情報通信システムの端末となるのは

携帯電話だけではない。パソコンやノート型

パソコン、携帯情報通信端末（ＰＤＡ）など、

ネットワークに接続できる機器は、すべてノ

キアのビジネスの対象となる。自宅ではどの

部屋からも無線でインターネットに接続でき

るＷＬＡＮ（ｗｉｒｅｌｅｓｓｌｏｃａｌａｒｅａｎｅｔｗｏｒｋ）

で、外では次世代携帯電話端末として、職場

では社内の無線ネットワーク端末として利用

できる機器の開発を目指している。このため、

ＰＤＡ の 大 手 メ ー カ ー、 米 パ ー ム 社

（Ｐａｌｍ）と提携、同社のソフトウエアをノ

キアの次世代携帯電話に搭載することになっ

た。サン・マイクロシステムズ（ＳｕｎＭｉ‐

ｃｒｏｓｙｓｔｅｍｓ）、シスコシステムズ（Ｃｉｓｃｏ

Ｓｙｓｔｅｍｓ）などインターネット関連技術の

トップ企業とも協力して、携帯電話とイン

ターネットの融合を図っている。また、金融

機関やクレジットカード会社とも協力して、

携帯電話による代金支払いも試験中である。

携帯電話用高速情報通信技術（Ｇｅｎｅｒａｌ

ｐａｃｋｅｔｒａｄｉｏｓｅｒｖｉｃｅ：ＧＰＲＳ）も開発済み

で、既に２０社以上とライセンス契約を交わし

ている。この技術は、ＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ

ＭｏｂｉｌｅＴｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓＳｙｓｔｅｍ）ラ

イセンスを取得できない通信業者には特に重

要である。

（２）地上中継設備で強いエリクソン

エリクソンは、携帯電話地上中継設備で

ノーテルネットワークス（Ｎｏｒｔｅｌ Ｎｅｔ‐

ｗｏｒｋｓ）やルーセント・テクノロジー（Ｌｕ‐

ｃｅｎｔＴｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ）を押えてトップに立っ

ている。売り上げの３分の２を占めるのも、

こうしたネットワーク機器部門であった。し

かし、携帯電話端末ではノキアやモトローラ

に差を付けられ、世界シェアでは１０．５％で３

位、欧州シェアでは９．２％で、シーメンス

（１０．３％）やアルカテル（９．７％）に続く５

位となっている。新型モデルを次々と市場に

送り込む競争で、エリクソンは他社に遅れを

とった。また、部品の調達が間に合わずに、

部品不足で携帯電話の製造に大きな支障が出

ている。このため、９９年の税引き前利益は１０

％縮小し、２０００年第２四半期には約２億ユー

ロの営業損失を出した。

こうした状況を背景に、エリクソンは利益

率が高いネットワーク部門に経営資源を集中

させるため、携帯電話部門をアルカテルに売

却するのではないかとのうわさが流れている。

だがエリクソンはこれを全面的に否定、携帯

電話部門の利益率を改善するための戦略を発

表している。機種の数を減らし、安価な機種

では相手先ブランドによる生産（ＯＥＭ）購

入を増やすが、すべての需要層をカバーする

ために商品の広い幅は残すとしている。

表４ 携帯電話の欧州シェア

（単位：％）

欧州市場

１ メーカー名 シェア

２ ノキア ２８．９

３ モトローラ １４．０

４ シーメンス １０．３

５ アルカテル ９．７

６ エリクソン ９．２

７ フィリップス ６．８

８ サジェム ６．０

９ パナソニック ３．６

１０ サムスン ３．０

１１ 三菱 ２．４

ボッシュ ２．０

その他 ４．１

（出所）表１に同じ
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（３）アルカテル、通信機器メーカーに脱皮

総合電機メーカーであったフランスのアル

カテルは、９０年代後半に多くの部門を切り離

して通信機器メーカーに脱皮した。９８年以降

は、米国の技術系企業を次々と買収して傘下

に収めた。このための投資額は５０億ドルを超

えている。９９年の売り上げに占める通信機器

関連の比率は８５％で、特にＡＤＳＬ（注２）や光

ファイバーなどのネットワーク技術で、同社

は世界のトップ企業となっている。

携帯電話の分野でも、西欧ＧＳＭ携帯電話

市場で４位を占め、調査会社データクエスト

が５月に発表した２０００年第１四半期の数字で

は、１３．４％のシェアでシーメンスを抜いて欧

州３位になった。アルカテルは２０００年の携帯

電話販売目標を、前年の倍に相当する２，０００

万台としている。第１四半期には既に５００万

台を販売しており、このペースが続けば目標

達成は可能とみられる。同社は６，０００万ユー

ロを投資して、フランスのラヴァルとイルキ

ルヒ（ストラスブール近郊）、および上海に

ある携帯電話工場を拡張中である。

アルカテルは２０００年５月、次世代携帯電話

の分野で富士通と提携し、同社が６６％、富士

通が３４％を出資する合弁会社を設立すると発

表した。この合弁会社は、次世代携帯電話の

ＵＭＴＳ技術を他社に先駆けて商業化するた

めのもので、ＣＤＭＡとＧＳＭの折哀といわれ

るＵＭＴＳの導入を、両社がそれぞれ培った

技術を合わせて実現させる。また合弁会社は、

ＧＰＲＳやＥＤＧＥ（ＥｎｈａｎｃｅｄＤａｔａｒａｔｅｆｏｒ

ＧＳＭＥｖｏｌｕｔｉｏｎ）の開発にも携わることに

なっている。

（注１）一般回線を用いて高速通信を実現する技術
の総称。

（注２）非対称デジタル加入者線。ｘＤＳＬ技術の
一つ。電話の音声よりも高い周波数帯域を
利用し、通信速度を高める。

（１）「総合」を守りながらも再編進める

シーメンス

シーメンスは携帯電話端末では世界６位で

あるが、欧州ではノキア、モトローラに次ぐ

３位で、ＧＳＭ地上設備では世界市場でもノ

キア、エリクソンに続く３位である（表３、

表４参照）。特に、最近増えているプリペイ

ド式携帯電話の地上設備に強い。２０００年初め

にボッシュ（Ｂｏｓｃｈ）の携帯電話部門を買い

取り、欧州市場でモトローラとの差を縮めて

いる。４月には組織を再編し、通信機器端末

と携帯電話部門をＩＣＭ（Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎａｎｄ

ＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎＭｏｂｉｌｅ）部門として一つ

にまとめた。

同社は携帯電話の工場をドイツ国内３ヵ所

と中国の上海に持ち、いずれも生産能力を従

来の合計５００万台から倍の１，０００万台に拡張中

である。しかし同時に、外注によって携帯電

話の自社製造率を７０％以下に抑え、市場の変

化に柔軟に対応できる戦略をとっている。こ

のために２０００年７月末にシンガポールのフレ

クストロニクス社（Ｆｌｅｘｔｒｏｎｉｃｓ）と提携し

て、今後３年間に３，３００万台の携帯電話端末

を同社から購入する取り決めを交わした。こ

れは１年当たりに換算すると、９９年の販売台

数の８５％に相当する。

携帯電話の開発はドイツ国内のほか、デン

マークと米国のサンディエゴ、および北京で

行っている。次世代携帯電話ではアルカテル

が富士通と提携したのに対し、富士電機や富

士通と伝統的な関係を持つシーメンスは逆に

ＮＥＣと提携した。両社合わせて２００４年まで

毎年８億ユーロを、ＵＭＴＳの開発に投入す

る予定である。

シーメンスが携帯電話でノキアやモトロー

ラなどにつけられた差は大きい。携帯電話以

外の通信機器部門を持つことはシーメンスの

３．シーメンス、フィリップス、イン

フィニオン
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強みだが、この部門でシーメンスが世界の

トップに立つのは、従来型電話交換機だけで

ある。ＮＥＣとの提携をもってしても、ＩＰ通

信や広帯域技術でシスコシステムズ、ルーセ

ント・テクノロジー、３Ｃｏｍ、ノーテルネッ

トワークスなどの先端企業に追いつくのは不

可能ではないかとみられている。

シーメンスは依然として欧州最大の電機

メーカーで、全世界でもＧＥ、ＩＢＭに次いで

第３位に位置する。売り上げ規模では、欧州

２位のフィリップスの倍以上である。２０００年

度（９９年１０月～２０００年９月）の売り上げは

７６０億ユーロ、売上利益率は３．９％と、いずれ

も創業以来最高の記録を達成する見込みであ

る。この好業績を背景に、２００１年３月には

ニューヨーク証券取引所に上場する。

シーメンスは、欧州のほかの多くのエレク

トロニクス企業のように特定のコア事業に特

化することなく、現在でも白熱電球からガス

タービン発電プラントまで手がける総合電機

メーカーである。

しかし事業の再編は行っており、９８年夏に

「１０項目プログラム」を掲げて事業の見直し

を始めた。同年秋の英国半導体工場の閉鎖を

皮切りに、電機部品や電線ケーブルの製造部

門の売却、コンピュータ部門の富士通との統

合、半導体部門インフィニオン（Ｉｎｆｉｎｅｏｎ）

や電子部品部門エプコス（Ｅｐｃｏｓ）の独立子

会社化、上場などにより、売り上げで８５億

ユーロ相当、６万人の社員の部門を本社から

切り離した。

また、中間管理職以上の３万人に関して従

来の年功型の給与規定が廃止され、結果重視

型の報酬制度が導入された。うち約４，０００人

の管理職には固定報酬の１．５倍の成果報酬が

与えられ、さらにトップ１，５００人にはストッ

ク・オプション制度も用意された。成果が出

なかった場合の懲罰も厳しい。これまでに２

人の取締役が解任された。医療機器部門の場

合は、トップ管理職の４分の１が入れ替わっ

ている。

しかし、シーメンスの１３の事業部門のうち、

国際的にトップクラスの地位を占めるのは６

部門にすぎない。自動化機器部門ではＡＢＢ

やロックウェル（Ｒｏｃｋｗｅｌｌ）と、医療機器

部門ではＧＥと世界のトップを争い、照明機

器部門のオスラム社（Ｏｓｒａｍ）はフィリッ

プスに次いで 世界２位のシェアを占める。

発電機部門はＧＥとアルストムに次いで、送

配電装置部門ではＡＢＢとアルストムに次い

でいずれも世界３位である。鉄道部門では信

号機技術でトップに立つが、車両技術ではア

ドトランツ（Ａｄｔｒａｎｚ）を買収したボンバ

ルディエ（Ｂｏｍｂａｒｄｉｅｒ）やアルストムに押

され気味である。

自動車電装品の規模はまだ小さく、プラン

ト部門も世界シェアは４位である。電気設備

部門や情報技術（ＩＴ）サービス部門は欧州

だけで、全くグローバル展開していない。グ

ループ内で最も小さな組み立て・マテハン機

器（小包選別機、倉庫機械など）部門は、ス

ペア部品や保守整備で稼いでいる状況である。

これらの事業を今後シーメンスがどのように

位置付けるかによって、同社が模範とする

ＧＥとの差が縮まるか広がるかが決まる。

（２）家電と携帯電話の連携目指すフィリッ

プス

フィリップスの携帯電話端末は欧州市場で

エリクソンに続く６位にすぎず、シェアは５

％にも達していない。世界市場ではサムスン

（Ｓａｍｓｕｎｇ）やパナソニックにも差を付け

られ、３．３％のシェアでようやく９位である。

しかし、フィリップスはこの世界シェアを１０

％にまで３倍増する目標を掲げている。

同社の戦略のカギは、家電と携帯電話の連

携にある。特に音響機器や画像機器のための

統合メディア戦略の中に移動体通信を位置付

け、このために携帯電話事業は同社の売り上

げの４割を占める家電部門の中に統合された。
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統合メディアと携帯電話の融合を目指す同社

の命運を左右するのは、音響・画像データを

高速伝送できる次世代携帯電話の開発である。

このため、オランダとフランスにある研究開

発センターの強化拡張を進めている。

しかし同社は、アルカテルやシーメンスの

ように次世代携帯電話での開発パートナーを

まだ得ていない。米ルーセント・テクノロ

ジーと合弁で９７年に米国に設立したフィリッ

プス・コンシューマ・コミュニケーション社

（ＰｈｉｌｉｐｓＣｏｎｓｕｍｅｒＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）

は、製造の遅れや品質問題などのため、設立

後２年で解消されている。

欧州第２の電機メーカーであるフィリップ

スでは、９０年代を通して継続的に経営の立て

直しが行われてきた。特に９６年からは、新社

長の下で事業売却や企業買収による事業転換

がさらに活発になっている。９８年に世界

２７０ヵ所あった事業所は９９年末には２００ヵ所に

減少、２００１年までに１６０～１７０ヵ所に減らすこ

とを目標としている。９７年から利益が出てい

るものの、まだ利益は安定していない。同社

の事業転換の目的は、約８０の製品分野のすべ

てで世界３位以内に入ることである。しかし、

同社のランキング上位の製品はほとんどが成

熟商品で、携帯電話のような成長商品では出

遅れている（表５参照）。

（３）半導体市場で成長するインフィニオン

世界の半導体市場は９９年には前年比１９％増

加し、それまでの最高（１，４４０億ドル、９５

年）を上回る１，４９０億ドルの売り上げを記録

した。シェア上位は米国、日本、韓国の企業

で占められているが、欧州メーカー３社も大

手１０社の最後部に入り込んでいる。中でもド

イツのインフィニオンは、９９年には売り上げ

を前年比３３．６％増加させ、それまでの１０位か

ら８位に上昇した。

それまで８位だったオランダのフィリップ

ス・セミコンダクター（ＰｈｉｌｉｐｓＳｅｍｉｃｏｎ‐

ｄｕｃｔｏｒｓ）は同年５月にＶＬＳＩテクノロジー

（ＶＬＳＩＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）を買収したにもかか

わらず、売り上げの伸びは１４．１％で１０位に転

落した（表６参照）。しかし２０００年６月に、

ＩＢＭの米ニューヨーク州のウェハー工場を

買収すると発表した。これにより、同社の生

産能力は１２．５％増強される。

インフィニオン、フィリップス・セミコン

ダクターと市場を分け合うＳＴマイクロエレ

クトロニクス（ＳＴＭｉｃｒｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ）は、

仏トムソン・セミコンダクター（Ｔｈｏｍｓｏｎ

Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）と伊ＳＧＳが８７年に合併し

てできたＩＣカード用チップのトップ企業で

ある。フィリップス・セミコンダクターと

ＳＴマイクロエレクトロニクスは、９２年以来

協力関係にある。両社は共同でフランスのク

ロールに３００ミリ・ウェハー・パイロットプ

ラントを７億ユーロをかけて建設しており、

２００２年から生産を開始する計画である。

表５ フィリップス社製品のランキング

製 品 世界ランク 欧州ランク

照明器具 １ １

オーディオ・ビデオ ３ ２

シェーバー １ １

スチームアイロン ２ ２

半導体 ９ ３

カラーブラウン管 １ １

レーザーオプティクス ３ １

モニター ２ １

医療診断用画像機器 ３ ２

デジタル機器 ２ １

ワンチップテレビ回路 １ １

パソコン用ビデオカメラ １ １

電話機 ４ １

ＬＣＤ １ １

（出所）フィリップス社ホームーページ
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シーメンスの子会社であるインフィニオン

は、９８年９月の決算では３１億８，０００万ユーロ、

９９年９月決算では４２億４，０００万ユーロの売り

上げを記録した。メモリー半導体が前年比８６

％増と大きな伸びを示したためである。これ

により、メモリー半導体は売り上げの２９％を

占め、同社の最大部門となった。売り上げの

１５％を占めるＩＣカード用チップも３３％増加

した。携帯電話用半導体は２４％増で売り上げ

の２１％を占め、第２の部門になっている。そ

の他の通信・マルチメディア用半導体は売り

上げの１９％を、自動車用・産業用半導体は１６

％を占めている。同社の売り上げの６割が欧

州域内で、そのうち約半分が本国のドイツで

販売されている。

同社は２０００年３月、ニューヨークとフラン

クフルトの株式市場に上場した。同時に、米

国のインテルが２億５，０００万ドルで資本参加

した（シェアは１％）。インテルと同社は共

同でＤＲＡＭの生産を行うことになっている。

ＤＲＡＭの生産ではモトローラとの合弁会社

ホワイト・オーク・セミコンダクター

（ＷｈｉｔｅＯａｋＳｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）を米バージ

ニア州に持つが、この合弁会社のモトローラ

の持ち株を買い取って完全子会社化した。イ

ンフィニオンは製造技術の開発では、米国の

ＩＢＭおよび台湾のＵＭＣ（聨華電子）と協力

関係にある。親会社のシーメンスは、イン

フィニオンへの出資比率を現在の７１％から４

％に減らし、インフィニオンを事実上独立さ

せることを目指している。

欧州各国で、次世代携帯電話規格である

ＵＭＴＳ（ＵｎｉｖｅｒｓａｌＭｏｂｉｌｅ

ＴｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓＳｙｓｔｅｍ）向けの周

波数帯の割り当てが行われ、英国とドイツの

入札価格は高騰した。これはメーカーにとっ

て大きな負担となり、採算がとれない可能性

もある。このため、次世代と現行の中間の技

術であるＧＰＲＳ方式が再び注目され始めた。

（１）高騰する落札価格

２０００年に入ってから、欧州各国でＵＭＴＳ

と呼ばれる第３世代携帯電話の周波数帯域免

許の割り当てが行われている。スペイン、

４．次世代携帯電話をめぐる動き

表６ 世界の半導体メーカー大手１０社

（単位：１００万ドル、％）

メーカー名 売り上げ（９９年） 前年比 ランク（９９年） ランク（９８年）

インテル ２６，８０６ １７．７ １ １

ＮＥＣ ９，２１０ １５．９ ２ ２

東芝 ７，６１８ ２８．８ ３ ４

サムスン ７，１５２ ５０．２ ４ ６

テキサス・インスツルメンツ ７，１２０ ２２．３ ５ ５

モトローラ ６，３９４ △９．８ ６ ３

日立 ５，５５４ １９．０ ７ ７

インフィニオン ５，２２３ ３３．６ ８ １０

ＳＴマイクロエレクトロニクス ５，０７７ ２０．９ ９ ９

フィリップス・セミコンダクター ５，０７４ １４．１ １０ ８

（出所）データクエスト、エレクトロニック
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フィンランド、英国、ドイツなどで割り当て

が行われた。この割り当てでは、入札ではな

く、時間とともに価格が競り上がる競売方式

で行われた国もある。

最初に競売方式でライセンス取得者とその

料金を決定したのは英国である。４月に行わ

れた競売で、ライセンスを競り落とした５社

の競売価格の合計は、当初予想の３倍の２２５

億ポンドだった。事前に決められた５つのブ

ロックに分けた周波数帯域に対して、１３社が

競売に参加した。このうち４社は、既に

ＧＳＭ方式の携帯電話サービス事業を英国内

で提供している企業である。そのうちの一社、

ボーダフォン・エアタッチ社（Ｖｏｄａｆｏｎ

ＡｉｒＴｏｕｃｈ）は、１００億ユーロを超える最高

額で競り落とした。既にＧＳＭの地上施設網

を持つ４社にとっては、この価格はそれほど

大きな負担とはならないが、残る１つの周波

数帯ブロックを７４億ユーロで競り落としたカ

ナダのＴＩＷ社は、地上施設設置のための建

物所有者との交渉を新たに行わなければなら

ない。

このような高いライセンス価格では採算が

とれないとの理由で、７月末から行われてい

るドイツでの競売では、ＭＣＩワールドコム

（ＭＣＩｗｏｒｌｄｃｏｍ）などいくつかの通信業

者は事前に競売への参加を取りやめ、参加企

業は当初予定の１３社から７社に減少した。８

月１７日に６社が決定したが、英国やドイツで

高額な入札額を支払わされる企業は、国に

よって異なる割当制度が競争を阻害している

として、欧州委員会への提訴を検討している。

自国でのライセンス取得にあまり経費をかけ

ずに済むスペインのテレフォニカ社

（Ｔｅｌｅｆｏｎｉｃａ）などは、その分を他国での

免許取得に投資できる一方、英国やドイツの

事業者は自国での免許取得だけで資金が底を

つく恐れがあるためである。

（２）注目される「２．５世代」規格

このため、再び注目を集めているのが携帯

電話用高速情報通信技術（Ｇｅｎｅｒａｌｐａｃｋｅｔ

ｒａｄｉｏｓｅｒｖｉｃｅ：ＧＰＲＳ）である。ドイツテ

レコムの携帯電話子会社、ドイツテレコム・

モビールネット（ＤｅｕｔｓｃｈｅＴｅｌｅｋｏｍ Ｍｏ‐

ｂｉｌｎｅｔ）が２０００年９月に世界初の実用サービ

スを開始する同方式は、現在の欧州の携帯電

話方式ＧＳＭに約８，０００万ユーロの追加投資で、

携帯電話によるインターネット接続が可能に

なる。当初は４０キロビット／秒、中期的には

１００キロビット／秒でのデータ伝送が可能と

なる。

この技術は「第２．５世代携帯電話」とも呼

ばれ、速度や容量は限られているものの、イ

ンターネット携帯電話でどのようなことがで

きるかを最先端志向の消費者に知ってもらう

ための「入門編」として、ＵＭＴＳが登場す

るまでのつなぎの技術と理解しているメー

カーが多い。

しかし、調査会社のフォレスター・リサー

チ社の分析によると、次世代携帯電話で最も

よく使われるのは、マルチメディア情報端末

よりも音声通信に電子メールや株式情報、チ

ケット予約などの簡単なデータ機能を付加し

たスマートフォンに集中すると予測されてい

る。これは既に日本で普及しているＮＴＴド

コモの「ｉモード」とあまり変わらない。そ

うであれば、価格の安いＧＰＲＳに需要が集

中し、ＵＭＴＳは画像を重視するゲームやス

ポーツ、あるいは特殊なビジネス用途に需要

が限られる可能性もある。
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クロノロジー

ＥＵ
ＥＵＲＯＰＥＡＮＵＮＩＯＮ

〈１０ 月〉

２日�欧州委、英蘭系大手食品のユニリーバ

による米食品大手ベスト・フーズの買

収を承認。欧州で重複するブランドの

一部売却を承認の条件に。

５日�ＥＵ、一般問題理事会開催。ユーゴへ

の制裁を解除するとともに、復興に向

け全面支援する方針を決定。ユーゴス

ラビアのミロシェビッチ政権が事実上

崩壊し、新政権が誕生する見通しが強

まったため。

９日�ＥＵ、一般問題理事会にて、ユーゴス

ラビアのコシュトニツァ大統領就任に

伴い、同国との外交関係再樹立など

ユーゴ支援に向けた１１分野の行動計画

を採択。

１１日�欧州委、米ＡＯＬと米メディア大手の

タイム・ワーナーの合併を条件付きで

認可することを決定。ＡＯＬが音楽ソ

フトなどの供給を受けている出版・メ

ディア大手の独ベルテルスマンとの提

携解消を条件とし、インターネット上

での音楽ソフト配信の寡占化に歯止め。

１３日�ＥＵ、特別首脳会議開催。ユーゴスラ

ビアへの２億ユーロ（約１９０億円）の

緊急支援を決定。９９年の北大西洋条約

機構（ＮＡＴＯ）軍空爆で被害を受け

た発電、医療施設、食糧の輸送ルート

復旧などが主な対象。

１４日�ＥＵ、ユーゴスラビアのコシュトニ

ツァ新大統領を特別首脳会議に招待。

�ＥＵ、特別首脳会議閉幕。多数決制の

拡大や一部加盟国による先行統合に大

筋合意。欧州委の人選方法や加盟国に

割り当てる投票権の見直しなどはなお

対立。１２月のニースでの次期首脳会議

では、ＥＵ基本法であるアムステルダ

ム条約の改正を目指す。

１９日�欧州委、独仏英スペインが出資する航

空機メーカー、エアバス・インダスト

リーの株式会社化を承認。新会社はエ

アバス・インテグレーテッド・カンパ

ニー（ＡＩＣ）として、２００１年１月に

発足予定。

２０日～２１日�第 ３ 回 ア ジ ア 欧 州 会 議

（ＡＳＥＭ）首脳会合開催。情報技術

（ＩＴ）やバイオテクノロジーなど先

端分野で協力体制を構築することで合

意。第一弾として、欧州とアジアの各

情報網を連結させる「欧州アジア高速

情報通信網」づくりに乗り出す。社会、

文化分野の討議では、今後１０年の

ＡＳＥＭのビジョンを示す「アジア欧

州協力枠組み２０００」を採択。

２３日�北京でＥＵ・中国首脳会談を開催。中

国の貿易自由化や人権問題などを協議。

２６日�日・ＥＵ規制改革対話開催。ＥＵ、競

争政策、電気通信など９分野６０項目に

わたる対日規制緩和要望書を示し、競

争政策では独占禁止法の運用強化など、

電気通信では監督部門の独立性強化な

どを要望。一方、日本も金融サービス

など２０分野１２０項目にわたる規制緩和

要望書をＥＵに提示。

２９日�欧州委、年金運用の自由化に向けて域
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内共通の投資ルールを作成する方針を

決定。運用資金に占める株式の割合を

７割、外貨建て資産の割合を３割まで

認める内容で、加盟各国の投資規制よ

りも緩やか。各国の了承を得たうえで

２００５年までに実施予定。

３０日�ＥＵ・ロシア首脳会議開催。ロシア政

府、欧州へのエネルギー供給拡大など

を盛り込んだ共同宣言「新世紀に向け

たＥＵ・ロシアの長期戦略」を発表。

原油価格高騰などエネルギー不安が強

まっていることを受けた措置。

〈１１ 月〉

８日�欧州委、ポーランド、ハンガリーなど

中・東欧１２ヵ国のＥＵ加盟に向けた進

捗状況に関する報告書を発表。報告書

では、加盟１５ヵ国の了承など手続きの

時間などを勘案し、最も早い国の加盟

時期が最終的に２００５年１月にずれ込む

可能性を示唆。

１３日�国連の地球温暖化防止ハーグ会議

（ＣＯＰ６）開催。９７年の同京都会議で

定めた先進国の温暖化ガス削減策につ

いて具体的なルールの合意を目指す。

�英仏独など欧州１０ヵ国で構成する欧州

の安保・防衛協力機関である西欧同盟

（ＷＥＵ）、理事会（外相会議）開催。

ＷＥＵのほとんどの機能を欧州連合

（ＥＵ）に引き継ぐことを盛り込んだ

「マルセイユ宣言」を採択。今後の欧

州安保はＮＡＴＯとＥＵ独自の安保機構

で担われ、ＷＥＵの役割は終了。

１５～１６日�第４回欧州・地中海諸国外相会議

開催。２０１０年までの自由貿易圏創設を

再確認。閣僚会議にはリビアもゲスト

として参加。

１７日�欧州委、米国の輸出に関する優遇税制

が改善されていないとして、米国に対

し年間４０億ドルの制裁を認めるよう

ＷＴＯに申請。米企業がタックスヘイ

ブンの販売子会社を通して輸出する際、

免税を許可していることが問題となっ

ているもの。

２０日�ＥＵ、国防相と外相の合同理事会を開

催。域内の紛争に対応すべく２００３年に

創設する緊急対応部隊の戦力体制を決

定。６万～７万人の陸軍部隊から成る

予定。

２２日�欧州委、秋季経済予測を発表。通貨統

合に参加するユーロ圏の２０００年、２００１

年の経済成長率を春季の見通しに比べ

て０．１ポイント上方修正し、それぞれ

３．５％、３．２％と予測。

２４日�ユーゴスラビアを含むバルカン半島

６ヵ国とＥＵ１５ヵ国の首脳が一堂に会

するザグレブ首脳会議開催。バルカン

諸国が自由貿易圏の創設や組織犯罪・

不法移民対策などで協力協定を結ぶこ

とで合意。ＥＵ、６年間で４千億円規

模の資金援助を拠出することを約束。

〈１０ 月〉

１日�ＩＴ関連産業や医療などの専門職に従

事する欧州経済領域（ＥＥＡ）域外の

外国人労働者に対する労働許可証の発

給規制を緩和。

２～５日�保守党、党大会開催。

４日�ボーダフォン・グループ、中国携帯電

話最大手の中国移動に出資する旨発表。

４～５日�中銀、金融政策委員会で、主要政

策金利を６％に据え置くことを決定。

５日�英音楽ソフト大手ＥＭＩと米メディア

大手タイム・ワーナー、両社の音楽事

業統合の認可申請を取り下げる旨発表。

１４日�中銀、「ユーロに伴う実際的な問題

（ＰｒａｃｔｉｃａｌＩｓｓｕｅｓ Ａｒｉｓｉｎｇｆｒｏｍ

ｔｈｅＥｕｒｏ）」と題する報告書を発表。

英 国
ＵＮＩＴＥＤＫＩＮＧＤＯＭ
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１８日�中銀、１０月の金融政策委員会議事録を

公表。全会一致で、政策金利据え置き

を決定したことが明らかに。

１９日�ブレア首相、クック外相、朝鮮民主主

義人民共和国（北朝鮮）との国交を樹

立する方針を発表。

２０日�森首相、ブレア首相とソウル市内で会

談。

２６日�スコットランド地方議会、同地方政府

の新首相にヘンリー・マクレシュ氏

（労働党）を選出。

�タイムズ紙、世論調査結果を掲載。労

働党支持率、前月比８ポイント上昇し

４５％。保守党支持率、前月比３ポイン

ト低下し３２％。

３０日�通信大手ケーブル・アンド・ワイヤレ

ス、日本で今後５年間に１，５００億円を

投じ、光ファイバー網を構築する旨発

表。

�フタバ産業、米テネコ・オートモティ

ブと英国での合弁事業契約を締結した

と発表。英国トヨタ向けなどに自動車

マフラーなどを生産。

〈１１ 月〉

８日�政府、２００１年度予算編成方針を発表。

２００１年の実質ＧＤＰ成長率は２．２５～

２．７５％の見通し。

�ボーダフォン・グループによるスイス

コムの携帯電話部門への出資につき、

スイス政府が承認。

８～９日�中銀、金融政策委員会で、主要政

策金利を６％に据え置くことを決定。

３月以降、９ヵ月連続の据え置き。

９日�ブリティッシュ・テレコム、７～９月

期業績が前年同期比大幅な減益となっ

たこと、および大規模な事業再編計画

を発表。

１０日�ストックホルム証取所を運営するＯＭ

グループ、ロンドン証取所の買収を断

念する旨を明らかに。

１４日�住友精密、英国の子会社サーフェイス

・テクノロジー・システムズがロンド

ン証取所のＡＩＭ市場に上場する手続

きを開始した旨を発表。

１６日�ドイツ取引所、ロンドン証取所との合

併交渉を再開する旨を明らかに。

�本田技研工業、英国工場で、独仏など

大陸欧州からの部品調達率を現在の２０

％強から３５～４０％に拡大する計画を明

らかに。

２０～２１日�ブレア首相、モスクワを訪問。２１

日にプーチン大統領と会談。

〈１０ 月〉

２日�パリ、アムステルダム、ブリュッセル

の３証券市場が統合されたユーロネク

スト（ＥＮ）で、新株式指標ＥＮ１００、

ＥＮ１５０が稼動開始。

３日�金融機関・投資会社評議会（ＣＥＣＥＩ）、

９９年の年次報告を発表するとともに、

国内銀行業界内での大型合併について

の判断基準を発表。

�ヴォワネ環境相、２００１年１月から環境

総合税（ＴＧＡＰ）の課税対象を企業

のエネルギー消費へも拡大することを

確認。

５日�国立統計経済研究所（ＩＮＳＥＥ）、２０００

年の経済成長予測を７月に発表した

３．５％から３．２％へ下方修正。

１０日�政府、企業設立融資（ＰＣＥ）制度を

正式に導入。同制度は、起業家向けの

支援策の一環として、特に小規模の起

業計画支援を目的とするもの。

１１日�ルノー、モロッコの販売会社ルノー・

モロッコの持株比率を５０％から８０％へ

引き上げる旨発表。

�ファビウス経済・財政・産業相、金融

フランス
ＦＲＡＮＣＥ
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市場の監督機関である証券取引委員会

（ＣＯＢ）と金融市場評議会（ＣＭＦ）

の合併案詳細を発表。

１３日�ユーロネクスト、２００１年第１四半期に

ボルドー有名赤ワインを対象とした先

物取引きを開始する旨発表。

�ＩＮＳＥＥ、９月の消費者物価上昇率を

前年同月比２．２％増と発表。

１７日�政 府、 次 世 代 携 帯 電 話 事 業 権

（ＵＭＴＳ）の免許数を増やす考えは

ないことを明らかに。

１８日�政府、閣議でオブリ雇用・連帯相の辞

任を承認するとともに、後任としてギ

グー法相を任命。ギグー法相の後任に

はルブランシュ中小企業・消費担当閣

外相を任命。

２１日�農業省、カルフールなど一部スーパー

で狂牛病に感染していた可能性のある

牛の肉１トンが１０月上旬以降に販売さ

れていたことを明らかに。

２５日�仏企業運動（ＭＥＤＥＦ）、「拡大成功

のためのＥＵ改革」と題する小冊子を

公表し、ＥＵ拡大に向けた改革を提言。

２６日�フランス・テレコム、次世代携帯電話

（ＵＭＴＳ）の設備納入業者をエリク

ソン（スウェーデン）、ノキア（フィ

ンランド）、アルカテルとする旨公表。

�ジョスパン首相、今後２０年間の国土整

備優先政策を協議するための閣僚会議

の席上で、現行の空港混雑を解消する

ために新空港を建設する方針を確認。

３１日�雇用省統計によると、９月の失業者数

（就労実績７８時間以下の職安登録者

数）は２２７万２００人、前月比２．５％減、

５万８，６００人の減少。

〈１１ 月〉

１日�ガス公社（ＧＤＦ）、個人ユーザー向け

ガス料金を１３％程度引き上げ。

３日�電気通信規制局（ＡＲＴ）、フランス・

テレコムの市内通話料金の引き下げ申

請を承認。

８日�ＩＮＳＥＥ、９９年に実施した国勢調査の

集計結果を公表。フランスの総人口は

５，８６２万人、前回（９０年）調査時と比

べ１９０万人増加。

９日�政府、フランス・テレコムの市内通話

料金引き下げを承認。平均引き下げ率

は５．８％で、１２月５日から実施。

１０日�放射能監視局（ＯＰＲＩ）、カルフール

がハイパー２２０店舗で販売している

「Ｔｒｏｐｈｙ」ブランドの紳士用統計メ

タルバンド部分に放射能が検出された

ため、１０月２６日から販売を禁止。

�ヴィッテルで第７６回独仏定例首脳会議

を開催。

１４日�ジョスパン首相、狂牛病問題の事態沈

静化に向けて７つの対策を発表。養鶏

・養豚などで、狂牛病の原因になった

とされる食物性飼料の一時的な使用停

止、骨付き肉の販売禁止などを含む。

１５日�ＩＥＡ、フランスのエネルギー政策に

関する報告書を公表。仏電力市場自由

化の遅れや、政府による電気料金の地

理的な調整政策を非難。

１６日�トタルフィナエルフ（石油）、メキシ

コ湾における新ガス・パイプライン計

画を発表。

２０日�フランス・テレコム、国際企業向け通

信サービスの蘭イクアントを買収する

旨発表。

�ＯＥＣＤ、フランスの経済成長率につ

いて、２０００年には３．３％に達するが、

２００１年に２．９％、２００２年に２．５％まで減

速すると予測。

２１日�雇用省、３５時間制の導入にもかかわら

ず、全従業員の累計労働時間は増加し

続けている旨の調査結果を公表。

２２日�ファビウス経済・財政・産業相、ユー

ロ紙幣・硬貨導入に関する最終計画案
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を閣議に提示。

２４日�ＩＮＳＥＥ、１０月の消費者物価上昇率を

前年同月比１．９％と発表。

２７日�法務省競争・消費・不正防止総局

（ＤＧＣＣＲＦ）、国内の電子商取り引

き監視センターをモレル市（フィニス

テール県）に設置、開所。

２９日�ヴァイヤン内相、コルシカ島の地位改

正に関する法案の素案を公表。

〈１０ 月〉

１日�コール前首相、キリスト教民主同盟

（ＣＤＵ）主催の統一１０周年記念式典

で演説。

３日�東西ドイツ統一１０周年。ザクセン州ド

レスデンでの記念式典に、仏シラク大

統領、米オルブライト国務長官などが

参加。

�世界最大のビール祭「オクトーバー

フェスト」閉幕。同祭で飲み干された

ビールの量、約６２０万リットル。

１１日�連邦大蔵省、「財政安定協定」に基づ

き財政安定化計画を発表。財政収支は

２００４年に均衡、政府累積債務は２００４年

に対ＧＤＰ比５４．５％に。前提となる実

質ＧＤＰ成長率は２０００～２００１年２．７５％、

２００２～２００４年２．５％。

�政府、ユーゴスラビアに３，０００マルク

の緊急人道援助をすることを閣議決定。

１４日�野党・民主社会党（ＰＤＳ）のツィ

マー副党首、党大会で新党首に選出。

１８日�政府、２００５年までに温室効果ガスの排

出量目標を９０年水準の７５％とすること

を閣議決定。一般家庭、産業、交通の

分野別にそれぞれ削減目標値と具体策

を提示。

�政府、ヒトのクローン技術への特許付

与禁止などを定めた法案を閣議決定。

ドイツ
ＧＥＲＭＡＮＹ

２０日�首相、ソウルで森首相と会談。独の北

朝鮮との国交樹立方針を明言。

２３日�野党ＣＤＵのポレンツ幹事長、辞任を

表明。後任にマイヤー氏。

２４日�６大経済研究所、秋季合同経済見通し

を発表。２０００年、２００１年の実質ＧＤＰ

成長率を３．０％、２．７％と予測。

２６日�フィッシャー外相、２００５年までに新た

に１０ヵ国がＥＵに加盟することを示唆。

同時に「ドイツにとってポーランドが

第一陣に加わることが大切」と強調。

�政府、２０００年の実質ＧＤＰ成長率見通

しを上方修正。０．２５ポイント高の３．０

％。

�政府、連邦州内務相と国民民主党

（ＮＰＤ）について協議。同党の活動

禁止を連邦憲法裁判所に申請すること

を決定。

２７日�クリムト運輸・建設相、リニアモー

ターカー「トランスラピッド」の事業

化調査で２路線を決定。ドルトムント

・デュッセルドルフ間とミュンヘン空

港・市内間。

�連邦議会、女性の武器取り扱いを認め

るための基本法（憲法）改正案を可決。

連邦参議院通過後、発効の見通し。

２８日�連邦議会、国際刑事裁判所への刑事犯

引き渡しを可能にするための基本法改

正案を可決。連邦参議院通過後、発効

の見通し。

�首相、中東歴訪開始。エジプトのムバ

ラク大統領と会談。独首相のエジプト

訪問は５年ぶり。

３０日�フィッシャー外相、東京で河野外相と

会談。日独の交流促進に向け新たな

「行動計画」を採択。

３１日�外相、森首相と会談。北朝鮮情勢につ

き意見交換。

�首相、エルサレムでバラク・イスラエ

ル首相と会談。
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�ハノーバー万博終了。入場者数は約

１，８００万人。収支は約２４億マルクの赤

字。

〈１１ 月〉

１日�政府、ユーゴスラビアとの国交を回復

する方針を閣議決定。時期は未定。

�米証券取引委員会（ＳＥＣ）、アリアン

ツ（保険）の米株式市場への上場を許

可。同社、米国株式上場で株式交換方

式の合併・買収を目指す。

�首相、パレスチナ自治区ガザでアラ

ファト自治政府議長と会談。首相、同

会談後、イスラエルとパレスチナ双方

に自制を促す。

�ベック・ラインラントプファルツ州首

相、連邦参議院議長に就任。任期は１

年。

２日�国際通貨基金（ＩＭＦ）、ドイツ経済の

年次審査報告を公表。２０００年、２００１年

の実質ＧＤＰ成長率を２．９％、３．１％と

予測。

３日�金融市場監督協議会発足。アイヒェル

蔵相、銀行・保険・証券の各監督局長、

ヴェルテケ連銀総裁らが参加。国内の

金融再編を機に業態の枠を超えた問題

を協議。

７日�連邦雇用庁、１０月の失業率を８．９％と

発表。９４年１１月ぶりの８％台を記録。

８日�政府、ＮＰＤの非合法化を連邦憲法裁

判所に申請することを閣議決定。基本

法は「民主的な秩序を侵害する政党は

違憲」と定める。

�公務・運輸・交通労組（ＯＴＶ）のマ

イ委員長、辞意を表明。ＯＴＶが他４

労組と合併し成立予定のサービス労組

「ヴェル・ディ」への支持が揺らいで

いることを懸念。

９日�ベルリンで行われた反極右デモに、約

２０万人が参加。６２年前のナチスによる

ユダヤ人商店襲撃「水晶の夜」に合わ

せた集会。首相、大統領も参加。

�政府、産業界と二酸化炭素排出量の削

減で合意。２００５年までに９０年の水準か

ら２８％削減。政府、地球温暖化防止

ハーグ会議（ＣＯＰ６）に向け決意示す。

�アイヒェル蔵相、講演で「２００９年まで

に対ＧＤＰ比で１％程度の財政黒字を

目指す」と表明。

１０日�連邦参議院、自動車運転中の携帯電話

使用を禁じる法案を可決。違反者には

６０マルクの罰金とし、２００１年より施行。

ただし渋滞中や信号待ちの間は利用可。

�連邦議会、同性愛者のカップルに法的

な配偶者関係を認める改正案を可決。

連邦参議院での可決を経て成立。

�首相、仏シラク大統領、ジョスパン首

相と会談。ＥＵ機構改革、核廃棄物の

輸送問題を中心に意見交換。

１４日�ドイツ銀行、保有する事業法人株式す

べてを２００５年までに売却する計画を、

独有力紙が報道。７月に成立した税制

改革で、法人の株式売却益が２００２年か

ら非課税となるのを受けたもの。同銀

が大株主である主要企業：ダイムラー

クライスラー（１１．９％）、ミュンヘン

再保険（９．６％）、リンデ（１０％）、ア

リアンツ（４．１％）など。

１５日�政府経済諮問委員会（五賢人委員会）、

国内経済見通しを発表。２０００年、２００１

年の実質ＧＤＰ成長率を３．０％、２．８％

と予測。２００１年は内需主導型の景気回

復に。年金改革、労働市場改革は不可

避と主張。

�主要国首脳会議に向け、首相の準備を

担当するシェルパにアルフレート・

タッケ経済次官、２００１年１月付で就任

予定。

１６日�クリムト運輸・建設相辞任。９７年、社

会福祉法人から受け取った資金をサッ

：
：
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カーチームの運営資金に流用したこと

が発覚。後任にクルト・ボーデヴィッ

ヒ氏（ＳＰＤ）。

�首相、ＥＡＤＳ傘下のエアバス・イン

ダストリーに約２０億マルクを融資する

こ と を 発 表。 超 大 型 旅 客 機

「Ａ３ＸＸ」の開発を支援。

�ユーゴスラビアとの国交回復。

２０日�ＯＥＣＤ、ドイツの実質ＧＤＰ成長率を

２０００年３．０％、２００１年２．７％、２００２年

２．５％と予測。税制改革を評価。

２１日�首相、ベルリンでオーストリアの

シュッセル首相と会談。ＥＵ機構改革

やＥＵ拡大をめぐって意見交換。ＥＵ

各国によるオーストリア制裁解除後、

初めての会談。

２３日�ナウマン文化担当相（ＳＰＤ）辞任。

後任にニダリュメリン氏（同）。

２４日�政府、シュレスヴィヒ・ホルシュタイ

ン州産の牛が狂牛病に汚染されていた

ことを確認。ドイツ産の牛で狂牛病が

確認されたのは初めて。

２５日�首相、ブダペストでオルバーン・ハン

ガリー首相と会談。ＥＵ拡大などにつ

き意見交換。

２６日�フィッシャー外相、ベルリンでイワノ

フ露外相と会談。欧州の安全保障問題

などにつき協議。

〈１０ 月〉

３日�ディーニ外相、ベトナムを公式訪問。

グエン・ディ・ニエン外相、グエン・

マイン・カム副首相と会談。

１８日�豪雨で各地に被害。トリノでは、交通

網が寸断され、工場の閉鎖も相次ぐ。

１９日�次世代携帯電話免許の入札開始。５件

の免許付与に対し６社が入札。

２１日�与党・中道左派連合、党大会で次期首

イタリア
ＩＴＡＬＹ

相候補にルテリ・ローマ市長を指名。

２００１年４月頃とされる総選挙に備える。

２４日�次世代携帯電話免許を獲得する５社決

定。入札額は政府見込みを大幅に下回

る１２１億６，０００万ユーロ。落札企業は以

下の通り：オムニテル（ボーダフォン

出資）、ＩＰＳＥ（テレフォニカ出資）、

ウィンド（ＥＮＥＬとフランステレコ

ム出資）、アンダーラ（ハチソン・ワ

ンポア出資）、ＴＩＭ（テレコム・イタ

リア出資）。

�検察当局、次世代携帯電話入札を巡り

調査開始。入札で価格操作または不正

行為があった疑い。

�上院、２００５年を目途に徴兵制度廃止す

る法案を可決。

〈１１ 月〉

６日�政府、次世代携帯電話入札で携帯電話

会社ブルーの保証金２１億ユーロの没収

を通告。同社が入札から早々に脱落し、

落札額が大幅に低下したため。

８日�ブルー、次世代携帯電話入札の保証金

没収で政府を提訴。

９日�イタリア裁判所、政府によるブルーの

保証金没収を凍結。同社が廃業に追い

込まれることを懸念。

１４日�レッタ工業・貿易相、北朝鮮を訪問。

１７日�政府、狂牛病感染を防ぐため、フラン

スからの成牛と骨付き牛肉の輸入禁止

を決定。

〈１０ 月〉

２日�世界第２位のステッパー（縮小投影露

光装置）メーカー、ＡＳＭリソグラ

フィー、同４位の米シリコン・バレー

・グループを買収すると発表。買収に

より、世界でのシェアは首位ニコンを

オランダ
ＮＥＴＨＥＲＬＡＮＤＳ
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抜き世界１位に。

２５日�アナン国連事務総長、緒方貞子国連難

民高等弁務官の退任に伴い、後任にル

ドルフス・ルベルス前首相を指名した

と発表。

〈１１ 月〉

２日�香港政府との間で、船舶輸送での二重

課税防止協定に調印。

１１日�政府、北朝鮮と国交樹立交渉に入る用

意があると発表。

１３～２４日�ハーグで地球温暖化防止会議、気

候変動枠組み条約第６回締約国会議

（ＣＯＰ６）が開催。森林による二酸化

炭素吸収など、包括合意を断念、具体

的な成果がないまま閉幕。

１７日�電機大手フィリップス、米電子機器

メーカーのアジレント・テクノロジー

の医療機器部門を１７億ドルで買収する

ことを発表。

２８日�下院、安楽死を合法とする法案を可決。

上院審議を経て２００１年前半にも施行さ

れる見通し。

〈１０ 月〉

８日�統一地方選挙実施。仏語系とオランダ

語系住民が言語紛争を繰り返してきた

東部の小村フーロンで３７年ぶりにオラ

ンダ語系が勝利。今回の選挙ではオラ

ンダ人村民に初の参政権が認められた。

アントワープでは、３人に１人が極右

政 党 「フ ラ ー ム ス ・ ブ ロ ッ ク

（ＶＢ）」に投票。

１９日�サベナ航空、再建計画の枠内で路線廃

止ならびに４００～５００人の人員削減を実

施する旨発表。

ベルギー
ＢＥＬＧＩＵＭ

〈１１ 月〉

６日�レインデル蔵相、ユーロ圏の蔵相で構

成する非公式協議機関ユーログループ

会合後、記者団に対し、同グループは

引き続きユーロ相場水準を懸念してい

る認識を明らかに。

９日�議会、投機的短期資本への課税を検討

するため、ＥＵ議長国となる２００１年後

半にイニシアティブの発揮を政府に求

める決議を採択。

〈１０ 月〉

１３日�中銀、主要政策金利（貸出金利）を

０．１ポイント引き下げ５．５％に。

２３日�河野外相、来日中のピーターセン外相

と会談。

２７日�中銀、主要政策金利（貸出金利）を

０．１ポイント引き下げ５．４％に。

〈１０ 月〉

２６日�元国営通信会社エアコム、傘下の携帯

電話会社最大手エアセルの売却を巡り、

英ボーダフォン・グループと独占的な

交渉を開始したと発表。

〈１１ 月〉

１０日�中央統計局、１０月の消費者物価上昇率

を６．８％と発表。１６年ぶりの高水準に。

〈１０ 月〉

２日�政府、次世代携帯電話の事業免許の追

加交付を決定。

１０日�通信大手テレフォニカ、米モトローラ

よりブラジル、ホンジュラスなどの携

デンマーク
ＤＥＮＭＡＲＫ

アイルランド
ＩＲＥＬＡＮＤ

スペイン
ＳＰＡＩＮ
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帯電話子会社を買収したと発表。

１７日�国内最大の電力会社エンデサと２位の

イベルドローラが合併合意。

２０日�アスナール首相、韓国の金大中大統領

との首脳会談で、北朝鮮との国交樹立

に取り組む旨表明。

２２日�アスナール首相、イランを訪問。経済、

科学分野などで両国の関係拡大に合意。

〈１１ 月〉

８日�政府、欧州委に対し、フランスの繁殖

用成牛の輸入全面禁止を要請。

２２日�フアン・カルロス大統領、即位２５周年。

�農相、国内で初めての狂牛病の感染牛

が確認されたと発表。

〈１０ 月〉

１６日�政府、２００１年度国家予算案を国会に提

出。２００１年のＧＤＰ成長率は３．２％～

３．４％の見込み。

２５日�国家統計院（ＩＮＥ）によると、２０００年

第２四半期のＧＤＰ成長率は、前年同

期比２．７％増（第１四半期は２．９％増）。

〈１１ 月〉

８日�２００１年度予算案、国会を通過。

〈１０ 月〉

７日�ギリシャ空軍機、約３０年ぶりにトルコ

の空軍基地に着陸。両国の関係改善を

反映。

〈１１ 月〉

４日�日本人観光バス乗っ取り事件、約８時

間後に犯人が投降。人質３５人（日本人

３３人）、全員開放。

ポルトガル
ＰＯＲＴＵＧＡＬ

ギリシャ
ＧＲＥＥＣＥ

１４日�中銀、主要政策金利を０．５ポイント下

げ７．０％に。１５日から実施すると発表。

２００１年の通貨統合参加に向け、国内政

策金利をユーロ圏金利に収れんさせる

ことが必要との認識から。利下げ後の

金利差は２．２５ポイント。

１９日�首相、アテネ五輪の準備の遅れを理由

にパンガロス文化相を更迭。

２０日�アテネの食肉卸売団体、外国産食肉の

取り扱いを拒否すると発表。フランス

で深刻化する狂牛病を懸念して。

２１日�政府、２２日から仏産牛肉と飼料の一部

を輸入禁止とすることを発表。狂牛病

の広がりを懸念。

２８日�中銀、主要政策金利を０．５ポイント引

き下げ６．５％に。ユーロ圏金利への収

れんを図る。

〈１０ 月〉

５日�政府、米国と第二次世界大戦中の強制

労働補償で合意。

１５日�シュタイヤーマルク州で州議会選挙。

与党・国民党が４７．３％を獲得。国民党

と連立政権を組む自由党、議席を大幅

に減らす。

２５日�ウィーン中心部に建設中だったユダヤ

人虐殺の記念碑完成。大統領ほか記念

式典に参加。

２６日�上院のパイヤー議長を含む６人、広島

を訪問。原爆資料館などを見学。

３０日�英クック外相、ＥＵ加盟国外相では外

交制裁解除後初めて、オーストリアを

訪問。

〈１１ 月〉

２日�次世代携帯電話免許の入札開始。周波

数ブロックは１２で６社が入札。

１１日�キッツシュタインホルン山の山岳鉄道、

オーストリア
ＡＵＳＴＲＩＡ
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トンネル内で車両火災。死者、日本人

１０人を含む１５５人。

２１日�元Ｆ１チャンピオンでラウダ航空社長

のニキ・ラウダ氏、業績不振の責任を

とり社長を辞任する旨発表。

〈１０ 月〉

１９日�リンド外相、河野洋平外相とソウル市

内で会談。

２０日�通信機器大手エリクソン、赤字を計上

している携帯電話部門の製造を国内か

ら、アジア、中南米、東欧に移管する

旨発表。

〈１１ 月〉

１５日�電力会社ＴＶＯ、国内５基目となる原

発新設の申請を政府に提出。

１７日�２００１年の労使協定が妥結。２００１年の労

働コストは３．１％の引き上げとなる見

込み。

〈１０ 月〉

１０日�ＥＵの歩調に合わせ、対ユーゴスラビ

ア経済制裁を解除。

１８日�オギ大統領、９９年末の大統領の任期満

了に伴い、政界引退を発表。

２３日�英国の電子証券取引所とスイス取引所

の統合で正式合意。新市場の名称は

バートＸ。

スウェーデン
ＳＷＥＤＥＮ

フィンランド
ＦＩＮＬＡＮＤ

スイス
ＳＷＩＴＺＥＲＬＡＮＤ

３０日�ＵＢＳ、米シティ・バンクなど欧米の

主要大手銀行の１１行、マネーロンダリ

ング（資金洗浄）の防止に向けた独自

の自主基準を発表。

〈１１ 月〉

１日�政府、ＥＵ加盟協議の是非を問う国民

投票を２００１年３月４日に行うと発表。

市民団体の署名により発議されたもの。

１３日�政府、次世代携帯電話事業入札で、入

札参加企業の減少を理由に、延期を決

定。

２６日�国民投票開催。５項目すべてで、国民

は政府の意向を支持。

２７日�スイス、ノルウェーなど４ヵ国から成

る欧州自由貿易連合（ＥＦＴＡ）、メキ

シコと自由貿易協定を締結。

〈１０ 月〉

４日�２００１年度予算案発表。財政収支は

１，９２２億クローネの黒字（石油関連の

歳出入を除くと１２０億クローネの赤

字）見込み。２００１年の成長率見通しは

２．６％。

１６日�ノルディック・バルティック・ホール

ディング（北欧最大手銀行のメリタ・

ノルドバンケンを中核とする金融グ

ループ）、クリスティアニアバンク・

オグ・クレディットカッセ（ノル

ウェー第２位の銀行グループ）の買収

で合意。

ノルウェー
ＮＯＲＷＡＹ
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統計資料

主 要 経 済 指 標

英 国 フランス ドイツ イタリア

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

１９９４年 ４．４ ２．３ ９．３ ２．７ １．８ １２．４ ２．３ ２．７ ９．６ ２．２ ３．９ １１．１
９５年 ２．８ ２．９ ８．０ ２．１ １．８ １１．８ １．７ １．７ ９．４ ２．９ ５．４ １１．６
９６年 ２．６ ３．０ ７．２ １．５ １．７ １２．３ ０．８ １．４ １０．４ １．１ ４．０ １１．６
９７年 ３．５ ２．８ ５．５ ２．０ １．２ １２．５ １．４ １．９ １１．４ １．８ ２．０ １１．７
９８年 ２．６ ２．６ ４．７ ３．２ ０．７ １１．９ ２．１ １．０ １１．１ １．５ ２．０ １１．８
９９年 ２．２ ２．３ ４．３ ２．９ ０．５ １１．２ １．６ ０．６ １０．５ １．４ １．７ １１．４

１９９９年４～６月 １．８ ２．３ ４．４ ＊０．８ － － １．４ － － １．１ １．６ １１．７
７～９月 ２．３ ２．２ ４．２ ＊１．０ － － １．６ － － １．３ １．７ １１．１
１０～１２月 ２．９ ２．２ ４．１ ＊１．０ － － ２．４ － － ２．２ ２．１ １１．１

２０００年１～３月 ３．０ ２．１ ４．０ ＊０．６ － － ３．４ － － ３．０ ２．４ １１．４
４～６月 ３．２ ２．１ ３．８ ＊０．８ － － ３．１ － － ２．７ ２．６ １０．８
７～９月 ２．９ ２．１ ３．６ ＊０．７ － － － － － ２．４ ２．６ １０．１

１９９９年９月 － ２．１ ４．２ － ０．７ １１．１ － ０．７ １０．１ － １．８ －
１０月 － ２．２ ４．１ － ０．８ １１．０ － ０．８ ９．９ － ２．０ －
１１月 － ２．２ ４．１ － ０．９ １０．８ － １．０ １０．０ － ２．０ －
１２月 － ２．２ ４．０ － １．３ １０．６ － １．２ １０．３ － ２．１ －

２０００年１月 － ２．１ ４．０ － １．６ １０．５ － １．６ １１．０ － ２．２ －
２月 － ２．２ ４．０ － １．４ １０．２ － １．８ １０．９ － ２．４ －
３月 － ２．０ ３．９ － １．５ １０．０ － １．９ １０．６ － ２．５ －
４月 － １．９ ３．８ － １．３ ９．９ － １．５ ９．８ － ２．３ －
５月 － ２．０ ３．８ － １．５ ９．８ － １．４ ９．３ － ２．５ －
６月 － ２．２ ３．８ － １．７ ９．６ － １．９ ９．１ － ２．７ －
７月 － ２．２ ３．７ － １．７ ９．７ － １．９ ９．３ － ２．６ －
８月 － １．９ ３．６ － １．８ ９．６ － １．８ ９．３ － ２．６ －
９月 － ２．２ ３．６ － ２．２ ９．５ － ２．５ ９．０ － ２．６ －
１０月 － － － － １．９ ９．４ － － － － ２．５ －

スペイン ポルトガル ギリシャ オランダ

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

１９９４年 ２．３ ４．７ ２４．２ ０．８ ５．２ ６．９ １．５ １０．９ ９．６ ３．２ ２．７ ７．５
９５年 ２．７ ４．７ ２２．９ １．９ ４．２ ７．３ ２．０ ８．９ １０．０ ２．３ ２．０ ７．０
９６年 ２．４ ３．６ ２２．２ ３．０ ３．１ ７．３ ２．６ ８．２ ９．８ ３．１ １．４ ６．６
９７年 ３．９ ２．０ ２０．８ ３．６ ２．２ ６．７ ３．２ ５．５ １０．３ ３．８ ２．２ ５．５
９８年 ４．３ １．８ １８．８ ３．９ ２．８ ５．０ ３．５ ４．８ ９．９ ４．１ ２．０ ４．１
９９年 ４．０ ２．３ １５．９ ３．０ ２．５ ４．４ ※３．５ ２．６ １１．７ ３．９ ２．２ ３．２

１９９９年４～６月 ４．０ ２．３ １５．６ ２．８ ２．５ ４．５ － － － ３．１ ２．２ ３．１
７～９月 ４．０ ２．４ １５．４ ３．２ ２．０ ４．２ － － － ３．９ ２．３ ３．１
１０～１２月 ４．１ ２．７ １５．４ ３．２ ２．０ ４．１ － － － ４．９ ２．１ ２．９

２０００年１～３月 ４．２ ２．９ １５．０ － １．８ ４．４ － － － ４．９ ２．０ ３．０
４～６月 ４．２ ３．２ １４．０ － ２．５ ３．８ － － － ４．１ ２．４ ２．４
７～９月 － ３．６ － － ３．４ － － － － － ２．７ ２．５

１９９９年９月 － ２．５ － － ２．０ － － ２．０ － － ２．２ ３．０
１０月 － ２．５ － － ２．０ － － ２．２ － － ２．１ ３．０
１１月 － ２．７ － － ２．０ － － ２．６ － － ２．２ ２．７
１２月 － ２．９ － － ２．０ － － ２．７ － － ２．２ ２．９

２０００年１月 － ２．９ － － ２．１ － － ２．６ － － ２．０ ２．９
２月 － ３．０ － － １．８ － － ２．９ － － ２．０ ３．１
３月 － ２．９ － － １．５ － － ３．１ － － １．９ ２．９
４月 － ３．０ － － ２．１ － － ２．６ － － ２．１ ２．８
５月 － ３．１ － － ２．６ － － ２．９ － － ２．４ ２．４
６月 － ３．４ － － ２．９ － － ２．７ － － ２．７ ２．４
７月 － ３．６ － － ３．２ － － ２．６ － － ２．８ ２．４
８月 － ３．６ － － ３．５ － － ２．９ － － ２．５ ２．５
９月 － ３．７ － － ３．４ － － ３．０ － － ２．９ ２．６
１０月 － － － － － － － ３．８ － － ３．１ －

１）ＧＤＰ成長率は前年比および前年同期比 ＊は前期比 ※は推定値
２）消費者物価上昇率は前年比、前年同期比および前年同月比
３）ポルトガルの実質ＧＤＰ成長率・四半期の値は、９９年より半期（１月～６月、７月～１２月）平均値
資料：各国統計による。ドイツのＧＤＰ成長率は９９年４月よりＥＵ基準に変更。

７６ ＪＥＴＲＯ ユーロトレンド ２０００．１２



統計資料

ベルギー ルクセンブルク デンマーク アイルランド オーストリア

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

２．４ ２．４ １３．９ ９．１ ２．２ ２．６ ５．５ ｎ．ａ． ７．２ ５．５ ２．４ １４．１ ２．４ ３．０ ６．５
２．３ １．５ １４．１ ４．１ １．９ ２．９ ２．８ ｎ．ａ． ７．２ ８．３ ２．５ １２．１ １．７ ２．２ ６．６
１．０ ２．１ １３．８ ５．３ １．４ ３．３ ２．５ ２．０ ６．８ ７．７ １．６ １１．５ ２．０ １．９ ７．０
３．５ １．６ １３．３ ７．５ １．４ ３．７ ３．１ １．９ ５．６ １０．７ １．５ ９．８ １．２ １．３ ７．１
２．７ １．０ １２．６ ７．５ １．０ ３．３ ２．５ １．３ ５．２ ８．９ ２．４ ７．４ ２．９ ０．９ ７．２
※２．５ １．１ １１．７ － １．０ ３．１ １．７ ２．１ ５．２ ９．８ １．６ ５．６ ２．１ ０．６ ６．７
－ － － － － － ２．３ １．７ ５．４ ８．１ － ５．７ １．４ ０．４ ６．２
－ － － － － － １．４ ２．３ ５．２ １１．０ － ５．５ ２．５ ０．５ ５．３
－ － － － － － ２．５ ２．８ ４．９ － － ５．１ ３．３ １．０ ６．６
－ － － － － － ２．６ ２．９ ４．９ － － ４．５ ３．５ １．６ ７．７
－ － － － － － ３．６ ２．９ ４．８ － － ４．２ ４．１ ２．１ ５．３
－ － － － － － － ２．６ － － － ３．９ － ２．９ ４．６
－ １．２ １２．２ － １．７ ３．１ － ２．４ ５．１ － １．５ ５．１ － ０．５ ５．４
－ １．３ １１．８ － １．９ ３．１ － ２．６ ５．０ － １．５ ５．０ － ０．８ ５．８
－ １．５ １１．３ － １．９ ３．１ － ２．７ ４．９ － ２．１ ４．９ － ０．８ ６．６
－ １．９ １１．３ － ２．４ ３．１ － ３．１ ４．９ － ３．４ ４．７ － １．４ ７．３
－ １．８ １１．３ － ３．２ ３．３ － ２．８ ５．０ － ４．０ ４．６ － １．２ ８．４
－ ２．０ １１．０ － ２．７ ３．２ － ２．８ ４．９ － ４．３ ４．５ － １．７ ８．０
－ ２．３ １０．６ － ２．８ ３．１ － ３．０ ４．８ － ４．６ ４．３ － １．９ ６．６
－ ２．０ １０．６ － ２．７ ２．９ － ２．９ ４．７ － ４．９ ４．３ － １．９ ５．９
－ ２．２ １０．１ － ２．６ ２．８ － ２．８ ４．８ － ５．２ ４．２ － １．８ ５．３
－ ２．８ １０．１ － ３．３ ２．７ － ２．９ ４．９ － ５．５ ４．１ － ２．７ ４．７
－ ２．８ １１．２ － ３．４ ２．７ － ２．８ ４．９ － ６．２ ４．０ － ２．８ ４．５
－ ２．９ １１．９ － ３．１ ２．７ － ２．２ ４．８ － ６．２ ３．９ － ２．７ ４．６
－ ３．４ １１．５ － ３．４ ２．９ － ２．７ － － ６，２ ３．８ － ３．０ ４．６
－ － － － ３．５ － － ２．８ － － ６，８ － － ２．８ ５．２

スウェーデン フィンランド スイス ノルウェー アイスランド

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

３．３ ２．２ ８．０ ４．５ １．１ １６．６ １．０ ０．９ ４．７ ５．７ １．４ ５．４ ２．０ １．７ ４．７
３．９ ２．５ ７．７ ４．０ １．０ １５．４ ０．８ １．８ ４．２ ３．７ ２．４ ４．９ ３．２ １．７ ５．０
１．３ ０．５ ８．１ ４．１ ０．６ １４．６ ０．０ ０．８ ４．７ ４．８ １．３ ４．９ ４．９ ２．３ ４．４
１．８ ０．５ ８．０ ５．６ １．２ １２．７ １．７ ０．５ ５．２ ３．５ ２．６ ４．１ ４．５ １．８ ３．９
２．９ △０．１ ６．５ ４．９ １．４ １１．４ ２．１ ０．０ ３．９ ２．０ ２．２ ３．２ ５．０ １．９ ２．８
３．８ ０．４ ５．６ ３．５ １．２ １０．２ １．７ ０．８ ２．７ ０．８ ２．３ ３．２ ４．４ ３．４ １．９
４．１ ０．２ ５．４ ３．４ １．２ １１．７ １．１ ０．３ ２．７ ０．９ ２．５ ３．３ － １．９ ２．３
４．１ ０．７ ６．０ ２．８ １．１ ８．９ １．６ ０．６ ２．４ ０．７ ２．３ ３．２ － ４．１ １．９
３．８ １．１ ５．２ ３．５ １．７ ９．３ ３．１ １．１ ２．４ ０．９ ２．０ ３．４ － ５．３ １．６
３．９ ０．８ ５．４ ５．２ ２．７ １１．０ ３．９ １．６ ２．４ １．０ ２．９ ３．９ － ５．８ １．８
３．９ ０．８ ４．４ ４．５ ３．０ １１．１ ３．８ １．４ １．９ ２．６ ２．９ ３．３ － ５．８ １．４
－ － － － ３．９ ８．４ － ２．０ － － ３．４ ３．５ － ４．８ １．０
－ １．０ ５．５ － １．１ ９．１ － １．２ ２．３ － ２．１ ３．１ － ４．９ １．４
－ ０．９ ５．２ － １．３ ９．５ － １．２ ２．３ － ２．５ ３．２ － ５．３ １．４
－ ０．９ ５．２ － １．６ ９．４ － １．３ ２．４ － ２．８ ３．３ － ５．０ １．５
－ １．３ ５．３ － ２．０ ９．１ － １．７ ２．５ － ２．８ ３．７ － ５．６ １．８
－ ０．５ ５．７ － ２．２ １０．６ － １．６ ２．６ － ２．９ ３．６ － ５．８ １．８
－ ０．９ ５．４ － ２．７ １１．３ － １．６ ２．４ － ３．２ ３．８ － ５．６ １．７
－ １．０ ５．１ － ３．１ １１．２ － １．５ ２．３ － ２．５ ４．０ － ５．９ １．９
－ ０．９ ４．７ － ２．７ １１．０ － １．４ ２．１ － ２．６ ３．６ － ６．０ １．５
－ １．０ ４．１ － ２．９ １１．９ － １．６ １．９ － ２．８ ３．４ － ５．９ １．５
－ ０．８ ５．１ － ３．５ １０．３ － １．９ １．８ － ３．３ ３．２ － ５．５ １．３
－ ０．８ ５．２ － ３．７ ７．８ － ２．０ １．８ － ３．３ ３．３ － ５．６ １．１
－ ０．９ ５．１ － ３．８ ８．３ － １．３ １．８ － ３．５ ３．６ － ４．７ １．１
－ ０．８ ４．１ － ４．２ ９．１ － ２．３ １．７ － ３．５ ３．４ － ４．０ ０．９
－ － － － － － － １．９ １．７ － ３．１ － － ４．２ －

注１：９７年１月からのオーストリアの消費者物価上昇率は、調整品目・方法をＥＵ基準に合わせるとともに
９６年＝１００としたＣＰＩに基づく新統計。

注２：アイルランドの実質ＧＤＰ成長率は、９６年より中銀からＣｅｎｔｒａｌＳｔａｔｉｓｔｉｃｓＯｆｆｉｃｅ統計値に変更。
注３：デンマークの失業率は９９年１０月よりＥＵ基準に変更。

７７ＪＥＴＲＯ ユーロトレンド ２０００．１２



２０００年１２月号（ＮＯ．４４） ２０００年１２月１５日発行

発行所●日本貿易振興会 海外調査部欧州課
〒１０５〓８４６６ 東京都港区虎ノ門２－２－５ 電話０３（３５８２）５５６９ ＦＡＸ０３（３５８９）３４１９

★本会の許可なく無断転載および複製を禁じます。
★本誌掲載の論文・論旨は、必ずしも本会の公式見解ではないことをお断りします。

○ＣＪＥＴＲＯ２０００ＰｒｉｎｔｅｄｉｎＪａｐａｎ

２０００年１２月１日現在

国 名 通 貨 略 号 交換レート 備考

ユーロ圏１１カ国 ユーロ ＥＵＲ ９７．９７

フ ラ ン ス 仏フラン Ｆ．ＦＲ． １４．９４ ６．５５９５７

ド イ ツ 独マルク Ｄ．Ｍ． ５０．０９ １．９５５８３

イ タ リ ア 伊リラ ＬＩＴ． ５．０６ １，９３６．２７

オ ラ ン ダ オランダ・ギルダー Ｄ．ＧＬ． ４４．４５ ２．２０３７１

ベ ル ギ ー ベルギー・フラン Ｂ．ＦＲ． ２４２．８４ ４０．３３９９

ス ペ イ ン スペイン・ペセタ Ｓ．ＰＥＳＥＴＡ ５８．８８ １６６．３８６

ポ ル ト ガ ル ポルトガル・エスクード Ｐ．ＥＳＣ ０．４９ ２００．４８２

アイルランド アイルランド・ポンド ＩＲＥＬＡＮＤ£ １２４．３９ ０．７８７５６４

オーストリア オーストリア・シリング Ａ．ＳＣＨ． ７．１２ １３．７６０３

フィンランド フィンランド・マルカ ＭＡＲＫＫＡ １６．４７ ５．９４５７３

ギ リ シ ャ ドラクマ ＤＲ． ０．２８ ３４０．７５０

英 国 英ポンド ＳＴＧ．£ １６１．４９

デ ン マ ー ク デンマーク・クローネ Ｄ．ＫＲ． １３．２４

スウェーデン スウェーデン・クローネ Ｓ．ＫＲ． １１．４４

ス イ ス スイス・フラン Ｓ．ＦＲ． ６４．８５

ノ ル ウ ェ ー ノルウェー・クローネ Ｎ．ＫＲ． １２．２４

アイスランド アイスランド・クローネ Ｉ．ＫＲ． １．２８

注：１）交換レートは、現地通貨当たりの円貨額（売り相場）を表示。
ユーロ圏１１カ国の備考欄は、１ＥＵＲに対する各国通貨の交換レート。

２）イタリア、ベルギー、スペインはそれぞれ１００ＬＩＴ．、１００Ｂ．ＦＲ．、１００Ｓ．ＰＥＳＥＴＡ当たりの円貨額。
３）ギリシャは２００１年１月よりユーロ導入。

出所：東京三菱銀行ＥＸＣＨＡＮＧＥＱＵＯＴＡＴＩＯＮＳ（Ｏｐｅｎｉｎｇ）、ただしギリシャ、アイスランドはＦＩＮＡＮＣＩＡＬ
ＴＩＭＥＳホームページ“ＦＴ．ｃｏｍ”による１２月１日現在のレート。

■各 ■国 ■通 ■貨 ■交 ■換 ■レ ■ー ■ト

注２

注２

注２

注３


